
様式１

7-1-1 1 福祉特別乗車券交付事業（民営バス）

7-1-1 2 災害時要援護者支援事業

7-1-1 3 総務諸費

7-1-1 4 金沢シーサイドライン乗車券交付事業

7-1-1 5 プレミアム付商品券事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]

1



2



3



4



5



6



様式１

７－１－２ 1 横浜市地域福祉活動補助金

７－１－２ 2
高齢者・障害者等に配慮した路線バス整備事業
（ノンステップバス導入費補助金：民営バス）

７－１－２ 3 後見推進機関「横浜生活あんしんセンター」運営事業

７－１－２ 4 福祉保健システム運用事業

７－１－２ 5 地域福祉保健計画推進事業

７－１－２ 6 ごみ問題を抱えている人への支援事業

７－１－２ 7 民生委員・児童委員事業

７－１－２ 8 福祉保健研修交流センター「ウィリング横浜」運営事業

７－１－２ 9 社会福祉センター運営事業

７－１－２ 10 ひとり暮らし高齢者等「地域で見守り」推進事業

７－１－２ 11 福祉保健活動拠点運営事業

７－１－２ 12 地域ケアプラザ運営事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉 局]
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様式１

7-1-3 1 国民年金事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]

20



（様式２－２）

7 款 1 項 3 目 7 － 1 － 3

■ □ □

□

■ 法令に基づく義務的経費 ■ 内部事務経費のみ

□ 有 □ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 12,892千円 ▲ 613千円

課長 係長 国民年金係

概算人件費 930,876千円 783,460千円 773,555千円 781,884千円

総 事 業 費 1,068,180千円 924,229千円 911,338千円 910,724千円

増▲減 ― ▲ 143,951千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 原田　正俊 松尾　ゆうこ 大八木　菜月

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

本事業の
効率性・
類似性

　当事業は法定受託事務等として、原則一律の方法で実施しているが、区ごとの一定の工夫や、日本年金機構との協力・連携を進め
ることによって、効率的な業務実施を図っている。
　また、国費の導入によって事業費の確保を図っている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

○ 国民年金事業単独では大幅な歳入超過だが、人件費を考慮するといまだに不足が生じている。平成26年度以降国費の単価の改
善が進んでいるが、さらに国に対する要望等を行い、一層の国費確保に努める。
○ 大小様々な制度改正等が連続的に実施されており、年々制度の複雑化が進むとともに、事務の難易度が一層高くなっている。 さ
らに、政治的な動向によって制度の実施、改正が大きく左右されており、市民にとっても極めてわかりにくい状況となっている。そのた
め、市民に対し直接的にサービス提供を行っている区国民年金係の職員の知識・技能のさらなる向上を図るとともに、窓口対応等を効
率的に執行できるよう図る。

差▲引 51,696千円 38,967千円 32,932千円 33,570千円

84.2人

8.8人 8.8人

執行率（％） 73% 78% 81% 79%

人
件
費

一般職職員 104.0人 86.4人 83.2人

4.0人 5.0人

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 189,000千円 179,736千円 170,715千円 162,410千円

支出済額 137,304千円 140,769千円 137,783千円 128,840千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

目標

実績

目標

実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　憲法第25条第２項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯に
よって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的として(国民年金法第１条)、昭和36年の現行の制度創設
から機関委任事務として、平成14年度以降は法定受託事務及び協力・連携事務(ともに国費の対象)として、業務を実施している。

【法定受託事務】第１号被保険者及び任意加入被保険者に係る資格取得等届出受付、老齢基礎年金等の裁定請求受付、国民年金
保険料の免除等に係る届出受付、年金生活者支援給付金に係る厚生労働大臣への所得情報等の提供　等
【協力・連携事務】資格取得時における保険料納付督励及び口座振替等の促進、未支給年金の請求の受理、国民年金制度等に係る
広報誌への掲載及び相談、日本年金機構への各種情報提供　等

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局保険年金課
令和２年度
事業評価書

番号国民年金事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
国民年金法、年金生活者支援給付金の支給に関する法律ほか

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他
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様式１

7-1-4 1 ひとり親家庭等医療費助成事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]

22



（様式２－２）

7 款 1 項 4 目 7 － 1 － 4

□ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、その生活の安定及び自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を
図ることを目的とし事業を開始。

母子家庭・父子家庭・養育家庭等の方が、病気やけがで医療機関を受診したときに、保険診療の自己負担額（一部負担金）を助成し
た。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局医療援助課
令和２年度
事業評価書

番号ひとり親家庭等医療費助成事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例

横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

40,482人

支給件数（件）
目標 613,121件 626,356件 629,867件 615,204件

実績 645,417件 627,707件

対象者数(人)
目標 43,497人 41,607人 41,081人 40,640人

実績 43,202人 42,107人 41,211人

626,257件 611,483件

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 1,728,396千円 1,843,271千円 1,694,539千円 1,672,370千円

支出済額 1,767,385千円 1,715,882千円 1,700,839千円 1,686,519千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 △ 38,989千円 127,389千円 △ 6,300千円 △ 14,149千円

1.0人

0.0人 0.0人

執行率（％） 102% 93% 100% 101%

人
件
費

一般職職員 1.0人 1.0人 1.0人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 佐藤　修一 松本　瑞絵 橋本　樹

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業を廃止すると、医療費の自己負担が増大し、ひとり親家庭等が困窮することが予想されるため、本市が行う必要がある。

事業目的に
対する
有効性

ひとり親家庭等に医療費の一部を助成することにより、その生活の安定及び自立を支援する。

本事業の
効率性・
類似性

ひとり親家庭等への支援について、引き続き適切な実施が必要である。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

制度改正の際は意見公募を行う。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

医療費助成を必要とする市民に医療費助成を実施している。
神奈川県の補助金対象事業であるが、県の助成対象と本市の助成対象の差がある。また、政令市・中核市、その他市町村で補助金
区分の格差があるため、県に要望している。（政令市1/3、その他1/2、予算は要望ベースで積算）

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 15,049千円 ▲ 14,320千円

課長 係長 福祉医療係

概算人件費 8,775千円 8,791千円 8,785千円 8,785千円

総 事 業 費 1,776,160千円 1,724,673千円 1,709,624千円 1,695,304千円

増▲減 ― ▲ 51,487千円

再任用職員
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様式１

7－1－5 1 小児医療費助成事業

7－1－5 2 小児慢性特定疾病医療給付事業

7－1－5 3 医療給付事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]

24
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（様式２－２）

7 款 1 項 5 目 7 － 1 － 5

■ □ □

■

■ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）
慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため医療の給付を実施する。

対象者からの申請を審査し、制度に該当する場合は受給者証を交付することで医療費を補助した。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局医療援助課
令和２年度
事業評価書

番号小児慢性特定疾病医療給付事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
児童福祉法

横浜市小児慢性特定疾病審査会要綱

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

2

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

目標

実績

目標

実績

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 668,138千円 765,860千円 793,490千円 941,086千円

支出済額 717,941千円 846,903千円 762,766千円 820,630千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 △ 49,803千円 △ 81,043千円 30,724千円 120,456千円

3.0人

0.0人 0.0人

執行率（％） 107% 111% 96% 87%

人
件
費

一般職職員 3.0人 3.0人 3.0人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 佐藤修一 松本　瑞絵 福島　孝雄

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

本事業の
効率性・
類似性

法制化（平成27年１月施行）に伴い、対象疾患の拡大等を実施。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

小児慢性特定疾病審査会において、委員からの意見を反映している。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

小児慢性特定疾病に対する医療の給付を行うことは、児童だけでなくその家族への補助となっているので、今後も継続していく。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 84,155千円 57,864千円

課長 係長 福祉医療係

概算人件費 26,325千円 26,373千円 26,355千円 26,355千円

総 事 業 費 744,266千円 873,276千円 789,121千円 846,985千円

増▲減 ― 129,010千円

再任用職員

26



（様式２－２）

7 款 1 項 5 目 7 － 1 － 5

■ □ □

□

■ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局医療援助課
令和２年度
事業評価書

番号医療給付事業 3

具体的
名称

母子保健法、障害者総合支援法、児童福祉法
その他

事業の目的
(事業開始の

経緯）
適切な治療を受けられるように医療給付を行うことで、児童の健康の回復及び維持を図る。事

業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

未熟児や、結核で長期入院が必要と認められる児童、身体上の障害を有する、または放置すると将来に障害が残ると認められる児童
が、それぞれの指定医療機関において治療を受ける場合の医療費等の給付を行う。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

実績

令和元年度実績

目標

実績

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

235,861千円 215,857千円

支出済額 234,630千円 221,712千円 243,767千円 218,548千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 251,638千円 250,890千円

目標

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 17,008千円 29,178千円 △ 7,906千円 △ 2,691千円

88% 103% 101%

人
件
費

一般職職員 2.0人 2.0人 2.0人

概算人件費 17,550千円 17,582千円 17,570千円 17,570千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 福祉医療係

総 事 業 費 252,180千円 239,294千円 261,337千円 236,118千円

増▲減 ― ▲ 12,886千円 22,043千円 ▲ 25,219千円

2.0人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 93%

本資料は、公正・適正に作成しました。 佐藤　修一 松本　瑞絵 鳥羽　純子

本事業の
効率性・
類似性

小児医療費助成と重なる部分はあるが、本事業はすべて法律に基づく医療給付事業であるため、改善・見直しの余地はない。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

国の制度ではあるが、仮に市独自の措置を追加等する場合には意見公募を行う。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

引き続き国の基準に基づき、適正な医療給付を行う。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



様式１

7-2-4 1 重度障害者医療費助成事業

7-2-4 2 更生医療給付事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]
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[健康福祉局]

７－３－１ 1 介護人材支援事業

７－３－１ 2 養護老人ホーム等措置費

７－３－１ 3 軽費老人ホーム事務費補助事業

７－３－１ 4 老人ホーム法外扶助費

７－３－１ 5 災害時応急備蓄物資整備事業

７－３－１ 6 医療対応促進助成事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和2年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名
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（様式２－１）

款 3 項 1 目 7 － 3 － 1

□ □ □

■

■ 有 □ 無

令和元年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 佐藤　泰輔 深野　昭江 酒井　都

課長 係長 生きがい係

総 事 業 費 63,378千円 114,696千円

増▲減 51,319千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

健康福祉局
高齢健康福祉課介護人材支援事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

現計予算額 119,378千円 120,427千円

執行率（％） 49%

支出済額 58,985千円 105,911千円

繰越額

＜主な取り組みの例＞
・訪日前日本語等研修事業：横浜市で介護の仕事を希望する外国人を対象に、介護の知識や日本語等の研修を海外現地で実施
・外国人と受入介護施設等のマッチング支援事業：介護の仕事を希望する留学生等と介護施設等を対象にマッチングを支援
・住居借上支援事業：新たに雇用した職員のために住居を借り上げた介護事業所に、費用を補助

―

概算人件費

0千円

60,393千円

一般職職員 0.5人

14,516千円差▲引

0.0人 0.0人

0千円

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

介護人材就業セミナー等支援事業補助金交付要綱、介護職員住居借上支援事業補助金交付
要綱、外国人留学生受入支援事業補助金交付要綱、介護ロボット等導入支援事業補助金交

付要綱、介護福祉士専門学校学費補助事業費補助金交付要綱

増大する介護ニーズに対応し、質の高いサービスを安定的に提供するため、①新たな介護人材の確保、②介護人材の定着支援、③
専門性の向上を３本柱として総合的に取り組んでいく。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考
政策３・主な施策５・想定事業量②、政策16・主な施策６・想定事業量②の達成にも関連
※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はしません。

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

住居借上支援事業新規補助数 ―　（29年度） 39戸 100戸/年

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

海外からの介護人材受入れについては、令和元年度は新たにベトナムと中国の3都市・8学校と介護分野における覚書（MOU）
を締結した。その覚書に基づき、令和元年５月に８名、令和元年10月に８名のインターンが来日した。海外からの介護人材の受
入れも含めた、介護人材確保策を今後も強化していく。

昨今の高齢化の状況において介護人材不足は緊急の課題であることから、引き続き①新たな介護人材の確保、②介護職員の定着支
援、③専門性の向上を３本柱として一体的に推進し、引き続き介護人材確保に取り組む。介護職員住居借上支援事業については、
介護事業所周辺に補助対象団地がない等の理由で支援を活用できない事業所があったため、補助要件の見直しを検討していく。

4,393千円 8,785千円

88%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

団塊の世代が75歳以上を迎える2025年には、市内で約8,500人の介護人材不足が見込まれている。こうした中で、介護人材不足は事
業者努力を超えた緊急の課題として、国・県・市を挙げて介護事業者と共に、介護人材の確保・定着に向けて取り組む必要がある。

新たに職員を雇用しようとする介護事業所に対する支援や、介護事業所へ就労を希望する者を対象とした就労支援等が、介護分野
への新たな人材の参入に一定の効果を上げている。

住居借上支援事業において、補助数の増に対応するため事務の委託化等、効率化を検討する。

介護事業所に対しアンケート調査等を行い、事業所のニーズを踏まえた事業執行に努めている。

1.0人

1

地域包括ケアシステムの構築に向けたサービスの充実・地域づくり・人づくり

介護人材の確保・定着支援・専門性の向上

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

― ― ― ―

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

16

6

7

90



（様式２－２）

7 款 3 項 1 目 7 - 3 - 1

■ □ □

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

15,129千円 58,647千円

課長 係長 施設運営係

概算人件費 4,388千円 6,154千円 3,516千円 3,516千円

総 事 業 費 1,204,041千円 1,303,208千円 1,318,336千円 1,376,983千円

増▲減 99,167千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 藤本　剛 池村　明広 松井　菜津子

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

老人ホームへの措置は高齢者福祉の最終的なセーフティネットの機能を有するものであるため、事業を継続していくことは
必要である。

事業目的に
対する
有効性

措置件数は微減傾向から増加に転じ、高齢者虐待や契約入所に馴染まない者への対応等、措置事業に対する一定程度の需要
がある。

本事業の
効率性・
類似性

類似する事業はなく、高齢者福祉の最終的なセーフティネットの機能を有することを鑑みると見直しは不可能である。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

【自己評価】
法定の扶助費であり、適正に執行されている。また、措置費単価は国の指針に準じており、適正に算出されている。
【見直しの方向性】
被措置者の高齢化・要介護状態の進展に伴い、介護サービスを利用する方の割合が増えることが見込まれる。
介護度の重い方の特養への入所を検討する。
区役所職員に対し、養護老人ホームに関する啓発を行う。

差▲引 48,332千円 △ 43,880千円 △ 14,292千円 71,919千円

0.4人

0.0人 0.0人

執行率（％） 96% 104% 101% 95%

人
件
費

一般職職員 0.5人 0.7人 0.4人

0.0人 0.0人

6,299

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度実績

現計予算額 1,247,985千円 1,253,174千円 1,300,528千円 1,445,386千円

支出済額 1,199,653千円 1,297,054千円 1,314,820千円 1,373,467千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

6,561

目標

実績

措置件数
目標 6,000 5,976 6,180 6,720

実績 5,124 6,164

事業の目的
(事業開始の

経緯）
　老人福祉法に基づく法定の措置事業である。

・養護老人ホームへ、65歳以上のものであって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なものを
措置入所させる。
・被措置者及び扶養義務者から、その負担能力に応じて、老人ホームの措置に要する費用を徴収する。
・施設に対し、措置費（施設運営のための職員の給与費、施設管理費、入所者の生活費及び教育費等）の支払。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局　高齢施設

課

令和２年度
事業評価書

番号養護老人ホーム等措置費

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
老人福祉法

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

2

法令等

その他
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（様式２－２）

7 款 3 項 1 目 7 - 3 - 1

■ ■ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 3,428千円 11,827千円

課長 係長 施設運営係

概算人件費 4,388千円 4,396千円 3,516千円 3,516千円

総 事 業 費 470,417千円 475,989千円 472,560千円 484,387千円

増▲減 ― 5,572千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 藤本　剛 池村　明広 松井　菜津子

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

補助金が施設運営に係る多くを占めており、事業終了により施設運営が困難になるため必要である。

事業目的に
対する
有効性

国の基準に基づき適切に事務費補助を行うことにより、施設の健全な運営につながっている。

本事業の
効率性・
類似性

他事業との類似性はなく、補助金が施設運営に係る多くを占めており、国基準に基づき実施しているため見直しの余地はな
い。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

国の基準に基づき実施しているため、市民等外部意見を反映する仕組みを設けていない。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

平成16年度より国庫補助が廃止されたが、補助金が施設運営に係る多くを占めており、事業の縮小は困難である。

差▲引 2,665千円 12,142千円 6,737千円 11,720千円

0.4人

0.0人 0.0人

執行率（％） 99% 97% 99% 98%

人
件
費

一般職職員 0.5人 0.5人 0.4人

0.0人 0.0人

7,361

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 468,694千円 483,735千円 475,781千円 492,591千円

支出済額 466,029千円 471,593千円 469,044千円 480,871千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

7,312

目標

実績

入所人員（人）
目標 7,404 7,476 7,356 7,428

実績 7,309 7,459

事業の目的
(事業開始の

経緯）
国要綱により事務費の一部を助成することとされており、国庫補助事業として事業を開始した。

軽費老人ホームについては老人福祉法により、無料または低額な料金で老人を入所させることとなっている。国の技術的助言により
サービスの提供に要する費用と本人の収入に基づく徴収額との差額が助成基準額とされており、国の基準に基づき適正に助成を行っ
た。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局　高齢施設

課

令和２年度
事業評価書

番号軽費老人ホーム事務費補助事業

実施根拠
法律 条例 規則

具体的
名称

・老人福祉法・横浜市軽費老人ホームの設備及び運営の基
準に関する条例
・軽費老人ホームの利用料等に係る取り扱い指針について
・軽費老人ホーム事務費補助金交付要綱

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

3

法令等

その他

92



（様式２－２）

7 款 3 項 1 目 7 - 3 - 1

□ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

1,499千円 20,496千円

課長 係長 施設運営係

概算人件費 4,388千円 4,396千円 3,516千円 3,516千円

総 事 業 費 239,770千円 250,893千円 252,391千円 272,887千円

増▲減 11,123千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 藤本　剛 池村　明広 松井　菜津子

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

対象施設入所者の処遇向上、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化、安定化のために必要である。

事業目的に
対する
有効性

対象施設入所者の処遇向上、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化、安定化が保たれている。

本事業の
効率性・
類似性

対象施設入所者の処遇向上や施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化、安定化のため本市基準に基づいて効率的に実施し
ている。また、他事業との類似性はない。

削除→平成18年度日常生活費、平成19年度機械保守管理費等の単価の削減を実施。平成21年度養護老人ホーム運営安定化加
算を廃止。平成26年度寮母・調理員の30時間調整と機械保守を廃止。平成27年度職員雇用費単価の積算方法を見直し。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

事業に反映できるよう、随時各施設からの意見を聴取している。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

【自己評価】
対象施設入所者の処遇向上、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化、安定化が図られている。
【見直しの方向性】
経済不安及び市の財政難の中、対象施設の安定的運営のために実情に応じた扶助について検討することが必要である

差▲引 12,867千円 △ 599千円 6,252千円 7,164千円

0.4人

0.0人 0.0人

執行率（％） 95% 100% 98% 97%

人
件
費

一般職職員 0.5人 0.5人 0.4人

0.0人 0.0人

養護５施設、軽費１０施設

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 248,249千円 245,898千円 255,127千円 276,535千円

支出済額 235,382千円 246,497千円 248,875千円 269,371千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

養護５施設、軽費１０施設

目標

実績

施設数
目標 養護５施設、軽費１０施設養護５施設、軽費１０施設養護５施設、軽費１０施設養護５施設、軽費１０施設

実績 養護５施設、軽費１０施設養護５施設、軽費１０施設

事業の目的
(事業開始の

経緯）
民間社会福祉施設の入所者の処遇向上、施設職員の待遇改善及び施設経営の健全化、安定化を図る。

民間老人ホームに対する入所者の処遇の向上、職員の待遇改善並びに施設運営の安定性を確保するため、次の費用を対象として扶
助する。
人件費：職員雇用費、職員処遇改善費、援護加算、県所管養護老人ホームに対する負担
管理費：管理費加算
事業費：事業費加算、日常生活費

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局　高齢施設

課

令和２年度
事業評価書

番号老人ホーム法外扶助費

実施根拠

法律 条例 規則
具体的
名称

横浜市民間社会福祉施設等法外扶助費支給要綱、老人福祉
施設法外扶助費取扱基準、民間老人福祉施設入所者に対す
る日常生活費支給要領

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

4

法令等

その他
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（様式２－２）

7 款 3 項 1 目 7 － 3 － 1

□ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　災害時に福祉避難所として地域防災拠点での生活に適応しない要援護者等を受け入れるための応急備蓄物資整備指定施設に対
し、物資の購入・配付を行う。

　災害時において在宅要援護者を受け入れる福祉避難所を運営する老人福祉施設等に対し、応急備蓄物資を配付する。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局　高齢施設

課

令和２年度
事業評価書

番号災害時応急備蓄物資整備事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市福祉避難所応急備蓄物資整備事業要綱

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

5

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

214

目標

実績

災害時応急備蓄物
資配付施設数（件）

目標 213 203 212 242

実績 179 191 207

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 10,695千円 14,782千円 35,116千円 41,038千円

支出済額 10,317千円 9,365千円 18,523千円 21,493千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 378千円 5,417千円 16,593千円 19,545千円

0.5人

0.0人 0.0人

執行率（％） 96% 63% 53% 52%

人
件
費

一般職職員 0.5人 0.5人 0.5人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 藤本　剛 池村　明弘 大川　千尋

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　特別養護老人ホーム等では、入所者用の物資の備蓄は義務化されているが、その他の要援護者の受入に必要な物資については、
義務がない。そのため、福祉避難所の協定施設の維持・拡大と災害発生時の円滑な要援護者の受入のためには、応急備蓄物資の
整備が必要である。

事業目的に
対する
有効性

　区と協定を締結し福祉避難所として指定された施設において、要援護者等の受入に必要な物資が整備できていることにより、災害発
生時には円滑な要援護被災者の受入が実現する。また、今後、市内の高齢者人口の増加を見込み、福祉避難所を増設していく必要
があると考える。

本事業の
効率性・
類似性

　平成27年度より整備要綱の見直しに伴い、既存の協定締結施設は一律に整備対象人数の25％、新規の協定締結施設は初年度、
一律に整備対象人数の100％を整備することになったが、施設ごとに保管場所確保の問題や賞味期限による廃棄の状況が異なるた
め、柔軟な対応が必要である。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

福祉避難所に対して調査実施の際などに意見を聞く機会はあるが、施設種別等によって状況が異なるため、意見の反映は困難であ
る。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　福祉避難所の協定締結と備蓄物資の整備とを一元的に捉え、福祉避難所の所管課である福祉保健課が予算の管理等を行っていく
よう、事業の在り方と所管課の関わり方を整理していく。また、可能な限り施設の現状に合わせた備蓄物資の整備を行うようにする。さ
らに、平成27年度より施設種別ごとに受け入れる対象者を明確化したが、災害時に混乱が生じる恐れがあるため、区役所や地域に対
して周知を継続的に図る必要がある。同時に協定締結施設を今後増やせるよう、区役所から施設へ働きかけを行っていく必要がある。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

9,155千円 2,970千円

課長 係長 施設運営係

概算人件費 4,388千円 4,396千円 4,393千円 4,393千円

総 事 業 費 14,705千円 13,761千円 22,916千円 25,886千円

増▲減 ― ▲ 944千円

再任用職員
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（様式２－２）

7 款 3 項 1 目 7 － 3 － 1

□ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

特別養護老人ホーム及び短期入所生活介護事業所において利用者の重度化が進み、医療的ケアが必要な方のサービス利用が困
難となっている現状を鑑み、医療的ケアが必要な方に継続したサービスを提供する事業所に対して運営支援としての助成を行うことに
より、医療的ケアが必要な方の受入れを促進する。

医療的ケアが必要な利用者の割合が、施設定員（ショートステイは月ごとの実利用者数）に対し、15％（ショートステイは10％）以上の
事業所に対して、助成を行った。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局高齢施設課
令和２年度
事業評価書

番号医療対応促進助成事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市特別養護老人ホーム等医療対応促進助成要綱

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

6

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

868
ショートステイ

助成対象施設数
（延べ施設数）

目標 106 106 52

実績 248 101

特別養護老人ホーム
助成対象施設数
（延べ施設数）

目標 788 1,111 808 841

実績 836 358 853

111 87

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 309,080千円 392,660千円 365,640千円 359,140千円

支出済額 321,430千円 350,410千円 358,210千円 351,040千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 △ 12,350千円 42,250千円 7,430千円 8,100千円

0.8人

0.0人 0.0人

執行率（％） 104% 89% 98% 98%

人
件
費

一般職職員 0.7人 0.8人 0.8人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 藤本　剛 岡村　研吾 山野辺　はるひ

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

医療的ケアが必要な方に対応するため、在宅医療・介護の連携や医療対応可能な施設の充実を図るためには、当事業により医療的
ケアが必要な方の受入れを促進することが必要不可欠である。

事業目的に
対する
有効性

最新の実績を基に目標を設定し、毎年、目標を上回る実績を上げているため、目的を達成するために有効に制度が機能している。

本事業の
効率性・
類似性

類似する事業はなく、事業所に運営支援としての補助金を交付することで、医療的ケアが必要な方の受入れを促進する効果が得られ
ているため、見直しの余地はない。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

平成27年４月からは、特養への入所要件が原則として要介護３以上の方に限定され、中重度の要介護者を支える施設としての役割が
明確化されたが、要介護３以上の入所待ち者数は、4,000人程度で推移している。また、従来からの課題であった、施設の看護職員不
足等により医療的ケアが必要な方の一部が入所に結びついていない状況は現在も続いている。
このような状況を踏まえ、平成29年度から、各施設における医療的ケアが必要な入所者の受入れを更に促進するため、医療対応促進
助成事業の拡充を行った。令和２年度は拡充の効果検証を行い、更なる拡充が必要か検討していく必要がある。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

7,795千円 ▲ 7,170千円

課長 係長 施設運営係

概算人件費 6,143千円 7,033千円 7,028千円 7,028千円

総 事 業 費 327,573千円 357,443千円 365,238千円 358,068千円

増▲減 ― 29,870千円

再任用職員
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[健康福祉局]

7-3-2 1 全国健康福祉祭参加事業

7-3-2 2 老人クラブ助成事業

7-3-2 3 敬老特別乗車証交付事業(民営バス分)

7-3-2 4 金沢シーサイドライン乗車券交付事業

7-3-2 5 認知症支援事業

7-3-2 6 高齢者等住環境整備事業

7-3-2 7 外出支援サービス事業

7-3-2 8 中途障害者支援事業

7-3-2 9 社会福祉法人による利用者負担軽減事業

7-3-2 10 地域密着型サービス事業所開設準備補助事業

7-3-2 11 生きがい就労支援スポット運営事業

7-3-2 12 高齢者施設・住まいの相談センター運営事業

7-3-2 13 特別養護老人ホーム等開設準備経費補助事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和2年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

96



（様式２－１）

款 3 項 2 目 7 － 3 － 2

□ □ □

■

□ 有 ■ 無

1

スポーツで育む地域と暮らし

全国健康福祉祭（ねんりんピック）かながわ2021（仮称）の開催

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

スポーツ事業参加者数 1,647,309人/年（29年度） 1,764,745人 1,710,000人/年

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

7

7

7

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

　神奈川大会開催に向け、主催者である神奈川県・川崎市・相模原市と連携を図り、実施要綱及び総合開会式・閉会式の基本
計画が策定された。また横浜市で開催される交流大会はテニスとサッカーの2種目であるが、テニスについてはリハーサル大会
および本大会の会場が決定した。
　課題としては、今後も引き続き開催準備を県・他政令市や競技主管団体等と連携を密にしながら進めるとともに、経費支出に
ついて適正に管理していく必要がある。またサッカーについては試合数が多いため会場調整が難航しているほか、全会場にお
いておもてなしイベントの企画・運営や広報、安全管理など多岐にわたって調整する必要がある。

大会へ参加するにあたって必要となる費用の選手負担割合に関しては、他都市も参考にしながら見直しを検討する必要がある。ま
た、高齢者の健康づくりという趣旨を踏まえると、多くの高齢者が参加できる仕組みづくりが必要であり、神奈川大会開催を契機とし
て、高齢者のスポーツ実施率の向上を図っていきたい。

1,757千円 22,402千円

71%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

全国健康福祉祭に横浜市代表として参加する市民は約140名程度だが、予選会に参加している人数を含めれば多くの市民が本事業
の対象となっている。また、高齢者を対象とした全国規模の総合競技大会は本事業が唯一のものであり、他競技との交流の促進にも
つながっている。神奈川大会については、主催者として神奈川県・川崎市・相模原市と協力し、運営・開催準備を進めていく必要があ
る。

高齢者の生きがいづくりや健康づくりを目的として開催される全国大会であり、本市代表として参加することを目標に、日々の健康維
持や技術向上に向け練習に励むことで健康増進や介護予防としての効果が期待できる。また、他都市の同一競技者とのふれあいを
通じて新たな交流につなげる。神奈川大会については、開催を契機に当該事業のPRによる機運醸成を図るとともに、高齢者のより一
層の参画を促すことができる。

隔年で大会に参加できるという規定にはなっているが、本市選手団として参加している選手・団体の固定化が見受けられる。また、予
選会を委託している団体へ加入していないと予選会に参加しにくいことから、必ずしも出場種目全ての競技人口・団体が気兼ねなく予
選会に参加できているわけではないため今後工夫が必要である。

全都道府県、政令市が参加することとなっているため。

2.6人

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

全国健康福祉祭開催要綱

高齢者を中心とする国民の、健康の保持・増進、社会参加、生きがいの高揚等を図り、ふれあいと活力ある長寿社会の形成に寄与す
ることを目的とし、昭和63年に第一回大会が兵庫県で開催されることとなった。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

各種準備・機運醸成・大会運営 県・他指定都市との協議（29年度） 各種準備（実施要綱策定） 各種準備・機運醸成・大会運営

―

概算人件費

0千円

△ 2,240千円

一般職職員 0.2人

8,509千円差▲引

0.0人 0.0人

0千円

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

現計予算額 13,889千円 28,957千円

執行率（％） 116%

支出済額 16,129千円 20,448千円

繰越額

ねんりんピック和歌山大会に出場する横浜市選手団の選考から引率まで、効率的かつ安全に行うための準備や調整を行うとともに、
神奈川大会の開催に向けた検討や関係機関との調整に取り組んだ。

令和元年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 瀬谷　直幹 藤木　康子 岩島　広野

課長 係長 生きがい係

総 事 業 費 17,886千円 42,850千円

増▲減 24,964千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

健康福祉局高齢健康福
祉課全国健康福祉祭参加事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容
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（様式２－２）

7 款 3 項 2 目 7 － 3 － 2

■ □ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 4,360千円 66千円

課長 係長 生きがい係

概算人件費 7,898千円 7,912千円 7,907千円 7,907千円

総 事 業 費 306,320千円 305,979千円 301,619千円 301,685千円

増▲減 ― ▲ 341千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 佐藤　泰輔 藤木　康子 岩島　広野

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

地域の高齢者がそれぞれの地域で自主的組織を作り、スポーツ活動や友愛活動を通して、社会参加の機会を増やしている。生きが
いづくりや健康維持のためにも、本市が財政的な補助を行い、活動を支援する必要がある。

事業目的に
対する
有効性

高齢者の社会参加が活発となり、高齢者相互の交流を通じてそれぞれが生きがいを持ち、健康を維持する上でも必要な事業となって
いる。

本事業の
効率性・
類似性

今後は自治会町内会などの地縁団体組織との役割分担の整理や協調関係をより一層強化し、効果的な補助を行うことが必要であると
考える。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

老人クラブのイメージや活動内容等について、平成28年度の一般市民対象のヨコハマeアンケートを実施した。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

平成29年度から実施している「認知症サポーター10万人計画」を継続し、会員向けに認知症の方への理解を深めていただき、地域で
の見守り・声掛け等に活かしていく。「かがやきクラブ横浜」の愛称とともに活動内容の周知に努め、また友愛活動やシニア大学、体操
ひろばなど会員以外の方にも参加しやすくなるような事業を展開・改善し、老人クラブへの加入促進に繋げる。

差▲引 196千円 550千円 286千円 318千円

0.9人

0.0人 0.0人

執行率（％） 100% 100% 100% 100%

人
件
費

一般職職員 0.9人 0.9人 0.9人

0.0人 0.0人

1,648

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 298,618千円 298,617千円 293,998千円 294,096千円

支出済額 298,422千円 298,067千円 293,712千円 293,778千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

1577

目標

実績

老人クラブ数（クラ
ブ）

目標 1,740 1,729 1,670 1658

実績 1,691 1,670

事業の目的
(事業開始の

経緯）

地域を基盤とした高齢者の自主的組織である老人クラブを育成し、その健全な発展を図るために老人クラブ事業に対して助成を行うこ
とで高齢者の福祉と生きがいを推進する。

単位老人クラブ及び市・区老人クラブ連合会に対する助成等

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢健康福祉課

令和２年度
事業評価書

番号老人クラブ助成事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
老人福祉法

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

2

法令等

その他
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（様式２－２）

7 款 3 項 2 目 7 － 3 － 2

□ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

高齢者が公共交通機関を利用して気軽に外出し、友人との交流や趣味、ボランティアなどの地域社会とのつながりを深めることで、豊
かで充実した生きがいのある生活を送ること（高齢者の「社会参加の支援」と「福祉の増進」）を目的として事業を開始した。

福祉対象者の「社会参加の支援」及び「福祉の増進」のため、市営交通機関、民営バス、金沢シーサイドラインに乗車できる敬老特別
乗車証を交付した。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢健康福祉課

令和２年度
事業評価書

番号
敬老特別乗車証交付事業

（民営バス分）

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市敬老特別乗車証条例
横浜市敬老特別乗車証条例施行規則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

3

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

目標

実績

目標

実績

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 4,968,200千円 4,989,503千円 5,701,903千円 6,067,684千円

支出済額 4,940,142千円 4,970,888千円 5,694,332千円 6,032,923千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 28,058千円 18,615千円 7,571千円 34,761千円

1.6人

0.0人 0.0人

執行率（％） 99% 100% 100% 99%

人
件
費

一般職職員 1.6人 1.6人 1.6人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 瀬谷 直幹 野澤 正美 小山田　哲朗

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

令和元年度には対象者が74万人を超え、平成30年度と比較して約２万人増加している。急激な高齢化が進展する中で、高齢者の「社
会参加の支援」と「福祉の増進」のため、事業の必要性はますます高まる一方、持続可能な制度運営が必要である。

事業目的に
対する
有効性

令和元年度の交付者数は41万人を超える事業となっており、利用実態調査（バス利用者）では、一日あたり延べ32万人（平日）の方に
ご利用いただいていることから、高齢者の外出機会の維持・増加が図られている。

本事業の
効率性・
類似性

乗車証の交付事務を効率化するため、事務の一部を郵便局へ委託しており、市内最寄りの郵便局で利用者負担金の納入及び、乗車
証の受取り手続きが一連で可能となっている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

今後の事業の見直しに向けて、対象者の要件や利用者負担のあり方などについて意見を収集するため、令和元年度に市民3万人を
対象としたアンケートを実施した（回答数10,381）。また、平成29年度から、利用実態を把握するために利用者アンケートを実施してい
る。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

持続可能な制度となるよう見直すため、制度の対象者、費用負担、受益者負担及び対象交通機関等、制度のあり方について、令和元
年度に横浜市社会福祉審議会に諮問したところ、「横浜市敬老特別乗車証制度のあり方に関する検討専門分科会」が設置された。分
科会の答申を踏まえ、利用実績を正確に把握するため、IC化等の技術的な課題の整理や実現可能性について検討する。また、交通
事業者の負担軽減についても並行して検討する。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

高齢者の「社会参加」と「福祉の増進」の程度を定量的に測ることは困難であり、また本事業とそれら
の相関関係を測るのが困難なため。

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

723,434千円 338,591千円

課長 係長 生きがい係

概算人件費 14,040千円 14,066千円 14,056千円 14,056千円

総 事 業 費 4,954,182千円 4,984,954千円 5,708,388千円 6,046,979千円

増▲減 ― 30,772千円

再任用職員
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（様式２－２）

7 款 3 項 2 目 7 － 3 － 2

□ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

高齢者の「社会参加」と「福祉の増進」の程度を定量的に測ることは困難であり、また本事業とそれら
の相関関係を測るのが困難なため。

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

67,439千円 57,462千円

課長 係長 生きがい係

概算人件費 1,755千円 1,758千円 1,757千円 1,757千円

総 事 業 費 396,154千円 396,154千円 463,593千円 521,055千円

増▲減 ― 0千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 瀬谷 直幹 野澤 正美 小山田　哲朗

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

高齢化が進展する中で、高齢者の社会参加支援と福祉の増進のため、持続可能な制度運営が必要である。

事業目的に
対する
有効性

定期券発行枚数が約１万枚、往復乗車券発行枚数が約85万枚となる等、高齢者の外出機会の維持・増加が図られている。

本事業の
効率性・
類似性

定期券の発行等については、事業者に委託するなど、効率的な運営に努めている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

今後の事業の見直しに向けて、対象者の要件や利用者負担のあり方などについて意見を収集するため、令和元年度に市民3万人を
対象としたアンケートを実施した（回答数10,381）。また、平成29年度から、利用実態を把握するために利用者アンケートを実施してい
る。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

持続可能な制度となるよう見直すため、制度の対象者、費用負担、受益者負担及び対象交通機関等、制度のあり方について、令和元
年度に横浜市社会福祉審議会に諮問したところ、「横浜市敬老特別乗車証制度のあり方に関する検討専門分科会」が設置された。分
科会の答申を踏まえ、利用実績を正確に把握するため、IC化等の技術的な課題の整理や実現可能性について検討する。また、交通
事業者の負担軽減についても並行して検討する。

差▲引 177千円 180千円 188千円 △ 2千円

0.2人

0.0人 0.0人

執行率（％） 100% 100% 100% 100%

人
件
費

一般職職員 0.2人 0.2人 0.2人

0.0人 0.0人

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 394,576千円 394,576千円 462,024千円 519,296千円

支出済額 394,399千円 394,396千円 461,836千円 519,298千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

目標

実績

目標

実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）

高齢者の「社会参加の支援」と「福祉の増進」のために敬老特別乗車証所持者が、金沢シーサイドラインを利用できるように乗車券を
交付する。

福祉定期券及び往復乗車券の交付を行った。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢健康福祉課

令和２年度
事業評価書

番号金沢シーサイドライン乗車券交付事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市敬老特別乗車証条例
横浜市敬老特別乗車証条例施行規則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

4

法令等

その他
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（様式２－１）

款 3 項 2 目 7 － 3 － 2

□ □ □

■

■ 有 □ 無

中期計画
関連事業令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢在宅支援課

令和２年度
事業評価書番号

認知症支援事業

5
政策番号

主な施策（事業）番号

16

4

7

事
業
概
要

実施根拠

法令等 法律 条例 規則

事業の目的

昭和51年度から開始。精神保健事業として旧衛生局主管事業として実施していたが、平成14年度から高齢者の認知症については現
在の高齢在宅支援課へ移管。平成17年度から、認知症地域医療支援事業やまちかどケア推進事業を開始し、認知症の人への支援
とともに、認知症の早期発見、早期対応と、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指した普及啓発を推進している。さらに、
平成24年度から認知症疾患医療センター設置を進め、認知症医療と介護の有機的な連携体制構築の強化を目指している。

具体的な
事業内容

○認知症の早期発見・治療を推進するため、平成17年度よりかかりつけ医等各専門職研修を実施。令和元年度より早期発見モデル
事業（もの忘れ検診）を実施。
○認知症の正しい理解の普及啓発を目的に、平成19年度より認知症サポーターキャラバン事業を実施。
○認知症の人と家族等の支援を目的とし、平成22年度よりコールセンターを設置。
○認知症の医療と介護の有機的な連携体制の構築・強化を目的に平成24年度より認知症疾患医療センターを設置するとともに認知
症サポート医を養成。

具体的
名称

（1）横浜市福祉保健センター精神保健福祉業務実施要綱
(2）横浜市認知症高齢者等緊急対応事業実施要綱
(3）認知症疾患医療センター運営事業実施要綱
(4）認知症地域医療支援事業実施要綱、

認知症総合戦略推進事業実施要綱
(5）認知症サポーター等養成事業実施要綱

その他

中期計画
政策 地域包括ケアシステムの構築に向けたサービスの充実・地域づくり・人づくり

施策（事業） 認知症支援

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

認知症対応力向上研修受講者数 2,006人（累計）（29年度） 2,918人（累計） 4,000人（累計）

事
業
実
績

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

認知症サポーター養成講座受講者数（認知症キャラバン・メイト含む） 266,039人（累計）（29年度） 333,247人（累計） 371,300人（累計）

67,719千円

支出済額 59,788千円 63,665千円

備考

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 65,303千円

概算人件費 17,570千円 17,570千円

77,358千円 81,235千円

差▲引 5,515千円 4,054千円

一般職職員 2.0人 2.0人

3,877千円

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

・単身世帯や高齢夫婦世帯の増加と認知症有病者の増加が予測されることから、認知症の早期診断・対応、重症化防止を図
るため、市民に対する早期診断・対応の必要性の啓発とともに、切れ目のない相談支援が必要である。医療と介護が連携し、
体系的な地域支援体制を整備することと本人に寄り添った認知症ケアの充実が課題である。
・認知症の早期発見・早期対応や、認知症の状態に応じた切れ目のない適切なサービス提供が行えるよう、専門職向けの認知
症対応力向上研修をより効果的に行っていく必要がある。
・認知症サポーターキャラバン事業は区・地域ケアプラザ・キャラバンメイト・関係機関等が各区の実情に合わせた具体的な活
動に繋がるよう、事業の委託先とも連携して支援していく必要がある。
・若年性認知症支援において、若年性認知症支援コーディネーターを中心とする地域資源の把握が必要。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

増▲減 ―

再任用職員 0.0人 0.0人

執行率（％） 92% 94%

人
件
費

総 事 業 費

繰越額 0千円 0千円

課長 係長 認知症等担当

本資料は、公正・適正に作成しました。 水野　直樹 高野　利恵 松井　愛子

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

高齢化の進展に伴う認知症の人の増加が予測されるため、認知症の人や家族等が住み慣れた地域で安心して暮らせるためには、地
域単位での保健・医療・介護の総合的かつ継続的な支援体制を構築するとともに、普及啓発を両輪で進めていく必要性がある。

事業目的に
対する有効

性

・認知症疾患医療センターを設置し、かかりつけ医認知症対応力向上研修等の専門職向け研修や認知症疾患医療連携協議会等を
実施することにより徐々に認知症の医療と介護の有機的な連携体制を構築することができている。また、認知症サポーター養成講座
受講者数については、目標を上回っており、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指した普及啓発も順調に行えている。

本事業の
効率性・
類似性

本事業では、事業を効率的・効果的に実施するため、多くの取組みで業務委託の形をとっている。また、認知症の医療と介護の有機
的な連携体制の構築については「認知症初期集中支援等推進事業」と、普及啓発については「地域で支える介護者支援事業」と一
部、重複する可能性があるため、両事業の実施状況を考慮しつつ効率的に事業を実施していく必要がある。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

高齢者実態調査、市内医療機関へのアンケート、認知症施策検討会、認知症疾患医療センター連絡会、認知症コールセンター連絡
会、認知症疾患医療連携協議会（認知症疾患医療センター主催）、各区認知症支援や虐待防止事業に関する連絡会、介護保険運
営協議会等。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

・認知症疾患医療連携協議会等の場を活用し、地域の認知症医療や介護の支援に関するニーズを吸い上げ、医療と介護の有機的
な連携体制の構築を図る。
・認知症の早期受診・早期対応のための体制構築のため、かかりつけ医等専門職向け認知症対応力向上研修の充実を図るとともに、
市民への普及啓発に取り組んでいく。
・認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを推進するため、認知症サポーター養成講座等、普及啓発の取組を充実させるととも
に、養成された認知症サポーターの活動支援に取り組んでいく。
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（様式２－２）

7 款 3 項 2 目 7 － 3 － 2

□ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

支援または介護を必要とする高齢者等に対し、日常生活動作能力を補完する住宅改造工事に係る費用の助成及び効果的な工事に
ついての助言を行うとともに、併せて介護者の負担軽減を図る。

専門スタッフが対象者の身体状況（日常生活動作の状況等）や住宅の状況に合わせた住宅改造等の助言を行うとともに、助言に基づ
いて実施される工事費用の一部を助成する。所得状況に応じた利用者負担あり。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢在宅支援課

令和２年度
事業評価書

番号高齢者等住環境整備事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
高齢者等住環境整備事業実施要項

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

6

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

31

目標

実績

助成件数
目標 60 60 60 60

実績 44 30 30

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 39,035千円 40,400千円 38,581千円 31,169千円

支出済額 30,553千円 18,883千円 20,459千円 24,175千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 8,482千円 21,517千円 18,122千円 6,994千円

4.0人

0.0人 0.0人

執行率（％） 78% 47% 53% 78%

人
件
費

一般職職員 4.0人 4.0人 4.0人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 水野　直樹 郷原　達也 鈴木　ひろ奈

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

介護を要する高齢者等の増加が見込まれる中、住み慣れた住宅で安全に在宅生活を続けていくためには、対象者の身体状況や介
護者の介護状況に応じた環境整備が必要である。

事業目的に
対する
有効性

介護保険の住宅改修では対応が不可能な特別・大規模な住宅改造が必要なケースにおいても、本事業を実施することにより、在宅生
活を継続していくことができる。

本事業の
効率性・
類似性

対象者の身体状況に応じた住宅改造工事の実施や当該工事内容に係る費用の適正化のために必要であるが、多機関が関わること
から、相談から決定までに時間を要することもあり、手続きの効率化を求める声もある。
また、要支援者に対する支援のあり方について検討する必要がある。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の中に記載し、介護保険運営協議会の意見を聴収する仕組みがある。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

今後の介護保険制度改正の動向を見据え、対象者等の見直しを検討する。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

1,552千円 3,716千円

課長 係長 在宅支援係

概算人件費 35,100千円 35,164千円 35,140千円 35,140千円

総 事 業 費 65,653千円 54,047千円 55,599千円 59,315千円

増▲減 ― ▲ 11,606千円

再任用職員
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（様式２－２）

7 款 3 項 2 目 7 － 3 － 2

□ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　公共交通機関を利用しての外出に困難を伴う要支援以上の在宅高齢者等に対し、ボランティアの運転等による効率的・効果的な運
営形態により、外出する機会を提供し、高齢者の保健福祉の向上を図る。

　要介護者等で公共交通機関による外出が困難な方を、ボランティア運転手による専用車輌等により、病院、福祉施設等へ送迎した。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢在宅支援課

令和２年度
事業評価書

番号外出支援サービス事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市外出支援サービス事業実施要綱

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

7

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

9,892

目標

実績

送迎回数（回）
目標 20,435 20,006 17,991 15,564

実績 17,991 15,564 12,775

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 64,784千円 64,784千円 65,784千円 66,383千円

支出済額 64,728千円 64,728千円 64,731千円 65,244千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 56千円 56千円 1,053千円 1,139千円

0.2人

0.0人 0.0人

執行率（％） 100% 100% 98% 98%

人
件
費

一般職職員 0.2人 0.2人 0.2人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 水野　直樹 早川　綾子 中林　春花

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　公共交通機関を利用しての外出が困難な高齢者について、利用者の居宅から医療機関等への間での送迎が必要となる。
市内全域で移動制約者に対する移動手段を確保するためには、本市委託事業による実施が必要である。

事業目的に
対する
有効性

　高齢移動制約者の外出ニーズに対応し、在宅での生活の質を向上させることができている。

本事業の
効率性・
類似性

　ボランティアによる運転、利用者からの運賃徴収等、市民による互助の運営形態により、効率的な事業展開となっている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の中に記載し、介護保険運営協議会の意見を聴取する仕組みがある。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　要介護認定者は、介護保険の給付（通院等乗降介助）と重複するところがあり、代替サービス等について把握したうえで、事業の見
直しを検討する必要がある。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

2千円 513千円

課長 係長 在宅支援係

概算人件費 1,755千円 1,758千円 1,757千円 1,757千円

総 事 業 費 66,483千円 66,486千円 66,488千円 67,001千円

増▲減 ― 3千円

再任用職員
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（様式２－２）

7 款 3 項 2 目 7 － 3 － 2

■ ■ ■

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

  脳血管疾患の後遺症その他の傷病が原因で心身の機能が低下している中途障害者に対し、横浜市では昭和58年の老人保健法施
行に先駆けて機能訓練を実施し支援を行ってきた。そのような状況のなか、中途障害者地域活動センターは、平成3年に機能訓練教
室参加者からの要望で当事者を中心に設置し、その後平成15年には全区に設置された。中途障害者地域活動センターでは、自己の
健康管理能力を高め、生活圏の拡大及び日常生活動作機能の維持と改善を目指して生活訓練等を行っており、自立促進、生活の質
の向上及び社会参加の促進を図ることを目的としている。

１　中途障害者地域活動センターへの運営費補助金
(1) 中途障害者地域活動センターへの運営費の補助 （18か所）
(2) 中途障害者地域活動センターでリハビリ教室を開催する経費の補助（18か所）（平成20年度から）

２　中途障害者支援事業
(1) リハビリ教室を円滑に推進するため、関係職種・機関による連絡会の開催
(2) リハビリ教室を円滑に推進するため、一般市民・従事者等を対象とした研修の実施
(3) 脳血管疾患の後遺症等による中途障害者に対する理解を深めるための普及啓発

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢在宅支援課

令和２年度
事業評価書

番号中途障害者支援事業

実施根拠

法律 条例 規則

具体的
名称

・障害者総合支援法
・横浜市地域活動センターの設備及び運営の基準に関する
条例
・横浜市補助金等の交付に関する規則
・横浜市地域活動支援センター事業中途障害者地域活動セ
ンター型実施要綱
・横浜市中途障害者支援事業実施要綱
・横浜市地域活動支援センター事業中途障害者地域活動セ
ンター型実施要綱
・横浜市地域活動支援センター事業中途障害者地域活動セ
ンター型運営費等補助要綱

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

8

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

52,582

目標
実績

中途障害者地域活
動センター及びリハ
ビリ教室延参加者数

（人）

目標 61,763 61,763 60,929 60,782

実績 61,209 61,321 59,318

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 407,064千円 408,205千円 408,205千円 414,342千円

支出済額 403,895千円 405,221千円 402,025千円 403,566千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 3,169千円 2,984千円 6,180千円 10,776千円

0.7人

0.0人 0.0人

執行率（％） 99% 99% 98% 97%

人
件
費

一般職職員 0.7人 0.7人 0.7人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 水野　直樹 正木　朋子 土居　志奈乃

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　脳血管疾患の後遺症その他傷病が原因で心身の機能が低下している中途障害者に対して、社会参加を目指した通過型の施設とし
て現行の介護保険サービスでは担うことの難しい社会的障害の回復に向けた中核機関として中途障害者地域活動センターが必要で
ある。それらの施設に対し、行政としても、運営費を補助することや、連絡会、研修の実施を通して、中途障害者に対する理解を深める
ための支援をしていくことが必要である。

事業目的に
対する
有効性

　脳血管疾患の後遺症等による中途障害者は、意欲が低下し閉じこもりがちで、社会参加が難しい状況にある。本事業により、中途障
害者の自己の健康管理能力を高め、生活圏の拡大及び日常生活動作機能の維持と改善を目指して生活訓練等を行う場を提供で
き、自立促進、生活の質の向上及び社会参加の促進を図ることが有効となる。

本事業の
効率性・
類似性

　中途障害者地域活動センターについては、横浜市の支援により、平成15年度に各区に1施設の整備が完了し、平成19年度から21年
度にかけて区内全18か所のＮＰＯ法人化を達成した。このことにより、国・県の補助金導入ができている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の中に記載し、介護保険運営協議会の意見を聴取する仕組みがある。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　今後も現行の介護保険サービスでは担うことの難しい社会的障害の回復に向けた支援を行い、中途障害者を支援する中核機関とし
てより地域に根ざした施設となるよう、中途障害者地域活動センターへの支援が必要。
　引き続き、中途障害者地域活動センターに対して、運営費の補助を行い、連絡会等の実施を通して事業を周知し、中途障害者に対
する理解を深めるための普及啓発を行っていく。閉じこもりがちな対象者を把握し、効果的なアプローチにより中途障害者支援事業に
つなげ、必要な支援が受けられるようにしていく。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 3,200千円 1,541千円

課長 係長 在宅支援係

概算人件費 6,143千円 6,154千円 6,150千円 6,150千円

総 事 業 費 410,038千円 411,375千円 408,175千円 409,716千円

増▲減 ― 1,337千円

再任用職員
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（様式２－２）

7 款 3 項 2 目 7 － 3 － 2

□ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

低所得で生計困難な利用者に対し、介護保険サービスを提供する社会福祉法人がその社会的役割として利用者負担を軽減すること
により、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

利用者負担金の軽減措置を行った社会福祉法人に対し、軽減額の一部を市が助成した。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局高齢施設課
令和２年度
事業評価書

番号社会福祉法人による利用者負担軽減事業

実施根拠

法律 条例 規則
具体的
名称

社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利
用者負担額軽減制度事業実施要綱（国）
社会福祉法人による利用者負担減免事業実施要綱・要領（横浜市）
社会福祉法人による利用者負担減免事業実施事業所に対する補助金交付
要綱（横浜市）

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

9

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

951

助成額（千円）
目標 14,516 15,540 17,996 23,925

実績 14,447 21,106

助成対象者数（人）
目標 764 1,295 818 957

実績 660 855 1,046

22,865 23,461

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 16,737千円 17,757千円 22,749千円 30,829千円

支出済額 16,519千円 24,026千円 25,583千円 26,529千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 218千円 △ 6,269千円 △ 2,834千円 4,300千円

1.8人

0.0人 0.0人

執行率（％） 99% 135% 112% 86%

人
件
費

一般職職員 0.6人 0.8人 1.8人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 藤本　剛 岡村　研吾 山野辺　はるひ

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」（平成12年５月１日老発第474号厚生省老人
福祉保健局長通知）により、事業を実施するよう定められている。

事業目的に
対する
有効性

低所得で生計困難な利用者に対し、介護保険サービスの利用促進が図られている。

本事業の
効率性・
類似性

利用者に対する確認証の発行事務については、従来のＡｃｃｅｓｓ台帳による管理では手作業が多くミスが発生する可能性も高いため、
平成29年度中にシステム化を実施し、作業効率を向上させた。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

法定事業のため

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

利用者に対する確認証の発行事務については、介護保険課所管の介護サービス自己負担助成事業の処理方法の変更に伴い、平
成29年度より高齢施設課での処理件数・確認証の更新に係る事務が増加したため、作業効率の向上に努めつつ、引き続き人員体制
を検討していく必要がある。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

10,337千円 946千円

課長 係長 施設運営係

概算人件費 5,265千円 7,033千円 15,813千円 15,813千円

総 事 業 費 21,784千円 31,059千円 41,396千円 42,342千円

増▲減 ― 9,275千円

再任用職員
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（様式２－２）

7 款 3 項 2 目 7 － 3 － 2

□ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

地域密着型サービスを新規に開設する事業者に対し、開設時に必要な事業費の負担を軽減することで、事業者の新規参入を促すため
に開始。

市内で地域密着型サービスを開設する法人に対し、開設準備経費及び事業の転換に要する費用の助成を行う。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

介護事業指導課

令和２年度
事業評価書

番号地域密着型サービス事業所開設準備補助事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市施設開設経費助成特別対策事業費補助金交付要綱

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

10

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

17事業所

目標

実績

補助金を活用して
開設した事業者数

目標 25事業所 25事業所 30事業所 29事業所

実績 6事業所 22事業所 14事業所

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 209,748千円 204,427千円 213,419千円 248,243千円

支出済額 56,424千円 189,001千円 205,898千円 219,147千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 153,324千円 15,426千円 7,521千円 29,096千円

1.0人

0.0人 0.0人

執行率（％） 27% 92% 96% 88%

人
件
費

一般職職員 1.0人 1.0人 1.0人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 川原　博 川添　祐子 石川　真衣

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　横浜市として整備を必要とするサービス及び地域への誘導・促進施策として、今後も事業を継続する必要がある。

事業目的に
対する
有効性

　補助金があることによる新規参入の促進が期待でき、補助金が無くなると、横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の整備目
標達成が難しくなる。

本事業の
効率性・
類似性

　事業所の開設準備にかかる経費の補助金は他にはなく、県の基金を財源として活用しながら、効果的に整備を進めている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

事業所の指定にあたっては、市民を含めた有識者等で構成される「地域密着型サービス事業所運営部会」に諮り、意見を反映してい
る。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

開設準備経費に係る助成については、整備促進に非常に有効であると考えることから、引き続き実施する。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

16,891千円 13,249千円

課長 係長 運営支援係

概算人件費 8,775千円 8,791千円 8,785千円 8,785千円

総 事 業 費 65,199千円 197,792千円 214,683千円 227,932千円

増▲減 132,593千円

再任用職員

106



（様式２－１）

款 3 項 2 目 7 － 3 － 2

■ □ □

□

■ 有 □ 無

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

就労・ボランティア活動等のマッチング数 58件/年（29年度）
131件

294件（2か年）
1,050件（4か年）

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢健康福祉課生きがい就労支援スポット運営事業

事
業
概
要

具体的な
事業内容

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

老人福祉法第3条

　高齢者が活躍する生涯現役社会の実現に向けて、地域活動・企業活動の担い手として高齢者を必要とするニーズを集約し、その情
報を高齢者へ提供する。あわせて、シルバー人材センター・社会福祉協議会・老人クラブ連合会との連携強化及び情報共有を通じ
て、地域活動・企業活動の担い手としての高齢者に対するニーズを開拓する。
　また、民間企業のノウハウを活用した事業運営を推進・拡充し、より一層効率的かつ効果的な手法による市内方面別の事業展開に
ついて検討する。

法律 条例 規則

中期計画

本資料は、公正・適正に作成しました。 佐藤　泰輔 深野　昭江 仲野　颯馬

課長 係長 生きがい係

総 事 業 費 27,682千円 30,165千円

増▲減 2,483千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

―

概算人件費

0千円

△ 9千円

一般職職員

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

現計予算額 24,159千円 26,429千円

執行率（％） 100%

支出済額 24,168千円 26,651千円

繰越額

民間企業のノウハウを活用した事業運営にあたり、金沢区・港北区「生きがい就労支援スポット」において主に次の業務を実施する。
⑴ 就労・社会参加を希望する高齢者への総合的な相談対応
⑵ 関係機関との連携による情報の一元化及び共有
⑶ 高齢者向けの就労先・活動先の開拓及び起業支援、事業企画、コーディネート
⑷ 就労・社会参加を促すための高齢者への動機づけや意識向上の取組み
⑸ 面談から就労・活動先の決定及び定着支援まで、利用者の状態に合わせた職業紹介業務

△ 222千円差▲引

0.0人 0.0人

0千円

令和２年度 令和３年度

政策28・主な施策1・想定事業量②の達成にも関連

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

　港北区・金沢区と合わせて着実に実績を積み重ね、金沢区においては、利用者数及びマッチング数において前年度を上回
る実績となった。
　一方課題としては、港北区における利用者数の減少があげられ、より積極的な事業周知が必要である。また、金沢区・港北区
におけるサービスの平準化を図るとともに、さらなる質の向上を目指して、利用者のニーズ（年齢・活動時間等）にマッチするよう
企業や団体との調整を図る「オーダーメイド型求人開拓」や、働き方・業務スキルの習得等の「学びの場」であるセミナー等の実
施について、これまで以上に取組を強化していく必要がある。また、出張相談会の開催等、これまでにない新たな取り組みを検
討していく必要がある。

民間企業のノウハウを活用した事業運営を踏まえ、今後より一層効果的かつ効率的な事業運営を検討・確立する必要がある。また、周
知や窓口相談体制を工夫することでさらに多くの集客を図り、就労・ボランティア活動等へのマッチング数を向上させるとともに、活動
決定した者を活動先に定着させる定着支援について、取り組みを強化していく必要がある。また、これまでの実績を考慮し、3か所目の
設置について検討していく必要がある。

3,514千円 3,514千円

101%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

中期４か年計画に掲げる政策28「シニアが活躍するまち」の主な施策（事業）として実施している。ハローワークやシルバー人材セン
ターなど、就労情報の提供を行う類似の取り組みがあるが、本事業はシニア向けの就労・活動情報の提供及び斡旋に加え、利用者の
ニーズ（年齢・活動時間等）にマッチするよう企業や団体との調整を図る「オーダーメイド型求人開拓」や、働き方・業務スキルの習得等
の「学びの場」である魅力的なセミナーを実施しており、類似事業との棲み分けが図られている。

現在、就労・ボランティア活動等のマッチング数を目標として設定している。金沢区・港北区の２か所で実施し、シニアの社会参加を着
実に推進している。実績については、利用者数が減少したことに伴い、マッチング数についても平成30年度より低い数値となっている
ことから、より効果的に事業を周知し、多くの利用者を呼び込む工夫が必要となる。

平成30年度に、これまで利用者数やマッチング数等の実績に落ち込みがみられていた金沢区における事業運営主体を、シルバー人
材センターから民間企業へ見直しを図った。その結果、金沢区の利用者数・マッチング数の増加を実現することができた。その一方
で、港北区の実績に落ち込みがみられ、原因を調査し、改善方法を検討する必要がある。

0.4人

生きがい就労支援スポット連絡会の開催を通じて、社会福祉協議会やシルバー人材センター等の外部機関との情報共有を図るととも
に、スポットの実績の延伸を図るための手法について検討を行っている。

0.4人

11

シニアが活躍するまち

地域貢献・社会参加支援

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

シニアの就職及び起業した人数（延べ数） 7,712人/年（29年度）
7,400人

14,604人（2か年）
32,000人（4か年）

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

28

1

7

政策

施策（事業）

備考
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（様式２－２）

7 款 3 項 2 目 7 － 3 － 2

□ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 2,539千円 4,276千円

課長 係長 施設運営係

概算人件費 12,285千円 7,033千円 7,028千円 7,028千円

総 事 業 費 32,070千円 54,444千円 51,905千円 56,181千円

増▲減 ― 22,374千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 藤本　剛 岡村　研吾 山野辺　はるひ

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

【高齢者施設・住まいの相談センター】
・高齢者の施設や住まいに関するサービス情報を一元的に集約し、多様な施設サービスに関する相談受付や情報提供をワンストップで
行えるような窓口が必要であり、財源の確保が困難なことから引き続き運営の補助が必要である。また、特別養護老人ホーム入所申込者
へ電話等によるアプローチを行う「施設のコンシェルジュ」を配置することにより、現在生じているアンマッチの状態を解消し、個々の高齢
者の状況に応じたサービスの選択を支援することができている。なお、28年度から配置した「施設のコンシェルジュ」については、アプ
ローチ対象者を特別養護老人ホーム入所申込者全員に広げたことから29年度当初の2.5人から８人に増員している。
【特別養護老人ホーム入所申込受付センター】
・入所者選定の公平性・透明性・効率性を確保するため、引き続き運営を補助していく必要がある。

事業目的に
対する
有効性

【高齢者施設・住まいの相談センター】
・高齢者の施設や住まいに関する相談を１つの窓口で行えるため、サービスの選択がより効率的に行えるようになる。また同時に、「施設
のコンシェルジュ」を配置することにより、現在生じているアンマッチの状態を解消し、個々の高齢者の状況に応じたサービスの選択を支
援することができる。
【特別養護老人ホーム入所申込受付センター】
・入所申し込みについて、一括して受付を行い情報を管理することにより、常に入所待ち者の状態を把握することができ、同時に申込者
の手続きの負担が軽減されている。

本事業の
効率性・
類似性

【高齢者施設・住まいの相談センター】
・サービスが多様化する中で、高齢者施設や住まいに関する相談をワンストップで行えるような窓口は、個々の高齢者の状況に応じた
サービスの選択を行う上で必要な機能である。また、28年度より、同センターに配置した「施設のコンシェルジュ」については、29年度に
増員し、アプローチ対象者を特別養護老人ホーム入所申込者全員とした。
【特別養護老人ホーム入所申込受付センター】
・高齢者の増加に伴い特養のニーズが高まっている中で、入所申し込みを一括して受理し、情報管理することにより、常に入所待ち者の
状態を把握することができ、同時に申込者の手続き上の負担が軽減されている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

「横浜市特別養護老人ホーム入退所指針」の作成に当たり、関係団体との協議を行っている。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

平成29年度末より、「施設のコンシェルジュ」によるアプローチ対象者を広げるために増員したため、アプローチ効果を引き続き検証する
必要がある。
入所申込時点での施設選びの相談体制を強化するため令和元年度より開始した「出張相談」も、令和2年度より開催場所の再選定を
行ったため、引き続き実績把握と周知を進め、次年度に向けた検討を行う。
さらに、29年度に同センターでの各業務において使用している情報を統合し、データを画一化する等のシステム改修を行ったため、改
修の効果について検証する必要がある。

差▲引 △ 79千円 △ 15,650千円 △ 666千円 △ 748千円

0.8人

0.0人 0.0人

執行率（％） 100% 149% 102% 102%

人
件
費

一般職職員 1.4人 0.8人 0.8人

0.0人 0.0人

4,758

12,727 11,597

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 19,706千円 31,761千円 44,211千円 48,405千円

支出済額 19,785千円 47,411千円 44,877千円 49,153千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

5,219
施設のコンシェルジュ
によるアプローチ実績

(人)

目標 988 893 7,025 7,797

実績 988 1,290

相談件数（件）
目標 1,850 2,600 2,600 5,000

実績 2,369 3,197

事業の目的
(事業開始の

経緯）

(1) 各事業者団体との連携により高齢者の施設や住まいに関するサービス情報を一元的に集約・提供する窓口を設置し、多様な施設
サービスに関する相談や情報提供のワンストップ化を図る。
(2) 特別養護老人ホーム入所申込者の現在の状況を把握するために、電話等によるアプローチを行う「施設のコンシェルジュ」を配置す
ることにより、個々の高齢者の状況に応じたサービスの選択を支援する。
(3) 特別養護老人ホームの入所申込の受付を一括して行うことにより、入所申込手続の公平性・透明性・効率性を確保する。

(1) 特養・老健・グループホーム等施設情報等の収集
(2) 専門の相談員による高齢者施設に関する入所相談（特養、老健、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅
等）
(3) 市民向け相談会の実施
(4) 施設のコンシェルジュによる電話等によるアプローチ
(5) 特養の入所申込一括受付や各施設及び健康福祉局に対する情報提供
（運営主体）公益社団法人　横浜市福祉事業経営者会

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
高齢施設課

令和２年度
事業評価書

番号高齢者施設・住まいの相談センター運営事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
高齢者施設・住まいの相談センター事業費補助金交付要綱

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

12

法令等

その他
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（様式２－２）

7 款 3 項 2 目 7 － 3 － 2

□ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

147,669千円 ▲ 12,603千円

課長 係長 施設運営係

概算人件費 8,775千円 7,033千円 7,028千円 7,028千円

総 事 業 費 144,932千円 193,333千円 341,002千円 328,399千円

増▲減 ― 48,401千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 藤本　剛 岡村　研吾 田畑　未来

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　施設整備（ハード）に係る補助金はあるが、開設前の諸費用（ソフト）については、介護報酬もなく、法人の負担となってしまうため、円
滑な開設に向けて実施する必要がある。

事業目的に
対する
有効性

　開設前に要する諸費用（ソフト）について助成することで、開設後の人件費やその他運営費に余裕ができ、開設時から安定した質の高
いサービスを提供することができる。

本事業の
効率性・
類似性

　特別養護老人ホームに対する開設前の諸費用（ソフト）について、補助する制度は他にはない。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

全額県費での補助事業であるため、本市において市民の外部意見を聴取することになじまない。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

当該補助金により、開設時から安定した運営を確保することができているため、引き続き、県と連携を図り、円滑な施設開所を支援する。

差▲引 463千円 43千円 2,058千円 11,861千円

0.8人

0.0人 0.0人

執行率（％） 100% 100% 99% 96%

人
件
費

一般職職員 1.0人 0.8人 0.8人

0.0人 0.0人

420

3 4

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 136,620千円 186,343千円 336,032千円 333,232千円

支出済額 136,157千円 186,300千円 333,974千円 321,371千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

404

新規開設数（施設）
目標 2 3 3 5

実績 2 3

新規開設床数（床）
目標 220 300 420 526

実績 220 300

事業の目的
(事業開始の

経緯）

  特別養護老人ホーム等施設の円滑な開設のためには、施設のハード整備と一体的に、早期からの開設準備が重要であるため、
その開設準備経費を助成することにより、開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備を支援する。

(1) 補助単価上限：令和元年10月時点の補助単価を適用
・特別養護老人ホーム及び併設型ショートステイ用居室　定員１人あたり839千円
・介護療養型老人保健施設の介護医療院への転換整備　定員１人あたり219千円

(2) 補助対象期間：施設の開設年度内の、開設前６か月を上限とする。
(3) 補助対象経費：需用費、使用料及び賃借料、備品購入費（備品設置に伴う工事請負費を含む）、報酬、給料、職員手当等、

共済費、賃金、旅費、役務費、委託料。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
高齢施設課

令和２年度
事業評価書

番号特別養護老人ホーム等開設準備経費補助事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市施設開設経費助成特別対策事業費補助金交付要綱

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

13

法令等

その他
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[健康福祉局]

7-3-3 1 高齢者福祉施設維持補修事業

7-3-3 2 高齢者保養研修施設管理運営事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和2年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名
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（様式２－２）

7 款 3 項 3 目 7 － 3 － 3

■ □ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）
高齢者福祉施設の主要な建物及び電気機械設備等の営繕工事を計画的に実施することにより、施設機能の維持管理に努める。

公立ホーム３施設の維持補修

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局　高齢施設

課

令和２年度
事業評価書

番号高齢者福祉施設維持補修事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
建築基準法、消防法

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

目標

実績

適正な維持管理
目標

実績

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 1,724千円 90,271千円 51,392千円 55,338千円

支出済額 111千円 47,848千円 51,657千円 54,933千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 1,613千円 42,423千円 △ 265千円 405千円

0.7人

0.0人 0.0人

執行率（％） 6% 53% 101% 99%

人
件
費

一般職職員 0.8人 0.8人 0.7人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 藤本　剛 池村　明弘 大川　千尋

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

施設の老朽化に伴い、突発的・緊急に修繕を要する場合があるため、予算積算時には想定できないものが発生する可能性もあるが、
引き続き計画的に修繕をしていく必要がある。

事業目的に
対する
有効性

各施設の施設の老朽化に伴い、建物や設備の修繕の必要性が高まっているため、長寿命化の修繕が重要になっている。緊急性・重
要性を見ながら優先順位を決めて修繕を実施し、施設の安定的な運営に貢献している。

本事業の
効率性・
類似性

入所施設を継続的に安全に運営していくために、計画的な修繕を行い、また緊急的な修繕にも対応をしなければならないため、経費
や事務について見直しは難しい。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

入所施設を継続的に安全に運営していくために、緊急性のある維持補修を実施しなければならないため、市民等外部意見を反映す
る仕組みは設けていない。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

計画的な修繕を行っていくとともに、施設の老朽化に伴う突発的・緊急的な修繕に対応していく必要がある。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

施設の老朽化に伴い、突発的・緊急に修繕を要する場合があるため、予算積算時には想定できない
ものが発生し、緊急性・重要性を見ながら対応しているため。

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

2,926千円 3,276千円

課長 係長 施設運営係

概算人件費 7,020千円 7,033千円 6,150千円 6,150千円

総 事 業 費 7,131千円 54,881千円 57,807千円 61,083千円

増▲減 ― 47,750千円

再任用職員
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（様式２－２）

7 款 3 項 3 目 7 － 3 － 3

□ ■ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

2,301千円 ▲ 6,296千円

課長 係長 生きがい係

概算人件費 1,755千円 1,758千円 1,757千円 1,757千円

総 事 業 費 80,278千円 91,147千円 93,448千円 87,152千円

増▲減 ― 10,869千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 佐藤　泰輔 深野　昭江 仲野　颯馬

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

資源循環局鶴見工場の余熱利用施設として、高齢者の健康を増進し社会参加を促進するため、ふれーゆの運営・施設維持に取り組
む必要がある。

事業目的に
対する
有効性

プール及び多目的室を利用した教室の実施により、多くの方の利用があり、高齢者の健康増進などに寄与している。また、施設送迎
バスの運行や物産展等のイベントの実施など、高齢者を中心とした社会参加・多世代交流が推進されている。

本事業の
効率性・
類似性

周辺地域には通年で利用できるプール施設が無いため、市民をはじめ多くの利用があり、指定管理者による民間のノウハウを活用し
た効率的な施設運営が図られている。指定管理者からの独創的な提案を踏まえ、送迎バスの運行や老朽化した施設の計画的な修
繕、徹底した衛生管理など、効果的かつ効率的に利用者の利便性向上が図られている。今後、高齢者向け事業のメニューの充実や、
地域との積極的かつ戦略的な連携について、これまで以上に取組を強化し、さらなる集客や魅力の発信・定着を図る必要がある。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

横浜市高齢者保養研修施設選定評価委員会（第三者評価委員会）の実施

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

限られた予算の範囲内で経年劣化に伴う建物・設備両面の不具合について、資源循環局等と連携し、優先順位を明確に定めたうえ
で計画的な修繕を行う必要がある。今後は、指定管理者のノウハウや強みを活かした取組を一層強化し、より多くの集客を図る必要が
ある。また、新型コロナウイルス感染症の対応に伴う長期休館によって客足が遠のいていることが考えられ、再開後に利用者をいかに
して取り戻すかを検討する必要がある。
利用者のニーズを的確にとらえた自主事業・高齢者向け事業の実施により、収益向上に努めるほか、老朽化が進む施設の計画的な
修繕を行い、施設の安定的な運営を継続していく必要がある。

差▲引 4,906千円 2,151千円 △ 3,557千円 △ 216千円

0.2人

0.0人 0.0人

執行率（％） 94% 98% 104% 100%

人
件
費

一般職職員 0.2人 0.2人 0.2人

0.0人 0.0人

278,224人

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 83,429千円 91,540千円 88,134千円 85,179千円

支出済額 78,523千円 89,389千円 91,691千円 85,395千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

252,572

目標

実績

年間利用者数
目標 252,500人 277,827人 278,902人 278,902

実績 277,827人 274,104人

事業の目的
(事業開始の

経緯）

高齢化社会に向けて、高齢者の社会参加や交流を促進するため、全市を対象とした「保養・健康づくり・研修」等の機能を有する高齢
者保養研修施設ふれーゆの運営管理を委託し、運営の安定化を図るとともに、施設機能を維持する。

・高齢者保養研修施設ふれーゆの運営管理（指定管理）を円滑に実施した。
・高齢者保養研修施設ふれーゆの施設維持のための工事を実施した。（ろ過ポンプ更新工事、ろ過器補修工事）

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢健康福祉課

令和２年度
事業評価書

番号高齢者保養研修施設管理運営事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市高齢者保養研修施設条例

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

2

法令等

その他
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様式１

7-5-1 1 地域ケアプラザ整備事業

7-5-1 2 松風学園改築・改修事業

7-5-1 3 障害者施設整備事業

7-5-1 4 新入所施設整備事業

7-5-1 5 特別養護老人ホーム整備事業

7-5-1 6 介護老人保健施設償還金助成事業

7-5-1 7 社会福祉施設等償還金助成事業（障害者施設）

7-5-1 8 社会福祉施設等償還金助成事業（特別養護老人ホーム等）

7-5-1 9 社会福祉施設等償還金助成事業（地域ケアプラザ）

7-5-1 10 地域密着型サービス事業所整備及び消防用設備設置等事業

7-5-1 11 養護老人ホーム整備事業

7-5-1 12 寿町総合労働福祉会館再整備事業

7-5-1 13 「ウィリング横浜」用途廃止部分再整備事業

7-5-1 14 障害者スポーツ・文化活動南部方面拠点整備事業

7-5-1 15 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業

7-5-1 16 障害者施設等防犯対策強化事業

7-5-1 17 東部方面斎場（仮称）整備事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]
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（様式２－１）

款 5 項 1 目 7 － 5 － 1

□ ■ □

□

■ 有 □ 無

1

参加と協働による地域福祉保健の推進

地域福祉保健推進のための基盤づくり

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

― ― ― ―

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

14

1

7

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

令和元年度は新たに１館開所することができた。
残りの事業推進中の未整備地区の地域ケアプラザについても、引き続き関係区局との調整を密にし、整備を進めていく。

「地域ニーズに沿った施設のあり方検討プロジェクト」の検討結果を踏まえた、柔軟で効率的な整備手法を取り入れながら、未整備地
区への整備を順次進めていく。

26,355千円 26,355千円

90%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

横浜市中期４か年計画2018～2021に定められている施策14「参加と協働による地域福祉保健の推進」を実現するために、介護保険
法に規定されている地域包括支援センター機能を有する地域ケアプラザを本市が整備していく必要がある。

未整備地区においては、地元の特別養護老人ホームに地域包括支援センター機能だけが暫定配置されたり、地区外の地域ケアプラ
ザの利用を強いられている状況がある。地域ケアプラザが地区内に整備されることにより、身近な相談窓口ができるだけではなく、相
談・支援機能と地域活動・交流機能を融合させた地域支援を推進することが可能となる。

地域ケアプラザにおけるデイサービス機能については、民間事業者による同機能の事業所開設が進んだため、平成19年度以降の設
計から同機能の整備を廃止し、規模縮小により効率的な整備事業となっている。また、平成24年度の政策局長通知に基づき、地区セ
ンターやコミュニティハウスとの複合整備や重複する機能を各施設ごとに整備せず効率的に整備するようにしている。

未整備地区の整備においては、区提案反映制度によって区役所を通じて寄せられた地域住民等の意見を基に、整備計画に反映さ
せている。また、整備過程においては、地域懇談会やボランティア懇談会を開催し地域住民へ説明を行い、そこで出された意見を可
能な限り設計へ反映させる仕組みを設けている。

3.0人

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

横浜市地域ケアプラザ条例

誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、福祉保健に関する相談、地域の福祉保健活動の振興を図るとともに、福祉保健
サービスを身近な場所で総合的に提供する施設として地域ケアプラザの整備を推進する。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考 ※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はしません。

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

地域ケアプラザ 設置・運営か所数 運営137か所（累計）(29年度） 設置1か所・運営139か所（累計） 設置6か所・運営143か所（累計）

―

概算人件費

0千円

△ 110,274千円

一般職職員 3.0人

35,045千円差▲引

0.0人 0.0人

0千円

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

現計予算額 141,158千円 336,267千円

執行率（％） 178%

支出済額 251,432千円 301,222千円

繰越額

福祉・保健の相談・支援機能（地域包括支援センター）と地域活動・交流機能を備えた地域ケアプラザを中学校区程度に１館ずつ、全
市で146館整備するために、令和元年度は新築工事（岡津・山下）、実施設計（都田（仮称））等を進め、累計開所数は新規開所１か所
（岡津）を含む139か所となった。

令和元年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 鳥居　俊明 岩瀬　敬二 中内　遼吾

課長 係長 係

総 事 業 費 277,787千円 327,577千円

増▲減 49,790千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

健康福祉局地域支援課
地域ケアプラザ整備事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

127



（様式２－１）

款 5 項 1 目 7 － 5 － 1

■ □ □

■

■ 有 □ 無

2

障害児・者福祉の充実

障害児・者施設の充実

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

- - - -

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

31

4

7

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

基本設計内にて、居住性の改善や、支援のしやすさなどに留意し、検討を進めていった。
検討の中で、建設場所の変更などの課題が生じたが、今後行う実施設計にて、課題を整理し、事業費削減に努めていく。

　平成30年度の建築局を交えた専門的な検討により、当初案の向上を図ることができた。
令和元年度に行った基本設計にて、課題を整理し、関係機関と調整し方向を決定した。

7,028千円 7,028千円

108%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

本市運営の障害者支援施設松風学園は老朽化等が進んでいるため、居室の面積基準適合化・個室化などの居住環境の改善を行う
必要があり、管理運営主体として本市が事業を行う必要がある。

平成29年度に①居室の基準適合化・個室化、②各設備の改修更新等による居住環境改善の方針を決定した。
平成30年度は基礎調査を行い、様々な庁内手続きを経て新たな案を検証し、一部建物を建設することとした。
令和元年度においては基本設計に着手し、①②を主軸に置きながらも、事業費を削減するよう働きかけを行い、設計を進めた。
今後行う実施設計についても、課題を整理するなどして、事業費の削減に努める。

平成30年度に事業手法・経費の再検討・見直しを行い、工事の手順を工夫し仮設棟を設置しないことにより、居住性の向上と事業費
抑制の両立を図った。今後も効率性を重視しつつ、工事の安全性も両立する必要がある。

　公共事業評価に図ると共に市民意見募集を行うなど、外部意見を聴取した。

0.8人

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設置及び運営に
関する基準

　障害者の公立入所施設である松風学園は、設備の老朽化が著しく、現入所者の居住環境の改善を図るため、新たな居住棟を建設
する等により居室を現在の障害者入所施設の面積基準に適合させ、個室化等を図る。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考 ※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はしません。

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

松風学園 -（29年度） 基本設計 再整備完了

―

概算人件費

0千円

△ 1千円

一般職職員 0.8人

△ 4,105千円差▲引

0.0人 0.0人

0千円

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

現計予算額 1,996千円 52,710千円

執行率（％） 100%

支出済額 1,997千円 56,815千円

繰越額

　松風学園の各棟の主に電気設備等が想定以上に老朽化していること等から、既存建物のみで入所者が生活しながらの改修が困難
であることが判明したため、建築局の協力を得て基礎調査を行い、より専門的で具体的な検討を行った。
検討の結果、事業内容及び事業費の見直しが必要になり、事業計画を一部変更した。
また、事業の必要性や効果等を客観的に評価するため、公共事業評価委員会で事前評価を行った。

令和元年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 宮嶋　真理子 赤池　洋一 伊藤　健太

課長 係長 整備推進担当

総 事 業 費 9,025千円 63,843千円

増▲減 54,818千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

健康福祉局
障害施設サービス課松風学園改築・改修事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

128



（様式２－１）

款 5 項 1 目 7 － 5 － 1

■ □ □

■

■ 有 □ 無

3

障害児・者福祉の充実

障害児・者施設の充実

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

－ － － －

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

31

4

7

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

多機能型拠点の整備は、複数の候補地で検討・内部調整を進めているが、検討・調整に時間を要する候補地が多い状況であ
る。市有地の状況を数多く積極的に把握することで早急に整備地を選定し、整備を進めていく。

【多機能型拠点】
４館目以降の多機能型拠点整備予定地の選定が難航しているが、市有地の状況を積極的に把握することで、早急に整備予定地を選
定し、整備を進めていく。
【大規模修繕等】
各法人の財務状況を把握していないため、案件ごとに資金的な必要性の精査が必要となる。

5,271千円 5,271千円

13%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

【多機能型拠点】　　多機能型拠点の利用対象者である医療的ケアを必要とする重症心身障害児者等は、今後増加する見込みである
ため、中期計画や障害者プランに基づき、早期に整備していく必要がある。

【大規模修繕等】　　老朽化した民間障害者施設の改修や施設利用者等のニーズに合わせた民間障害者施設の改修（バリアフリー工
事等）に要する費用の一部を補助することにより、施設利用者等の福祉の向上を図る。

【多機能型拠点】
多機能型拠点を整備することにより、医療的ケアを必要とする重症心身障害児者等が利用できる診療所、短期入所、日中活動の場が
整備され家族等と地域で安心して生活することができる。
【大規模修繕等】
資金面の理由で工事発注を見合わせている施設が少なくない現状では、整備費補助金の交付は有効である。

施設の整備及び大規模修繕は、国庫補助制度があるため、少ない市費負担での改修費補助が可能である。

外部有識者で構成される「横浜市社会福祉法人施設審査会」（横浜市附属機関）において、新規施設の建設や既存施設の全面改築
等に対して、補助金交付先法人の組織体制や運営状況、事業計画における資金計画や施設計画等について、審査を行っている。
あわせて、多機能型拠点整備事業については、社会福祉協議会での重症心身障害児者懇談会や親の会との意見交換会等に参加
し、意見を取り入れるよう努めている。

0.6人

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

障害者総合支援法、社会福祉法、横浜市民間障害福祉施設
建設費補助金交付要綱

障害者及びその家族が地域で安心して生活するために必要な施設を、計画的に整備することを目的として事業を開始した。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考 ※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はいたしません。

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

多機能型拠点の整備 3か所（累計）(29年度) 3か所（累計） 6か所（累計）

―

概算人件費

0千円

34,992千円

一般職職員 0.6人

70,759千円差▲引

0.0人 0.0人

0千円

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

現計予算額 144,543千円 81,362千円

執行率（％） 76%

支出済額 109,551千円 10,603千円

繰越額

・多機能型拠点整備について、整備候補地やその条件等の検討を行った。
・大規模修繕について、障害福祉サービス事業所の改修工事を行った。

令和元年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 宮嶋　真理子 赤池　洋一 鶴見　遥

課長 係長 整備推進担当

総 事 業 費 114,822千円 15,874千円

増▲減 ▲ 98,948千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

健康福祉局
障害施設サービス課障害者施設整備事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

129



（様式２－１）

7 款 5 項 1 目 7 － 5 － 1

■ □ □

■

■ 有 □ 無

4

障害児・者福祉の充実

障害児・者施設の充実

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

― ― ― ―

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

31

4

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

新入所施設整備事業については、事業が円滑に進捗するよう各種条件を事前に調査・整理することを目的として基礎調査を
行い、建築条件等を確認した。その結果等を踏まえて定員を決定し、地元説明を実施した後、設置運営する事業者を選定し
た。今後は実施設計を着実に進めていくとともに、関係部署と調整しながら、引き続き円滑な事業の推進に努める。

今後、公立施設の求められる基本的役割・機能を整理していき、民間施設は公立施設とは異なる役割を担う。役割分担については、
平成30年度に民間識者や民間事業者の意見を伺っており、多くの意見を取り入れて整理していく。

1,757千円 1,757千円

39%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

本市運営の障害者支援施設松風学園は老朽化等が進んでいるため、居室の面積基準適合化・個室化などの居住環境の改善を行う
が、個室化等に伴う定員減により他施設への移転を余儀なくされる現入所者の移転先を確保する必要がある。これに加え、障害児施
設から18歳以上の障害者を受け入れるなどの市内全体のセーフティーネットとしての役割や、地域移行を進め、地域での生活を支え
る役割を果たすため、本市が事業を行う必要がある。

障害児・者が自己選択・自己決定のもと、住み慣れた地域で安心して学び・育ち・暮らしていくことができるよう、中期計画に基づき新た
な障害者支援施設を整備することにより、松風学園個室化に伴う定員減を補うことができる。

新入所施設は、事業手法や経費などを検討すると共に、民間施設で対応可能な規模（定員４０人）であることや、最重度の利用者は公
立施設で対応可能であることから、民間法人による整備とした。

外部の有識者等を招いた「松風学園再整備にかかる意見交換会（全３回）]を開催するなど、庁内・外で意見交換等を実施し、再整備
の検討を行った。

0.2人

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

障害者総合支援法、社会福祉法、
横浜市民間障害者福祉施設建設費補助金交付要綱

今後も増加する入所ニーズを踏まえ、既存公立施設（松風学園）の個室化による入所定員減を補うため、新たな障害者支援施設を民
設民営により整備する。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考 ※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はしません。

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

松風学園 ─（29年度） 基本設計 再整備完了

―

概算人件費

0千円

1,752千円

一般職職員 0.2人

20,277千円差▲引

0.0人 0.0人

0千円

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

現計予算額 3,000千円 33,495千円

執行率（％） 42%

支出済額 1,248千円 13,218千円

繰越額

・設置運営法人を選定した。
・基本設計及び実施設計（その１）を行った。

令和元年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 宮嶋　真理子 赤池　洋一 峰森　史衞

課長 係長 整備推進担当

総 事 業 費 3,005千円 14,975千円

増▲減 11,970千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

健康福祉局
障害施設サービス課新入所施設整備事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

130



（様式２－１）

7 款 5 項 1 目 7 － 5 － 1

■ ■ ■

■

■ 有 □ 無

令和元年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 松村　健也 澤野　直美 栗原　みどり

課長 係長 施設整備係

総 事 業 費 2,422,949千円 2,585,581千円

増▲減 162,632千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

健康福祉局
高齢施設課特別養護老人ホーム整備事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

現計予算額 2,545,268千円 2,487,315千円

執行率（％） 94%

支出済額 2,183,948千円 2,408,092千円

繰越額

・要介護３以上の方が概ね12か月以内に特別養護老人ホームへ入所できるようにするため、施設整備に対する助成を行い、整備促
進を図る。

・令和元年度は、７か所の施設に建設費補助を行い、継続事業の２か所がしゅん工した。
・従来型特別養護老人ホーム大規模修繕事業について５か所の修繕に係る工事費用の一部補助、多床室のプライバシー保護改修

費支援事業について540人分の改修費補助を行った。

―

概算人件費

198,590千円

162,730千円

一般職職員 4.6人

△ 57,855千円差▲引

0.0人 0.0人

137,078千円

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

社会福祉法、社会福祉法人の助成に関する条例、横浜市補助金等の交付に関する規則、横浜市特別養護老
人ホーム等整備費補助金交付要綱、横浜市民間社会福祉施設等償還金助成要綱、社会福祉法人横浜市社会
福祉協議会補助金交付要綱

　特別養護老人ホームの施設整備に対して補助金を交付することにより、整備を促進し、常時介護が必要とされ、居宅での介護が困
難な高齢者の福祉増進を図ることを目的に開始された。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

特別養護老人ホーム整備数 15,593人分（累計）（29年度） 16,401人分（累計） 17,633人分（累計）

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

　団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、要介護認定者や認知症高齢者が急激に増加し、施設入所を必要とする方が
増えるため、整備量を加速し、事業を継続する必要がある。また、これにより現在の要介護３以上の方がおおむね12か月以内
に入所できるよう、整備水準の維持に努めており、令和元年度は特別養護老人ホームの入所平均待ち月数が１１か月となって
いる。
　年間600人分の公募・選定を達成するためには、民有地での積極的な応募を促進していく必要がある。

　第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、令和元年度は600人分に前年度不足分を合わせ、748人分の選定を
行った。令和２年度は、計画に基づき600人分の公募を行う。
　また、老朽化した従来型特別養護老人ホームの長寿命化を図るため、３年度までに対象施設へ施設の修繕に係る工事費用に対し
補助を行うとともに、多床室の居住環境を向上させるため、プライバシー確保のための改修費補助を行っていく。

40,411千円 40,411千円

102%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　 団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、要介護認定者や認知症高齢者が急激に増加し、施設入所を必要とする方が増える
ため、第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、整備量を加速し、事業を継続する必要がある。

　第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画において、「要介護３以上の方がおおむね12か月以内に入所できる整備水準」を目
指し、その水準を維持するために整備を進めてきており、目標値を上回る効果（11か月）をあげた。

　団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、特別養護老人ホームの入所の需要は高まると予測できる。
　また、収入により経済的負担が軽減され、医療的ケアに対応した特別養護老人ホームの整備は、要介護認定者や認知症高齢者が
急激に増加し、施設入所を必要とする方が増えるため、事業を切れ目なく行うことが必要である。

　特別養護老人ホームの整備にあたっては、外部有識者で構成される「横浜市社会福祉法人施設審査会」で事業者（補助金交付先）
を選定する。

4.6人

5

地域包括ケアシステムの構築に向けたサービスの充実・地域づくり・人づくり

施設や住まいの充実

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

特別養護老人ホームに要介護３以上で入所した方の平均待ち月数 12か月（29年度） 11か月 12か月

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

16

5
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（様式２－２）

7 款 5 項 1 目 7 － 5 － 1

■ ■ □

■

■ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）
介護老人保健施設の整備を促進し、介護保険施設サービスの充実を図る。

介護老人保健施設を整備する医療法人等に対し、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会から借り入れた資金の償還金への助成や、
独立行政法人福祉医療機構から土地取得のために借り入れた資金などの利息分の補助を行った。具体的な

事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

目標

実績

目標

実績

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
高齢施設課

令和２年度
事業評価書

番号介護老人保健施設償還金助成事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称

介護保険法第94条、横浜市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び
に運営の基準に関する条例、横浜市介護老人保健施設・施設整備費補助
金要綱、横浜市民間社会福祉施設等償還金助成要綱

6

法令等

その他

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 355,196千円 266,799千円 175,974千円 34,786千円

支出済額 350,557千円 265,747千円 175,974千円 109,257千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 4,639千円 1,052千円 0千円 △ 74,471千円

1.1人

0.0人 0.0人

執行率（％） 99% 100% 100% 314%

人
件
費

一般職職員 1.1人 1.1人 1.1人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 松村　健也 澤野　直美 藤巻　和也

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

本事業の
効率性・
類似性

特定資金等の償還金助成を完済し、過年度に整備した施設の償還はすでに平成22年度にピークを迎えており新規整備も行っていな
いため、今後も助成額は減少していく。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

民間社会福祉施設整備のために借入を行った医療法人等を対象とした償還金助成であるため。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

特定資金等の償還金助成について、平成30年度をもって完済した。
令和元年度は介護老人保健施設に係る財産処分により、事業者から納付された返還金の一部を国に納付した。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 89,780千円 ▲ 66,717千円

課長 係長 施設整備係

概算人件費 9,653千円 9,670千円 9,664千円 9,664千円

総 事 業 費 360,210千円 275,417千円 185,638千円 118,921千円

増▲減 ― ▲ 84,792千円

再任用職員

132



（様式２－２）

7 款 5 項 1 目 7 － 5 － 1

■ □ □

■

■ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 17,596千円 ▲ 6,520千円

課長 係長 整備推進担当

概算人件費 878千円 879千円 879千円 879千円

総 事 業 費 85,292千円 78,225千円 60,630千円 54,110千円

増▲減 ▲ 7,066千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 宮嶋　真理子 赤池　洋一 峰森　史衞

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

本事業の
効率性・
類似性

　長期間にわたる助成となるため、単年度で見ると事業費圧縮の効果はあるものの、各施設整備への助成総額が把握しにくい、助成
額が長期間固定的に必要となり金利変動に左右される、などの課題があり、見直しの余地がある。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　民間社会福祉施設整備のために借入を行った社会福祉法人を対象とした償還金助成であるため。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　償還金助成の新規募集は27年度で廃止しているため、償還の続く法人から適正に申請を受け、助成を行う。

差▲引 5,611千円 △ 62千円 1,181千円 0千円

0.1人

0.0人 0.0人

執行率（％） 94% 100% 98% 100%

人
件
費

一般職職員 0.1人 0.1人 0.1人

0.0人 0.0人

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 90,025千円 77,284千円 60,932千円 53,231千円

支出済額 84,414千円 77,346千円 59,751千円 53,231千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

目標

実績

目標

実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　社会福祉法人が施設を建設するにあたり、福祉医療機構及び横浜市社会福祉協議会から借り入れる資金の償還金の元金の一部
及び福祉医療機構及び横浜市社会福祉協議会から借り入れる償還金の元金における利子を助成することにより、法人負担を軽減し
て、民間施設の建設促進を図る。

　本市からの補助金によって施設整備を行う施設に対し、借入元金及び利子を助成した。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

障害施設サービス課

令和２年度
事業評価書

番号
社会福祉施設等償還金助成事業

（障害者施設）

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
社会福祉法第58条、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会補助金交
付要綱、横浜市民間社会福祉施設等償還金助成要綱等

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

7

法令等

その他
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（様式２－２）

7 款 5 項 1 目 7 － 5 － 1

■ ■ ■

■

■ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 79,042千円 ▲ 122,559千円

課長 係長 施設整備係

概算人件費 5,265千円 5,275千円 5,271千円 5,271千円

総 事 業 費 1,837,008千円 1,683,844千円 1,604,802千円 1,482,243千円

増▲減 ― ▲ 153,164千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 松村　健也 澤野　直美 黒木　沙代

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

本事業の
効率性・
類似性

平成27年度より償還金助成の新規募集を廃止しているため、助成額は減少していく。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

民間社会福祉施設整備のために借入を行った社会福祉法人を対象とした償還金助成であるため。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

新規募集を廃止したため、現在は法人の償還終了を待つ状態となっている。
既存の施設運営に支障をきたさないよう、助成を継続していく必要がある。

差▲引 5,884千円 1,758千円 1,410千円 11,884千円

0.6人

0.0人 0.0人

執行率（％） 100% 100% 100% 99%

人
件
費

一般職職員 0.6人 0.6人 0.6人

0.0人 0.0人

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 1,837,627千円 1,680,327千円 1,600,941千円 1,488,856千円

支出済額 1,831,743千円 1,678,569千円 1,599,531千円 1,476,972千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

目標

実績

目標

実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）
社会福祉法人による特別養護老人ホーム等の整備促進に資することを目的に事業を開始した。

施設を建設するにあたり、独立行政法人福祉医療機構又は社会福祉法人横浜市社会福祉協議会から資金を借り入れた社会福祉法
人に対して、償還金の元金の一部及び利子を助成した。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
高齢施設課

令和２年度
事業評価書

番号
社会福祉施設等償還金助成事業

(特別養護老人ホーム等)

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称

社会福祉法第58条、社会福祉法人の助成に関する条例、横浜市補
助金等の交付に関する規則、横浜市民間社会福祉施設等償還金助
成要綱

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

8

法令等

その他
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（様式２－２）

7 款 5 項 1 目 7 － 5 － 1

■ ■ □

□

■ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　社会福祉法人が施設を建設するにあたり、横浜市社会福祉協議会等から借り入れる資金の元金の一部及び利子を助成することに
より、法人負担を軽減して、民設整備による建設促進を図るため。

　地域ケアプラザ建設に係る借入金の償還金を助成した。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
地域支援課

令和２年度
事業評価書

番号
社会福祉施設等償還金助成事業

（地域ケアプラザ）

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
社会福祉法第58条、社会福祉法人の助成に関する条例　他

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

9

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

目標

実績

目標

実績

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 48,314千円 44,048千円 43,671千円 43,084千円

支出済額 45,298千円 44,285千円 43,513千円 43,083千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 3,016千円 △ 237千円 158千円 1千円

0.0人

0.0人 0.1人

執行率（％） 94% 101% 100% 100%

人
件
費

一般職職員 0.1人 0.1人 0.1人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 鳥居　俊明 岩瀬　敬二 金岡　正

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

本事業の
効率性・
類似性

　今後、新規助成対象となる施設整備は行わないため見直しの余地はない。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　業務の性質上、外部へ意見聴取することが馴染まないため

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　助成対象となる法人の償還が完了するまで、引き続き事業を実施する。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 773千円 ▲ 829千円

課長 係長 係

概算人件費 878千円 879千円 879千円 479千円

総 事 業 費 46,176千円 45,164千円 44,392千円 43,562千円

増▲減 ― ▲ 1,011千円

再任用職員
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（様式２－１）

款 5 項 1 目 7 － 5 － 1

■ □ □

□

■ 有 □ 無

令和元年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 松村　健也 渡辺　裕美 庄司　弥生

課長 係長 運営支援係

総 事 業 費 111,482千円 436,855千円

増▲減 325,373千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

健康福祉局
介護事業指導課地域密着型サービス事業所整備及び消防用

設備設置等事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

現計予算額 85,303千円 449,110千円

執行率（％） 100%

支出済額 85,127千円 376,900千円

繰越額

・介護が必要になっても、可能な限り住み慣れた自宅や地域で、その人らしい生活を送ることができるよう、「通い」、「訪問」、「宿泊」の
サービスを柔軟に組み合わせた小規模多機能型居宅介護事業所を整備し、在宅生活を継続することができるよう支援した。
・医療ニーズが高くなっても、在宅要介護者が住み慣れた地域での生活を送ることができるよう、小規模多機能型居宅介護と訪問看護
を組み合わせた看護小規模多機能型居宅介護事業所を整備し、要介護者の在宅生活の継続を支援した。
・認知症になっても住み慣れた地域の中で、共同生活（５～９人）を送りながら、入浴、排せつ、食事等の日常生活の支援を受け、認知
症状の進行緩和、生活機能向上を目指し、安心して日常生活を送ることのできる認知症高齢者グループホームの整備を推進した。
・利用者の安心・安全を確保するため、既存事業所に対して、消防用設備や防災改修、ブロック塀改修等の補助を行った。

―

概算人件費

0千円

176千円

一般職職員 3.0人

38,610千円差▲引

0.0人 0.0人

33,600千円

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

介護保険法第８条第19項、第20項、第23項、
老人福祉法第５条の２第５項、第６項、第７項

　18年度の介護保険制度の見直しにより、可能な限り在宅生活が継続できる地域社会を実現するため、地域の特性に応じた多様で柔
軟なサービスの提供を目指す「地域密着型サービス」が創設された。18年度の介護保険法改正以降、横浜市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画に基づいて日常生活圏域ごとに１か所以上の整備を進めることとし、未整備圏域の解消及び総量の確保に向けて
整備を進めた。
　また、事業所における防災・減災対策を推進し、利用者の安心・安全を確保するために、消防用設備や防災改修、ブロック塀改修等
の補助を行った。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考 ※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はいたしません。

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所数 147か所（累計）(29年度） 155か所（累計） 216か所（累計）

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

　整備量の確保及び未整備圏域の解消のため、現在まで①未整備圏域を対象とした随時公募、②市街化調整区域における
（看護）小規模多機能型居宅介護事業所の立地緩和、③オーナー型補助制度の導入、④民有地におけるマッチング事業の実
施等の取り組みを行ってきた。今後もこれらを継続するとともに、市有地活用公募など新たな取り組みについても検討し、更な
る整備促進を目指す。

　小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護及び認知症高齢者グループホーム全てのサービスに共通して、総量の
確保を目指した整備を推進し、かつ未整備圏域の解消を図る必要がある。そのため、引続き未整備圏域を対象とした募集を継続する
とともに、オーナー型補助制度の活用や民有地におけるマッチング事業等により、事業者の参入の促進に努めていく。

26,355千円 26,355千円

91%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　整備が進んでいる圏域がある一方で、市内での未整備圏域は、小規模多機能型居宅介護が概ね33圏域、認知症高齢者グループ
ホームが概ね10圏域あり、区や日常生活圏域ごとの整備量や充足率等にばらつきがあるため、未整備圏域（未整備区）を中心に整備
を進める必要がある。整備促進の支援策として、引き続き事業者への補助は必要である。また、事業所における利用状況の変化や施
設の老朽化などにより、安全性の確保が必要な事業所については、その対策として引き続き事業者への補助を行う必要がある。

　事業開設に係る事業所整備費用を補助することにより、事業者の初年度収支見込みに対する不安等を解消し、事業参入意欲の促
進につながっている。また、事業者の初年度の経営を安定させ、利用者への質の高い介護サービスの提供に寄与しているものと考え
る。

　国の交付金及び県の基金を財源として活用しており、効率的に整備を推進している。

　整備費補助金交付にあたっては、外部有識者で構成される「横浜市社会福祉法人施設審査会」に諮る。

3.0人

10

地域包括ケアシステムの構築に向けたサービスの充実・地域づくり・人づくり

在宅生活を支える地域密着型サービスの充実

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

― ― ― ―

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

16

3

7

136



（様式２－２）

7 款 5 項 1 目 7 － 5 － 1

■ ■ ■

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

1,086,012千円 ▲ 1,177,166千円

課長 係長 施設整備係

概算人件費 14,040千円 14,066千円 14,056千円 14,056千円

総 事 業 費 386,273千円 117,866千円 1,203,878千円 26,712千円

増▲減 ― ▲ 268,407千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 松村　健也 澤野　直美 飯田　動

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

既存の公立養護老人」ホームについては、①施設の老朽化、②効率的な経営が困難（人権費の問題等）、③処遇上の問題（個室化
未対応等）などの課題に対応するため、民設民営による代替施設の整備を進める必要があった。

事業目的に
対する
有効性

名瀬ホームの代替施設として平成27年度に「野庭風の丘」、恵風ホームの代替施設として平成30年度に「名瀬の森」がしゅん工・開所
したことにより、入所されていた方の居住環境が大きく改善され、民設民営による効果的な運営が可能となった。

本事業の
効率性・
類似性

恵風ホームの代替施設として、旧名瀬ホームの敷地の一部を有効活用し、民設民営による「名瀬の森」を整備したことにより、整備費
にかかる本市の財政負担を 小限に抑えることができ、恵風ホーム入所者の居住環境の改善や、効果的かつ効率的な運営が可能と
なった。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

平成21年度に外部委員で構成される「養護老人ホームのあり方検討会」で検討結果等を踏まえ、整備方針を決定した。
法人選定にあたっては、外部有識者で構成される「横浜市社会福祉法人施設審査会」で事業者（補助金交付先）を選定した。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

平成30年度末で廃止となった恵風ホームの解体工事完了に向けて、関係局と連携しながら進めていく。

差▲引 28,007千円 1,657千円 14,618千円 120,662千円

1.6人

0.0人 0.0人

執行率（％） 93% 98% 99% 9%

人
件
費

一般職職員 1.6人 1.6人 1.6人

0.0人 0.0人

同上

同上

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 400,240千円 105,457千円 1,204,440千円 133,318千円

支出済額 372,233千円 103,800千円 1,189,822千円 12,656千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

恵風ホーム解体工
事

目標 解体設計・解体契約

実績

名瀬の森
目標 建物解体・基本設計 実施設計・建設５％ 建設95％・しゅん工

実績 同上 同上

事業の目的
(事業開始の

経緯）

・養護老人ホームあり方検討会（平成21年度）で「市内に適正な養護老人ホームの入所定員数（500人程度）を確保するとともに、効果
的・効率的な運営を行うため、公立養護老人ホームについて、 適な運営主体を選定する取り組みを推進すること」とされた。
・公立養護老人ホーム（名瀬ホーム・恵風ホーム）について、施設の老朽化、個室化未対応等の問題の解消が急務であった、
・要介護状態となった入所者の介護保険施設等への転所を進める一方で、単身高齢者保護世帯の増加や精神疾患（統合失調者等）
の増加など、養護老人ホームに対する一体の需要は引き続き見込まれる。
・上記課題に対応するため、公立養護老人ホーム（恵風ホーム、名瀬ホーム）の代替施設について、民設民営による整備を進めること
とした。

恵風ホームの代替施設として、平成30年度に名瀬ホーム（戸塚区）跡地を活用した養護老人ホーム「名瀬の森」（市有地貸与、民設民
営で整備）を開設した。
令和元年度は、恵風ホームの解体工事着工に向け、解体設計の実施及び解体工事契約を締結した。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
高齢施設課

令和２年度
事業評価書

番号養護老人ホーム整備事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称

老人福祉法、社会福祉法人の助成に関する条例、横浜市補
助金等の交付に関する規則、横浜市養護老人ホーム整備費
補助要綱

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

11

法令等

その他

137



（様式２－２）

7 款 5 項 1 目 7 － 5 － 1

■ □ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　平成18年１月に「改正耐震改修促進法」が施行され、地方自治体に平成27年度末までに所有建築物の耐震化率を90％とすることが
義務付けられており、本件建物の耐震化（再整備）についても、共有三者（国・県・市）による協議のもと事業を進めることとなった。

　当該会館においては、福祉ニーズの高まっている寿地区の福祉や衛生の向上のため、関係局区及び地域住民と協議のうえ、再整
備後は国や県との合築とせず、本市（健康福祉局・建築局市営住宅）の施設として新築での再整備を行うこととした。
　平成25年度には基本計画を策定しその方向性を定め、平成26年度及び平成27年度には基本設計を完了している。平成27年度に
同地区内の仮設施設での運営を開始し、平成29年度から令和元年５月まで新築工事を行い、６月１日から供用開始した。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局 生活支援課

援護対策担当

令和２年度
事業評価書

番号寿町総合労働福祉会館再整備事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
耐震改修促進法

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

12

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

目標

実績

目標

実績

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 210,600千円 152,044千円 1,369,827千円 35,319千円

支出済額 176,878千円 126,141千円 1,105,741千円 388,925千円

繰越額 0千円 0千円 353,702千円 0千円

差▲引 33,722千円 25,903千円 △ 89,616千円 △ 353,606千円

0.4人

0.0人 0.0人

執行率（％） 84% 83% 107% 1101%

人
件
費

一般職職員 0.5人 1.5人 1.5人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 遠藤　寿彦 鈴木　英里 松永　和貴

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　当該会館は必要な耐震性を満たしておらず、再整備を行わなければ災害時に人命に関わることとなる。また、当該会館は医療、福
祉等の各分野において、地域住民に欠かせない施設となっているため、寿地区の今後を見据えた新たな会館の再整備が求められて
いる。

事業目的に
対する
有効性

　平成25年度に基本計画を策定し、平成26年度及び平成27年度には基本設計を完了し、平成28年度に実施設計を完了した。また、
再整備後の会館に付与する機能については、庁内関係局区によるプロジェクトや地域との意見交換の中で検討が進んでいる。
　また、新センターの指定管理者を公募により決定するための選定評価委員会を実施し、事業目的に沿うような運営団体の選定を進
めた。

本事業の
効率性・
類似性

　当該会館の再整備に当たっては、耐震性を満たすのみならず、今後の寿地区の在り方についても十分な検討を行ったうえで事業を
進めていく必要がある。
　そのため、寿地区内にある類似施設の機能に無い、診療所や公衆浴場、健康コーディネート室などの整備を行っている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　多数の地区内団体がメンバーとなっている地域防災拠点運営委員会を主として意見交換の場を持っているほか、地元説明会や意
見交換会を随時開催している。また、平成25年度には公共事業事前評価に係る市民意見募集を実施した。解体工事や新築工事の
際には地元説明会を実施するとともに、工事の途中経過については、地域住民の集まる会議において随時説明を行い理解を求め
た。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　旧会館は国・県・市の三者共有であり、費用的な面も含めた三者による合意が必要であったため、再整備についての検討を行い計
画を進めた。また、工事の進捗などでも地元関係者の意見を踏まえながら事業を進めていく必要があるため、地区内住民や団体との
意見交換及び説明会を随時行った。
　再整備事業は終了し運営が開始されたため、今後は、新たに完成した横浜市寿町健康福祉交流センターの運営について適宜見直
しを進めて行く。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

　事業の性質になじまないため。

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

1,333,293千円 ▲ 1,080,182千円

課長 係長 援護対策担当

概算人件費 4,388千円 13,187千円 13,178千円 3,514千円

総 事 業 費 181,266千円 139,328千円 1,472,621千円 392,439千円

増▲減 ― ▲ 41,938千円

再任用職員
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（様式２－２）

7 款 5 項 1 目 7 － 5 － 1

□ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

単発な改修工事であるため、定量的な設定が困難である。

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

266,092千円 164,149千円

課長 係長 係

概算人件費 4,396千円 4,393千円 4,393千円

総 事 業 費 9,256千円 275,348千円 439,496千円

増▲減 ― 9,256千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 鳥居　俊明 岩瀬　敬二 中内　遼吾

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

廃止部分の利用について、民間事業者へ公募を行ったものの不調に終わった経緯を踏まえ、障害者スポーツ・文化活動拠点と合わ
せた再整備事業を早急に進める必要がある。
また、廃止部分について総額約380,000千円の維持費を要しており、用途廃止部分の早期整備は必要不可欠である。

事業目的に
対する
有効性

運営状況等の理由により廃止していた部分を令和元年度の供用開始により、再開することができた。

本事業の
効率性・
類似性

同上。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

ゆめおおおか施設管理組合等の工事定例会への参加や説明の機会を設けた。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

管理組合や入居しているビル全体の理事会・総会での意見も踏まえ、他テナントや利用者全体に理解を得られる整備計画を作成し、
工事を実施した。

差▲引 2,529千円 87,333千円 6,976千円

0.5人

0.0人 0.0人

執行率（％） 66% 76% 98%

人
件
費

一般職職員 0.5人 0.5人

0.0人

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 7,389千円 358,288千円 442,080千円

支出済額 4,860千円 270,955千円 435,104千円

繰越額 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

目標

実績

目標

実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）

福祉保健研修交流センター「ウィリング横浜」の用途廃止部分を再開するため、廃止部分の解体工事・設備改修工事及び会議室等の
移転工事を実施する。

解体工事・設備改修工事及び移転工事の着工

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
地域支援課

令和２年度
事業評価書

番号「ウィリング横浜」用途廃止部分再整備事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市福祉保健研修交流センター条例

横浜市福祉保健研修交流センター条例施行規則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

13

法令等

その他
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（様式２－１）

款 5 項 1 目 7 － 5 － 1

□ ■ ■

□

□ 有 ■ 無

14

障害児・者福祉の充実

障害者スポーツ・文化活動の推進

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

障害者スポーツ文化センター横浜ラポール、ラポール上大岡利用者数 433,247人/年（29年度） 396,759人 517,500人/年

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

31

6

7

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

平成29年度に基本・実施設計、平成30年度から令和元年度にかけ、解体・改修工事を実施。令和２年１月に開所した。

開所以降は指定管理者制度を導入しており、令和３年度以降の運営に関して指定管理者の第三者評価等を行う。

2,636千円 2,636千円

95%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

障害者スポーツ文化活動の裾野の拡大をするために必要な事業であることに加え、本市所有施設の用途廃止部分は財産活用の観
点から有効な後利用を図る必要がある。

平成29年度は事業実施のための施設改修に向けた設計を行い、平成30年度、令和元年度は解体・改修工事を予定通り実施。
令和２年１月の開所後、南部方面の障害者スポーツ文化活動に一定の効果が得られている。

実施設計をもとに、施工業者やゆめおおおかオフィスタワー管理組合などと円滑に調整し工事を進め、予定通り令和２年１月に開所し
た。

令和元年度の解体・改修工事業務については市民意見を反映させる仕組みはない。開所以降は指定管理者制度を導入し、運営に
関して指定管理者の第三者評価等を行う。

0.3人

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

横浜市障害者スポーツ文化センター条例、横浜市障害者ス
ポーツ文化センター条例施行規則

福祉保健研修交流センター「ウィリング横浜」用途廃止部分を、市内南部方面の障害者スポーツ・文化活動拠点として再整備するた
め、解体・改修工事を実施する。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

ラポール上大岡 基本設計・実施設計（29年度） 改修・開所 開所（令和元年度）

―

概算人件費

0千円

27,933千円

一般職職員 0.3人

8,870千円差▲引

0.0人 0.0人

0千円

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

現計予算額 113,498千円 162,046千円

執行率（％） 75%

支出済額 85,565千円 153,176千円

繰越額

福祉保健研修交流センター「ウィリング横浜」を障害者スポーツ・文化活動南部方面拠点（ラポール上大岡）として再整備するため、解
体・改修工事を実施。

令和元年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 渡辺　文夫 工藤　岳 日岐　高之

課長 係長 社会参加推進係

総 事 業 費 88,201千円 155,812千円

増▲減 67,611千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

健康福祉局障害自立支
援課障害者スポーツ・文化活動南部方面拠点整備

事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

140



（様式２－２）

7 款 5 項 1 目 7 － 5 － 1

■ ■ ■

■

■ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

24,131千円

課長 係長 施設整備係

概算人件費 2,636千円

総 事 業 費 24,131千円

増▲減 ―

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 松村　健也 澤野　直美 長嶋　貴文

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

本事業の
効率性・
類似性

　近年多発している自然災害による影響を踏まえ、非常用自家発電設備整備の需要が高まると予測できる。
また、施設の老朽化にかかる対応や災害時において医療的配慮が必要な入所者の安全を確保する必要がある。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　業務の性質上、外部へ意見聴取することがなじまないため。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　厚生労働省より、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における補助事業として、非常用自家発電設備整備に加え、新たに
給水設備整備事業が追加された。また、令和２年度については補助対象上限が撤廃されたため、大規模な工事を実施することが可能
となる。

差▲引 23,505千円

0.3人

0.0人

執行率（％） 48%

人
件
費

一般職職員

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 45,000千円

支出済額 21,495千円

繰越額 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

目標

実績

目標

実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　社会福祉施設等について「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（平成30 年12 月14 日閣議決定）により国で補助事
業が創設されたことを受け、高齢者施設等の防災・減災対策を推進することを目的に事業を開始した。

　医療的配慮が必要な入所者の安全を確保するための非常用自家発電設備にかかる費用の補助

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
高齢施設課

令和２年度
事業評価書

番号高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称

社会福祉法第58条、社会福祉法人の助成に関する条例、横浜市補助金等
の交付に関する規則、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要
綱、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

15

法令等

その他
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（様式２－２）

7 款 5 項 1 目 7 － 5 － 1

□ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　平成２８年７月に発生した津久井やまゆり園殺傷事件を見直しの契機として、施設等を利用する障害者の安全を確保するため、補助
金交付等により防犯対策工事を実施する（平成２８年度１２月補正予算から発足した新規事業）。

・安全点検の結果、防犯対策が必要な障害者支援施設（入所施設）を公募した。
・応募施設が行う防犯対策工事に対し、国による補助も導入して補助金を交付した。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

障害施設サービス課

令和２年度
事業評価書

番号障害者施設等防犯対策強化事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市民間障害福祉施設建設費補助金交付要綱

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

16

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

１施設

目標

実績

補助実施事業所数
目標 ― 184事業所 37施設 35施設

実績 ３事業所 34事業所 ７施設

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 7,875千円 147,592千円 26,883千円 31,112千円

支出済額 4,045千円 18,678千円 3,590千円 651千円

繰越額 3,457千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 373千円 128,914千円 23,293千円 30,461千円

0.5人

0.0人 0.0人

執行率（％） 95% 13% 13% 2%

人
件
費

一般職職員 1.5人 1.5人 1.5人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 宮嶋　真理子 赤池　洋一 伊藤　健太

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　国庫補助による工事費補助を都道府県のとりまとめで行っているが、政令指定都市においては政令指定都市が集約し一定割合で
市負担することになっており、本市が事業実施する必要がある。

事業目的に
対する
有効性

　不法侵入者の侵入を防ぐ「（１）門、フェンス等の外構等の設置・修繕」、侵入された際に即時に把握できる「（２）非常通報装置等の設
置」について補助しており、防犯対策の趣旨に沿う事業となっている。

本事業の
効率性・
類似性

　国・県・市においてこれまで防犯対策の工事については補助対象となっていなかったところ、平成２８年度に新たに設けられた事業
であり、他事業との類似性はない。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　本市も定期的に参加している市内の知的障害者向けサービス事業所からなる知的障害者関連施設協議会等において、随時、施設
や事業所の意見を聴取できている。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　平成２９年度から、対象を障害者支援施設（入所施設）だけでなく、通所施設やグループホーム等の障害福祉サービス事業所に拡
大。
　さらに、上記の国庫補助対象事業所に加え、市単独助成事業所（地域活動支援センター等）についても同様に補助対象とし、市内
各事業所で同水準の防犯対策がとられるよう進めている。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 15,097千円 ▲ 11,724千円

課長 係長 整備推進担当

概算人件費 13,163千円 13,187千円 13,178千円 4,393千円

総 事 業 費 20,665千円 31,865千円 16,768千円 5,044千円

増▲減 ― 11,200千円

再任用職員
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（様式２－１）

款 5 項 1 目 7 － 5 － 1

■ ■ ■

□

■ 有 □ 無

令和元年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 井波　昭彦 山口　真 三浦　しをり

課長 係長 施設係

総 事 業 費 45,098千円 668,605千円

増▲減 623,507千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

健康福祉局環境施設課
東部方面斎場（仮称）整備事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

現計予算額 20,000千円 688,148千円

執行率（％） 138%

支出済額 27,528千円 651,035千円

繰越額

　今後、死亡者数の増加に伴い、火葬需要の増加が見込まれる中で、　現在、既存斎場の火葬受付枠を増やすため運用面の工夫を
行っているが、それだけでは安定した火葬の供給は困難となることが見込まれるため、全市的な観点から新たな斎場の整備を進めて
いる。

―

概算人件費

0千円

△ 7,528千円

一般職職員 2.0人

37,113千円差▲引

0.0人 0.0人

0千円

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

墓地・埋葬等に関する法律、同施行規則
横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例、同施行規則

　将来にわたる火葬の安定供給を図るため、鶴見区において、市内で５か所目となる市営斎場の整備を進める。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考 ※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はしません。

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

東部方面斎場（仮称） 基本調査（29年度） 火葬炉選定 設計完了

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

　将来にわたる火葬の安定供給を図るため、鶴見区において市内５か所目となる市営斎場の整備を進めている。
　令和元年度は、基本設計の前提となる整備の基本的な考え方の整理や、火葬炉仕様検討・計画地周辺の交通量調査・自主
環境影響評価現況調査等の各種調査を行うとともに、用地の有償所管換及び計画地の一部形状変更を行った。

　増え続ける火葬需要への対応は喫緊の課題である。一方で、地域の方々の理解と協力が必要不可欠である。
　そのため、地域の方々にも丁寧に説明し、理解をいただけるよう誠意を持って対応し、本市の将来を見据え斎場整備に着実に取り
組んでいく必要がある。

17,570千円 17,570千円

95%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例において、火葬場（斎場）の経営主体は「地方公共団体、宗教法人、公益法人に限る」
と規定されている。これは、斎場の永続的管理の必要性とともに、健全な経営を確保するためには営利を追求しない公益的事業として
運営されるべきとの考えによるものである。
　さらに、将来にわたる火葬の安定供給を確保するためには、本市の責任で火葬を提供できる体制が必要である。

　今後、死亡者数の増加に伴い、火葬需要の増加が見込まれている。
　現在、既存斎場の火葬受付枠を増やすため運用面の工夫を行っているが、それだけでは安定した火葬の供給は困難となることが見
込まれるため、全市的な観点から新たな斎場整備について検討を進めたものである。
　市民の火葬の安定供給を確保することは、基礎自治体としての責務であると考える。

　これまでも、全ての火葬枠を市民優先として早めに予約できるようにしたほか、従来、休場していた日も利用できる斎場を増やし、火
葬枠を拡大するなど、既存斎場の運営面で様々な工夫を行ってきたが、それだけでは将来にわたる火葬の安定供給を確保することは
難しい状況である。
　そのため、全市的な観点から検討を進め、新たな斎場を整備することとした。

　整備に向けた基本的な考え方や計画地の一部形状変更について、令和元年12月に開催された市会で中間報告を行った。
　また、事業の進捗状況については、令和元年５月及び令和２年３月発行の「整備通信」や、令和２年１月、２月に開催した説明会を通
じ、周辺への周知を図った。さらに、関係自治会、団体、企業等にも事業説明を行い、意見や要望をいただく機会を設けている。

2.0人

17

地域で最後まで安心して暮らせる在宅医療・介護連携等の推進

新たな斎場及び市営墓地の整備

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

- - - -

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

17

5

7
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様式１

7-6-1 1 結核医療・健康管理事業

7-6-1 2 感染症発生動向調査事業

7-6-1 3 感染症・食中毒対策事業

7-6-1 4 エイズ・性感染症予防対策事業

7-6-1 5 定期予防接種事業（子宮頸がん含む）

7-6-1 6 高齢者インフルエンザ予防接種事業

7-6-1 7 予防接種健康被害救済事業

7-6-1 8 新型インフルエンザ対策事業

7-6-1 9 高齢者予防接種事業（成人用肺炎球菌）

7-6-1 10 横浜市風しん対策事業

7-6-1 11 医療指導事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]
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（様式２－２）

7 款 6 項 1 目 7 － 6 － 1

■ □ ■

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局健康安全課
令和２年度
事業評価書

番号結核医療・健康管理事業 1

具体的
名称

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律・施行
令・施行規則、横浜市補助金等の交付に関する規則、横浜市定期
健康診断費補助金交付要綱その他

事業の目的
(事業開始の

経緯）

結核の早期発見及びまん延防止を図るとともに、適正な結核医療及び医療費を提供することを目的に、昭和26年の結核予防法の施
行に併せ本事業を開始した。（平成19年に結核予防法から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に変更）

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

・結核患者と接触のあった者に対して健康診断を実施した。
・患者の治療期間終了後も、再発しないかどうか健康診断を実施し、まん延防止を図った。
・適正な医療を提供するために感染症診査協議会を行った。
・結核の早期発見のため、私立学校や施設に対し、結核健康診断費用の一部補助を行った。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令和元年度実績

結核発生動向調査年報にお
ける結核新登録者患者の人

口10万対罹患率

目標 15.0 15.0 15.0 15.0

実績 14.4 13.6

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

11.8 10.9

目標

実績

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

達成指標

現計予算額 273,895千円 242,616千円 243,354千円 235,076千円

支出済額 207,282千円 195,010千円 218,853千円 183,195千円

繰越額 0千円 0千円 0千円

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 76% 80% 90% 78%

人
件
費

一般職職員 3.1人 3.1人 3.1人

概算人件費 27,203千円

事
業
実
績

課長 係長 結核・エイズ係

27,252千円 27,234千円 27,234千円

総 事 業 費 234,485千円 222,262千円 246,087千円 210,429千円

増▲減 ― ▲ 12,222千円 23,824千円 ▲ 35,658千円

0千円

差▲引 66,613千円 47,606千円 24,501千円 51,881千円

3.1人

本資料は、公正・適正に作成しました。 船山　和志 木村　香織 小橋　直希

本事業の
効率性・
類似性

法律に基づく事業であるため他事業との集約は難しく、また、費用は医療の必要性に基づき算出しているため削減は難しい。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

専門医や法律等の学識経験者から構成される附属機関「横浜市感染症診査協議会（結核分科会）」を設置し、各委員の専門的かつ
客観的な立場から結核患者に対する入院勧告、入院期間の延長及び医療に関する審議を行っている。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

新規患者の発見やまん延防止のため、積極的な健康診断の実施や感染ルートの解明に努め、さらなる罹患率の低下を図る。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

結核の発生及びまん延、罹患率の上昇を抑えるために必要である。

事業目的に
対する
有効性

事業の達成指標である罹患率は年々低下傾向ではあるが、感染症を収束するには、継続的な事業実施が必要である。
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（様式２－２）

7 款 6 項 1 目 7 － 6 － 1

■ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

予算額・
執行額、
事業費の

推移

本事業の
効率性・
類似性

検体等の収集・搬送等の方法について、区及び衛生研究所等関係機関との調整により効率性は向上するものと考える。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

定期的に「感染症発生動向調査委員会」を開催し、市内医療機関の関係者を交え、感染症の発生状況について協議し、感染症対策
に反映させることとしている。

総 事 業 費 108,195千円 108,042千円 118,768千円 128,921千円

増▲減 ― ▲ 153千円 10,726千円 10,153千円

執行率（％） 102% 96% 108% 122%

人
件
費

一般職職員 6.0人 6.0人 6.0人 6.0人

再任用職員 1.0人 1.0人 1.0人 1.0人

概算人件費 57,219千円 57,528千円 57,504千円 57,504千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 △ 876千円 2,180千円 △ 4,644千円 △ 12,904千円

56,620千円 58,513千円

支出済額 50,976千円 50,514千円 61,264千円 71,417千円

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 50,100千円 52,694千円

実績

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局健康安全課
令和２年度
事業評価書

番号感染症発生動向調査事業

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

2

事
業
概
要

事業の目的
(事業開始の

経緯）

各種感染症の発生状況を正確に把握し速やかに対策を行うことを目的として、昭和56年に18疾患を対象とし、国により全国的なサー
ベイランス（監視）システムが立ち上げられ、本市においても、昭和57年から本事業を実施している。その後、昭和62年のオンラインシ
ステムの導入（27疾患に拡大）など随時事業が拡大・拡充され、平成11年の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律」の施行に伴い、感染症対策の基本として位置づけられることとなった法定事業（法第12～14条）であり、国の「感染症発生動向
調査事業実施要綱」に基づき実施している。さらに平成26年の同法改正により、患者等からの検体確保と病原体の検査による情報の
収集・解析に関する明確な規定が設けられ、平成28年４月から情報収集体制が強化された。現在、115の疾患等が対象となっている。

具体的な
事業内容

・市内医療機関から感染症発生情報を収集し、市内での流行状況を把握した。
・市内の感染症発生情報を国へ報告することにより、国内での流行情報を把握した。
・病原体定点から提出された検体及び蚊等の病原体検査を行い、病原体保有状況を把握した。
・感染症発生動向調査委員会により市内の感染症情報を毎月把握し、情報をホームページ等により公表した。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

その他

具体的
名称

横浜市感染症発生動向調査事業実施要綱
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
等

事
業
実
績

達成指標

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

病原体定点検体
検査数

目標

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

感染症の発生動向により検体数が増減し、予測が困難なため。

実績 1,188件 1,171件 928件 861件

目標

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

新型コロナウイルス感染症発生に伴い、緊急で発生動向調査体制の構築、国・神奈川県等関係機関への報告を実施した。
このような感染症の突発的な流行や、新たに海外から持ち込まれる感染症が発生した場合は、緊急的な調査や検査の実施が求めら
れるため、必要な発生動向調査体制を引き続き整備していく必要がある。
また、国際的な会議やスポーツイベント（東京2020オリンピック・パラリンピック）の開催による訪日外国人の増加を見据えた輸入感染症
への対応を強化するため、蚊媒介感染症サーベイランスの強化や令和元年度の国の要綱改正に伴う新たな疑似症サーベイランスへ
の対応等が必要であり、本事業の充実が求められている。

課長 係長 健康危機管理担当

本資料は、公正・適正に作成しました。 船山　和志 長谷川　悠太 根岸　優

本市が行う
必要性

法律及び国の要綱等で実施を求められる事業であり、国や地域の感染症施策の基礎となるべきものであり必要である。

事業目的に
対する
有効性

感染症の発生動向調査により、市内で発生している感染症をいち早く探知するとともに、病原体の検査結果から感染源や発生動向を
分析し、流行している感染症の予防方法を市民に注意喚起することで、市内の感染症のまん延を防止し市民の健康を守ることができ
る。

146



（様式２－１）

款 6 項 1 目 7 － 6 － 1

■ □ □

□

■ 有 □ 無

3

健康づくりと健康危機管理などによる市民の安心確保

感染症対策の強化

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

― ― ― ―

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

7

感染症・食中毒対策事業 政策番号 15

主な施策（事業）番号 5

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

感染症対策では、新型コロナウイルス感染症の発生に伴って、令和２年２月のクルーズ船受入時の対応を皮切りに、検査体制
の整備、患者発生時の対応や拡大防止策などに総力を挙げて取り組んだ。
感染拡大防止に向けては、「感染症コールセンター」および「帰国者・接触者相談センター」を開設し、幅広く相談に対応するこ
とで、市民の不安軽減に努めた。また、市内患者受入病院への空床補償を実施した。
今後は、市民の安全・安心確保のため、引き続き、第２波に向けた対策が求められる。
エボラ出血熱疑似症患者対応に関する所内訓練では、引き続き発生時期を夏季に設定し、厳しい条件下のもと実践的な訓練
を実施するとともに、訓練風景を動画撮影し、訓練に参加できなかった職員等が閲覧できるようにした。
また、一・二類感染症疑似症患者をより安全に移送するため、移送用救急車両を２台購入し、消防局と移送に係る協定を結ぶ
ことで、協力して患者の移送ができる体制を構築した。

発生予防に重点を置き、流行前の効果的な啓発や、保育園や高齢者施設への研修などに取り組んだ。この結果、施設等におけるノ
ロウイルス集団発生時の保健所への連絡が速やかに行われるようになり、終息までの期間が短縮されるなどの効果があった。輸入感
染症予防啓発については民間団体等にも協力を依頼し、新たな手段も取り入れ、市民の意識向上に有効な啓発を行うことができた。
今後は、予防啓発を継続するとともに、国際イベントの開催や外国人労働者の流入機会の増加も視野に入れ、外国人患者への対応
や、経験のない輸入感染症及び大規模な事件等が発生した場合の対応について、関係局と連携し体制を強化していく必要がある。

31,626千円 31,626千円

1243%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

法令で実施を求められており、市民の健康を守るために必要な事業である。
また、今後の更なる国際交流の活発化を見据え、輸入感染症対策を進める必要がある。

感染症や食中毒の発生時に、検査や調査を行い原因を究明することで、感染拡大や再発を防止し、市民の健康を守る。

予防啓発については、感染症等の発生状況に応じ、より効果的かつ費用対効果の高い手法を選択する必要がある。

専門医や法律等の学識経験者から構成される附属機関「横浜市感染症診査協議会（感染症分科会）」を設置し、各委員の専門的か
つ客観的な立場から１類及び２類感染症が発生した場合には、患者に対する入院勧告及び入院期間の延長又は医療に関する審議
を行うこととしている。

3.6人

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等

感染症・食中毒の発生を予防するとともに、発生時の被害を最小限にとどめ、安全・安心な市民生活を確保する。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考 ※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はしません。

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

エボラ出血熱・新型インフルエンザ等の発生時対応訓練 ２回/年（29年度） ２回 ２回/年

概算人件費

0千円

△ 51千円

一般職職員 3.6人

△ 353,475千円差▲引

0.0人 0.0人

43,362千円

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

現計予算額 31,339千円 30,924千円

執行率（％） 100%

支出済額 31,390千円 341,037千円

繰越額

・感染症・食中毒患者発生時の迅速な調査及び拡大防止対策の実施
・市民及び関係団体等への感染症・食中毒予防啓発の実施
・職員研修の実施
・エボラ出血熱、MERS等の一類・二類感染症発生時対策（患者移送等訓練）の実施

令和元年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 船山　和志 長谷川　悠太 根岸　優

課長 係長 係

総 事 業 費 63,016千円 416,025千円

増▲減 353,009千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

健康福祉局健康安全課

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

―
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（様式２－２）

7 款 6 項 1 目 7 － 6 － 1

■ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

本資料は、公正・適正に作成しました。 船山　和志 木村　香織 小橋　直希

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

無料匿名のHIV検査を実施することで、市民が受検しやすい環境を整え、エイズ発症前の早い段階でのHIV感染がわかり、HIV感染
者のまん延を抑制する。

事業目的に
対する
有効性

夜間・土日等の受検しやすい環境を整備し、HIV感染者の早期発見を目指し、HIV感染症の蔓延を防止し、医療費等の社会全体の
負担を抑制する。

本事業の
効率性・
類似性

HIV感染を知るには血液検査しか手段がなく、性感染症という特性から感染者への偏見も多い。こういった社会的状況下において、保
健所による無料匿名の検査を今後も維持し、啓発していく必要がある。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

外部有識者で構成される「エイズ対策推進協議会」を設置し、横浜市エイズ対策についての意見をいただいている。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

72,759千円

増▲減 ― 3,156千円 ▲ 4,009千円 313千円

エイズを発症してからHIV感染がわかる人の割合は依然として高く、感染予防の啓発と、早期発見のための検査を充実していく必要が
ある。

課長 係長 結核・エイズ係

0.0人

概算人件費 18,428千円 18,461千円 18,449千円 18,449千円

人
件
費

一般職職員 2.1人 2.1人 2.1人 2.1人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人

61,317千円

支出済額 54,871千円 57,993千円 53,997千円 54,310千円

差▲引 7,441千円 2,786千円 6,218千円 7,007千円

実績

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

執行率（％） 88% 95% 90% 89%

令和元年度実績

HIV検査件数
目標 4,300 3,500 3,500 3,800

実績 2,852 2,944 2,650

事
業
実
績

達成指標

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

2,990

62,312千円 60,779千円

目標

総 事 業 費 73,299千円 76,454千円 72,446千円

60,215千円

事業の目的
(事業開始の

経緯）
昭和61年に国内でエイズ患者が発生し、不安を持つ住民の相談等の対応が必要となり事業を開始した。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

HIV検査を受けやすい環境を整えるため、各区福祉保健センターでの検査に加え、夜間、土曜、日曜に検査を実施した。また、感染
予防等について市民への啓発を行った。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
健康安全課

令和２年度
事業評価書

番号エイズ・性感染症予防対策事業

具体的
名称

・感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律(平成11
年４月１日施行)・後天性免疫症候群に関する特定感染症予
防指針(平成30年１月18日施行)その他

4
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（様式２－２）

7 款 6 項 1 目 7 － 6 － 1

■ □ ■

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局健康安全課
令和２年度
事業評価書

番号定期予防接種事業（子宮頸がん含む）

具体的
名称

予防接種法、予防接種法施行令、予防接種法施行規則、
予防接種実施規則、横浜市定期予防接種事業実施要綱その他

5

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　予防接種の実施により、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的として予防
接種法が昭和23年に制定された。同法には、市町村長はＡ類疾病及びＢ類疾病のうち政令で定めるものについて、市民に対し保健
所長の指示を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならないとあり、横浜市でも法制定時より予防接種事業を実施
している。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

　予防接種法に定める疾病について、予防接種を市内の協力医療機関で個別接種により実施

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

実績

令和元年度実績

ＭＲ２期接種率
目標 95.0% 95.0% 95.0% 95.0%

実績 95.7% 94.5%

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

96.9% 93.2%

7,760,269千円 8,236,976千円

支出済額 7,539,694千円 7,618,238千円 7,611,460千円 7,570,705千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 7,732,739千円 7,835,829千円

目標

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 193,045千円 217,591千円 148,809千円 666,271千円

97% 98% 92%

人
件
費

一般職職員 2.0人 2.0人 2.0人

概算人件費 17,550千円 17,582千円 17,570千円 17,570千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 係

総 事 業 費 7,557,244千円 7,635,820千円 7,629,030千円 7,588,275千円

増▲減 ― 78,576千円 ▲ 6,790千円 ▲ 40,755千円

2.0人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 98%

本資料は、公正・適正に作成しました。 船山　和志 楠田　裕司 山本　努

本事業の
効率性・
類似性

法律に基づく事業であるため、他の事業との集約や費用の削減は困難である。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　横浜市予防接種事故対策調査会：市民が受けた定期予防接種に起因した事故の諸問題について、適正な解決を図るため、市長の
諮問機関として設置。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

乳幼児を対象とした任意予防接種のうち、定期予防接種化（あるいは一部市費負担）を望まれている接種もあるが、財源確保に課題
がある。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

法に基づく事業であり、予防接種を実施しないと、市民の免疫レベルを一定以上に保つことができず、感染症がまん延するおそれが
ある。

事業目的に
対する
有効性

　乳幼児健診や広報等を通じて周知を行っており、定期予防接種の必要性について、一定の認識はされている。
　26年度からは、予診票の大きさをA4版に拡大し、定期接種となるタイミングで個別通知により予防接種のご案内とともに、予診票も送
付しており、今後、接種率の向上が期待できる。
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（様式２－２）

7 款 6 項 1 目 7 － 6 － 1

■ □ ■

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

本資料は、公正・適正に作成しました。 船山　和志 柏村　瑞枝 金子　秀平

事業目的に
対する
有効性

予防接種法においては、Ｂ類の予防接種であり、個人予防を主眼に置き、接種義務のあるものではないが、対象者の４割程度の実績
があることから、一定の成果が上がっていると考えられる。

本事業の
効率性・
類似性

法定事業で65歳以上の市民全体を対象とした事業であり、効率性・類似性については、見直しの余地はない。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

法定事業であるため、実施内容に外部意見を盛り込む余地がない。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

法定事業であり、本市が行うことで高齢者のインフルエンザ予防・健康維持に寄与する。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

高齢者人口の増加に伴い、事業費や事務負担の増加が想定される。また、平成27年にワクチン単価が1.5倍に値上がりしたため、平
成28年度から自己負担額を2000円から2300円に増額した。今後、増税などで更なる負担増が見込まれる場合は、事業費の急激な増
加を抑制し、今後の持続可能な事業展開につなげていく必要がある。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 予防接種係

総 事 業 費 1,172,731千円 1,133,952千円 1,163,013千円 1,309,398千円

増▲減 ― ▲ 38,779千円 29,061千円 146,385千円

1.0人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 102% 98% 98% 107%

人
件
費

一般職職員 1.0人 1.0人 1.0人

概算人件費 8,775千円 8,791千円 8,785千円 8,785千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 △ 26,476千円 27,265千円 23,459千円 △ 83,528千円

1,177,681千円 1,217,085千円

支出済額 1,163,956千円 1,125,161千円 1,154,222千円 1,300,613千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 1,137,480千円 1,152,426千円

目標

実績

令和元年度実績

被接種者数（人）
目標 361,461 366,647 374,195 375,034

実績 364,696 351,891

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

361,108 396,235

事業の目的
(事業開始の

経緯）

インフルエンザの予防接種が高齢者の発病防止や特に重症化防止に有効であることが確認されたことにより、平成13年11月７日に予
防接種法及び予防接種法施行令が改正され、65歳以上の者及び60～65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイ
ルスにより1級相当の障害を持つ者を対象に、予防接種が開始された。

具体的な
事業内容

予防接種を接種するにあたり、対象者に周知するとともに、医療機関に接種を委託して、当該事業を実施した。また、そのために必要
な印刷物の作成、配布などを行った。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局健康安全課
令和２年度
事業評価書

番号高齢者インフルエンザ予防接種事業 6

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則 具体的

名称

予防接種法、予防接種法施行令、予防接種法施行規則、
予防接種実施規則、横浜市高齢者インフルエンザ予防接種事業実
施要綱その他
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（様式２－２）

7 款 6 項 1 目 7 － 6 － 1

■ □ ■

□

■ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局健康安全課
令和２年度
事業評価書

番号予防接種健康被害救済事業

具体的
名称

予防接種法、予防接種法施行令、予防接種法施行規則
その他

7

事業の目的
(事業開始の

経緯）
予防接種法が改正され健康被害救済制度が創設されたため。事

業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

・給付対象者への医療費、医療手当、障害年金等の給付
・予防接種事故対策調査会の開催

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

実績

令和元年度実績

目標

実績

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

61,451千円 62,337千円

支出済額 61,094千円 76,066千円 62,799千円 62,880千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 60,753千円 61,500千円

目標

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 △ 341千円 △ 14,566千円 △ 1,348千円 △ 543千円

124% 102% 101%

人
件
費

一般職職員 0.2人 0.2人 0.2人

概算人件費 1,755千円 1,758千円 1,757千円 1,757千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 係

総 事 業 費 62,849千円 77,824千円 64,556千円 64,637千円

増▲減 ― 14,975千円 ▲ 13,268千円 81千円

0.2人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 101%

本資料は、公正・適正に作成しました。 船山　和志 楠田　裕司 山本　努

本事業の
効率性・
類似性

法律に基づく事業であるため、他の事業との集約や費用の削減は困難である。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　横浜市予防接種事故対策調査会：市民が受けた定期予防接種に起因した事故の諸問題について、適正な解決を図るため、市長の
諮問機関として設置。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性
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（様式２－１）

7 款 6 項 1 目 7 － 6 － 1

■ □ □

□

■ 有 □ 無

― ― ― ―

中期計画
関連事業令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局健康安全課

令和２年度
事業評価書番号

新型インフルエンザ対策事業

8

政策番号 15

主な施策（事業）番号 5

事
業
概
要

実施根拠

法令等 法律 条例 規則

事業の目的
1997年に、新型インフルエンザに変異すると懸念されているH5N1型鳥インフルエンザの人への感染が初めて確認されて以降、世界
各国で対策を講じている。本市においても、2005年12月に国が「新型インフルエンザ対策行動計画」を策定したことを受け、本市行動
計画を策定し、予防・まん延防止、社会機能の維持を目的とした、具体的な対策を開始した。

具体的な
事業内容

新型インフルエンザ等の発生に備えた資器材の備蓄・整備や、帰国者・接触者外来設置協力医療機関等と協議会・連絡会を開催し、
医療体制の強化を図った。また、発生を想定した実地訓練を行い、現場で対応する医療従事者等の実務能力の向上に努めた。

具体的
名称

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律、新型インフルエンザ等対策特別措置法その他

中期計画
政策 健康づくりと健康危機管理などによる市民の安心確保

施策（事業） 感染症対策の強化

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

エボラ出血熱・新型インフルエンザ等の発生時対応訓練 ２回/年（29年度） ２回 ２回/年

事
業
実
績

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

75,219千円

支出済額 71,607千円 63,971千円

備考 ※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はしません。

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

現計予算額 77,098千円

繰越額 0千円 0千円

差▲引 5,491千円 11,248千円

増▲減 ―

再任用職員 0.0人 0.0人

執行率（％） 93% 85%

人
件
費

一般職職員 4.0人 4.0人

概算人件費 35,140千円 35,140千円

総 事 業 費 106,747千円 99,111千円

▲ 7,636千円

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

新型インフルエンザ等が発生すれば、国の想定では人口の25％が感染するとされているが、本市のような人口が密集する都市
部においては、さらに感染者が拡大する恐れがあり、より厳しい想定にも対応できるよう体制の整備や医療用資器材の確保が
必要である。また、平成25年４月に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正されるなど法整備が進む中、神奈
川県や近隣の自治体、また市内医療機関等と連携を強化していく必要がある。

課長 係長 新型インフルエンザ等対策担当

本資料は、公正・適正に作成しました。 浅野　昌弘 平　佳子 小林　明日香

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

新型インフルエンザ等発生時に市内の医療機関を受診する患者数は 大71万人程度、死者数は 大19,000人程度と試算されてい
る。市民の生命や安全の確保のため、市内医療体制の整備は必須である。また、医療の提供、積極的疫学調査、ウイルス検査等に係
る必要物資の備蓄や、対応にあたる従事者や市民への感染を防止する対策を講じていく必要がある。

事業目的に
対する有効

性

本事業における成果は、新型インフルエンザ等の発生を以て 大限発揮されるものであるが、未発生期の現時点でも、帰国者・接触
者外来設置協力医療機関を始めとした市内医療機関と専門外来の開設に関する協定を締結する等、着実に医療体制の整備・強化
を進めている。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

本事業の
効率性・
類似性

新型インフルエンザは周期的に発生しているが、感染力が強くほとんどの人が免疫を獲得していないため大流行し、大きな健康被害
とこれに伴う社会的影響が大きいとされている。未発生期から新型インフルエンザ等に関する対策を推進することで、市内の感染拡大
を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護することが求められる。新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく事業である
ため、他事業で代替えすることは困難である。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

定期的に「横浜市新型インフルエンザ等対策医療関係者連絡会」を開催し、帰国者・接触者外来設置協力医療機関や市医師会等と
協議を行いながら事業を進めている。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

新型インフルエンザ等発生時には、国の行動計画や横浜市新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、「帰国者・接触者外来」を
設置し、適切な医療対応を行うこととしている。未発生期から医療関係機関との連携を強化し、協力体制やワクチン接種体制を整備し
医療の確立を図るとともに、庁内関係部局との調整を行うなど庁内体制の構築が必要である。
また、新型インフルエンザ等発生時用に備蓄している物品・薬剤について、使用期限内に新型インフルエンザ等が発生しなかった場
合の有効活用の方法等も含めて、備蓄の仕組みを検討する必要がある。
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（様式２－２）

7 款 6 項 1 目 7 － 6 － 1

■ □ ■

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

本資料は、公正・適正に作成しました。 船山　和志 柏村　瑞枝 金子　秀平

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

法定事業であり、本市が行うことで高齢者の肺炎予防・健康維持に寄与する。

事業目的に
対する
有効性

予防接種法においては、Ｂ類の予防接種であり個人予防を主眼に置き接種義務のあるものではないが、令和元年度においては、新
たに対象となる65歳の方に加えて経過措置対象者である方についても一定程度の接種者数がいることから、高齢者の肺炎予防・健康
維持に寄与していると考えられる。

本事業の
効率性・
類似性

本事業は65歳以上の対象年齢の市民かつ未接種者を対象とした法定事業であり、効率性・類似性については、見直しの余地はな
い。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

法定事業であるため、実施内容に外部意見を盛り込む余地がない。

204,306千円

増▲減 ― 20,763千円 ▲ 57,697千円 ▲ 239,443千円

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

個別通知をすることで、確実に周知がされ、一定程度の対象者が本事業の予防接種受けている。分かりやすい周知については引き
続き工夫していく必要がある。

課長 係長 予防接種係

0.0人

概算人件費 8,775千円 8,791千円 8,785千円 8,785千円

人
件
費

一般職職員 1.0人 1.0人 1.0人 1.0人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人

185,147千円

支出済額 471,908千円 492,671千円 434,974千円 195,521千円

差▲引 35,767千円 18,340千円 77,530千円 △ 10,374千円

実績

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

予算額・
執行額、
事業費の

推移

28年度 29年度 30年度 令和元年度

現計予算額

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

執行率（％） 93% 96% 85% 106%

令和元年度実績

被接種者数（人）
目標 83,563 85,000 85,310 30,200

実績 77,262 81,478 24,686

事
業
実
績

達成指標

指標名（単位） 28年度実績 29年度実績 30年度実績

72,550

507,675千円 511,011千円

目標

512,504千円

総 事 業 費 480,683千円 501,446千円 443,749千円

事業の目的
(事業開始の

経緯）
予防接種法施行令の改正により、平成26年10月から市町村が実施主体となる定期の予防接種となっている。事

業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

予防接種を接種するにあたり、対象者に周知するとともに、医療機関に接種を委託する。また、そのために必要な印刷物の作成、配布
などを行う。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局健康安全課
令和２年度
事業評価書

番号高齢者予防接種事業（成人用肺炎球菌）

具体的
名称

予防接種法、予防接種法施行令、予防接種法施行規則、予防接種実施規
則、横浜市成人用肺炎球菌ワクチン予防接種実施要綱その他

9
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（様式２－２）

7 款 6 項 1 目 7 － 6 － 1

□ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

406,413千円 306,804千円

4,393千円

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

0千円 0千円 0千円

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　ＷＨＯによる風しんの排除認定を目指し、オリンピックが開催される2021年までに国及び県が風しんを排除することを目標としており、
市民の健康と安全を守るために、本市が対策を行っていかなければならない。

事業目的に
対する
有効性

　風しんを予防する唯一の手段はワクチン接種であり、風しんの抗体保有率が低い20代から40代を主な対象とする予防接種の実施
は、風しんの流行と先天性風しん症候群の発生を防止する上で有効な手段である。

本資料は、公正・適正に作成しました。 船山　和志 柏村　瑞江 重冨　天智

本事業の
効率性・
類似性

　国は風しん対策の一環として「風しん抗体検査費用」に対する補助事業のみを行っているが、結果として抗体がない場合は予防接
種が必要となる。県費を活用した予防接種事業と組み合わせることにより効果的な事業となる。
　定期予防接種事業の運用に則って本事業を行うことで効率的な運用が可能となっている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　風しんの予防接種及び抗体検査費用助成については「市民の声」事業等でも複数のご要望をいただいている。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　全国的な課題であり、様々な機会を捉えて国にも予算要望を行っていくとともに、2021年の風しん排除に向け、予防接種の実施主体
として具体的な事業の実施に取り組んでいく。

課長 係長 予防接種担当

総 事 業 費 121,600千円 113,032千円 352,660千円 157,257千円

増▲減 ― ▲ 8,568千円 239,628千円 ▲ 195,403千円

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 112% 104% 86% 50%

人
件
費

一般職職員 0.5人 0.5人 0.5人

概算人件費 4,388千円 4,396千円 4,393千円

0.5人

目標

実績

差▲引 △ 12,510千円 △ 4,086千円 58,146千円 153,940千円

令和元年度実績

目標

実績

152,864千円

― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

事
業
実
績

達成指標

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

104,702千円 104,550千円

支出済額 117,212千円 108,636千円 348,267千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

ワクチン接種の効果測定が困難なため

予算額・
執行額、
事業費の

推移

現計予算額

繰越額 0千円

― ― ― ―

―

事業の目的
(事業開始の

経緯）
先天性風しん症候群の発生をなくすとともに、令和３年（2021年）までに風しんの排除を達成する。事

業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

妊娠を予定・希望する女性とそのパートナーを対象に風しんの予防接種、及び抗体検査事業を実施した。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局健康安全課
令和２年度
事業評価書

番号横浜市風しん対策事業 10

具体的
名称

風しんに関する特定感染症予防指針
その他
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（様式２－２）

7 款 6 項 1 目 7 － 6 － 1

■ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

本資料は、公正・適正に作成しました。 上田　誠 高瀨　修 村田　勇仁

本事業の
効率性・
類似性

・病院、診療所、助産所、医療法人等の許認可等については、法に基づく事業であり、類似事業は存在しない。
・横浜市病院安全管理者会議は、医療安全支援センター事業の一つである医療安全研修会(医療従事者向け）との類似性はある。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

医療法人の認可にあたっては、県医療審議会の意見を反映している。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

・引き続き、診療所を含めた全ての医療施設が積極的に医療安全に取り組むよう啓発を進める必要がある。
・横浜市病院安全管理者会議は、市内各病院の安全管理責任者等が参加し、現場レベルでの医療安全に係る内容を議論する場で
ある。他都市では例がない事業であるが、医療安全の取組について共有する場として有用であるため、継続していく必要がある。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

・病院、診療所、助産所、医療法人等の許認可等については、法令に基づいて実施する事業であるため、必須の業務である。
・横浜市病院安全管理者会議は、行政が主導することについて市内病院からニーズが高い。

事業目的に
対する
有効性

・医療法に基づく医療施設への立入検査（医療監視）業務及び許認可業務を通じて、病院・診療所・助産所等の医療施設における医
療安全の取組の推進が図られるとともに、市民に対する「安心・安全な医療」の提供が行われる。
・横浜市病院安全管理者会議により、病院の医療安全に関する研修会や各種専門部会の開催を通じ、各病院の安全管理担当者に
対する医療安全の取組の推進が図られる。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 係

総 事 業 費 170,805千円 169,516千円 183,621千円 169,394千円

増▲減 ― ▲ 1,289千円 14,105千円 ▲ 14,227千円

15.4人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 81% 87% 85% 75%

人
件
費

一般職職員 15.4人 15.4人 15.4人

概算人件費 135,135千円 135,381千円 135,289千円 135,289千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 8,436千円 4,942千円 8,651千円 11,649千円

56,983千円 45,754千円

支出済額 35,670千円 34,135千円 48,332千円 34,105千円

3,644

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 44,106千円 39,077千円

医療法人許認可等
（件）

目標 3,400 3,400 3,600 3,600

実績 3,368 3,260 3,426

令和元年度実績

許可等取扱件数
（件）

目標 6,400 6,400 6,400 6,400

実績 6,278 6,269

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

6,812 6,872

事業の目的
(事業開始の

経緯）

病院・診療所・助産所、医療法人等の許認可及び監督指導を行うことにより、市内における適切で安全な医療提供体制を確保する。
（平成９年度、神奈川県からの権限移譲により事業を開始）

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

（１）医療法に基づく病院・診療所・助産所等の許認可及び立入検査（定期及び臨時立入検査）を実施した。
（２）病院・診療所・助産所等に対し、医療安全等に係る情報提供及び啓発を行った。
（３）医療法人に対する許認可及び指導を行った。
（４）横浜市病院安全管理者会議の運営を行った。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局医療安全課
令和２年度
事業評価書

番号医療指導事業 11

具体的
名称

医療法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に
関する法律等、横浜市病院安全管理者会議要綱その他
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様式１

7-6-2 1 健康診査事業

7-6-2 2 がん検診事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]

156



（様式２－２）

7 款 6 項 2 目 7 - 6 - 2

■ □ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

45,900人

□ 有 ■ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

113,020千円 59,258千円

課長 係長 係

概算人件費 7,898千円 7,912千円 7,907千円 7,907千円

総 事 業 費 529,202千円 556,663千円 669,683千円 728,941千円

増▲減 ― 27,461千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 羽田　政直 宮下　公一 八木　一磨

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

特定健診の受診機会の無い75歳以上の後期高齢者等に対し、健康診査の機会を提供するために必要な事業である。

事業目的に
対する
有効性

心臓病、脳卒中などの循環器疾患を中心とした生活習慣病予防対策のひとつとして、これらの疾患で医療を要するものの早期発見を
図るとともに、診査結果に基づき、健康に関する正しい知識の普及等、市民の健康への認識と自覚の高揚を図る。

本事業の
効率性・
類似性

健康診査を身近な医療機関で受診できる実施体制をとるなど、受診者の利便性を考慮して健診を実施している。
また、制度の案内を後期高齢者保険料額決定通知書と同時に送付するなど、効率的な受診勧奨を行っている。
類似性について、本事業は特定健診と内容が類似しているものの、対象が異なる（特定健診は国民健康保険加入者が対象であり、健
康診査は後期高齢者が主な対象である）ため、独立した事業である。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

現在、市民等外部意見を反映させる仕組みはない。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

本事業は、神奈川県後期高齢者医療広域連合からの依頼と補助により行っている事業のため、国の医療保険制度の変更により事業
の内容・存続に大きな影響が生じる。

△ 42,638千円 23,074千円 △ 73,520千円 59,622千円

0.9人

0.0人 0.0人

執行率（％） 109% 96% 112% 92%

人
件
費

一般職職員 0.9人 0.9人 0.9人

0.0人 0.0人

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 478,666千円 571,825千円 588,256千円 780,656千円

支出済額 521,304千円 548,751千円 661,776千円 721,034千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

67,657人

目標

実績

受診者数
目標 58,900人 56,000人 58,600人

実績 50,733人 53,228人 63,347人

事業の目的
(事業開始の

経緯）

心臓病、脳卒中などの生活習慣病予防対策のひとつとして、これらの疾患の早期発見を図るとともに、診査結果に基づき、健康に関
する正しい知識の普及等を図ります。平成19年度までは40歳以上の市民の方に対して「住民基本健診」として実施していましたが、20
年度から加入する健康保険の保険者の実施義務となりました。これにともない、保険者が直接健康診査を行うことができない後期高齢
者と生活保護受給者等に対し、引き続き健康診査を実施しています。

後期高齢者医療制度の被保険者や40歳以上の生活保護受給者等の方に、血圧測定、尿検査、血液検査等を医療機関で実施して
います。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局保健事業課
令和２年度
事業評価書

番号健康診査事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
・健康増進法　・高齢者の医療の確保に関する法律

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他

157



（様式２－２）

7 款 6 項 2 目 7 - 6 - 2

■ ■ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

がんによる死亡者を減少させることを目的に、がんの早期発見、早期治療を促進するため、各種がん検診を職場の検診などで受診す
る機会のない方で、一定の年齢要件等を満たす方に実施。

・胃、肺、子宮、乳、大腸、前立腺がんの6種類の検診を医療機関等で実施。
・受診率向上のため、個別通知を中心とした受診勧奨や啓発事業を実施。
・検診精度の維持・向上。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局保健事業課
令和２年度
事業評価書

番号がん検診事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
・がん対策基本法・健康増進法
・横浜市がん撲滅対策推進条例

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

2

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

561,255人

目標

実績

受診者数
目標 585,500人 604,100人 604,100人 604,100人

実績 538,601人 534,203人 553,282人

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 4,224,200千円 4,436,266千円 4,451,258千円 4,456,769千円

支出済額 3,907,029千円 3,923,776千円 4,025,187千円 4,116,411千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 317,171千円 512,490千円 426,071千円 340,358千円

5.7人

0.0人 0.0人

執行率（％） 92% 88% 90% 92%

人
件
費

一般職職員 5.0人 5.0人 5.0人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 羽田　政直 宮下　公一 八木　一磨

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

がんで亡くならないためには、がんを早期に発見し治療することが大切であり、市民全体のがんによる死亡を減少させるためには、が
ん検診を受診する機会がない市民の方に、精度の高い検診を多く受診していただく必要がある。

事業目的に
対する
有効性

国民生活基礎調査による横浜市民のがん検診受診率は増加を続けている。

本事業の
効率性・
類似性

職能団体である横浜市医師会に委託をしていることから、各種検診に関する医療機関への通知や照会、指導等について効率的に実
施している。
また、がん対策基本法・健康増進法・横浜市がん撲滅対策推進条例に基づいている事業は本事業のみであるため、類似の事業はな
い。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

外部委員、内部委員で構成されるがん検診協議会を開催し、がん検診に関わる事項を検討し、検診の精度管理の向上を図っている。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

・国の動向を踏まえ、令和４年度までにがん検診（胃、肺、大腸、子宮、乳がん）受診率を50％とすることを目標としている。
・市民全体のがんによる死亡を減少させるためには、定期的に受診する市民の方を増やしていかなければならない。そのため、ター
ゲットを絞った受診勧奨（検診機会の少ない国民健康保険加入者に再勧奨通知を送付）など積極的に効果的な受診勧奨を行ってい
くとともに、精度の高い検診となるよう精度を維持・向上させていく。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

101,381千円 97,374千円

課長 係長 係

概算人件費 43,875千円 43,955千円 43,925千円 50,075千円

総 事 業 費 3,950,904千円 3,967,731千円 4,069,112千円 4,166,486千円

増▲減 ― 16,827千円

再任用職員

158



様式１

7-6-3 1 市民の健康づくり推進事業

7-6-3 2 スポーツ医科学センター運営事業

7-6-3 3 健康経営企業応援事業

7-6-3 4 よこはま健康スタイル推進事業

7-6-3 5 受動喫煙防止対策事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]

159



（様式２－１）

7 款 6 項 3 目 7 － 6 － 3

■ □ □

■

■ 有 □ 無

1

健康づくりと健康危機管理などによる市民の安心確保

生活習慣病予防対策の強化

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

がん検診の精密検査受診率（胃、肺、大腸、子宮、乳がん検診）

①胃71％
②肺61％

③大腸65％
④子宮66％
⑤乳88％
（29年度）

- 全て85％

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

15

1

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

令和元年度の「がんの予防・受診啓発に関する取組事業数」は中期４か年計画の目標を達成していますが、引き続き、がんの予
防・受診啓発をはじめとした生活習慣病予防の取組を、区の特性に応じて実施していきます。

・20歳から59歳の市民の約８割を占める就労者に向けて、職域と連携した取組が必要です。
・健康に関心の低い市民に働きかける手法を工夫し、啓発の対象をさらに拡大していく必要があります。
・地域間の健康格差縮小を目指した取組を進める必要があります。
・横浜市全体の方向性を踏まえながら、それぞれの区の特性（人口構造や世帯構造、疾病状況、社会資源等）に応じた取組を進める必
要があります。

87,850千円 87,850千円

85%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

高齢者が増加していく現状のなか、健康寿命の延伸に向けては、若い世代から望ましい生活習慣を身につける等、市民一人ひとりの健
康づくりを推進することが必要です。健康増進法に基づき、市町村が計画を策定し、健康づくりに関する施策を推進していくこととされて
います。本市では、市町村計画として第２期健康横浜２１を策定しており、これを推進していく必要があります。

各区が区の特性に応じた取組を進めるとともに、さまざまな関係機関・団体と情報共有しながら事業を進めており、効果的な事業展開と
なっています。

事業検討会等を実施し、アクション事業等と合わせた効果的な事業展開の整理を検討しています。

・健康横浜２１推進会議
・健康に関する市民意識調査

10.0人

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

健康増進法、地域保健法、食育基本法、栄養士法、母子保
健法、歯科口腔保健法、健康横浜２１推進計画等

市民の最も大きな健康課題のひとつである生活習慣病に着目し、平成25年度に策定した、市民の健康づくりの指針である「第２期健康
横浜２１」を推進し、市民の健康の保持増進を図ります。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

がんの予防・受診啓発に関する取組事業数 92事業/年（29年度） 156事業 90事業/年

―

概算人件費

0千円

5,432千円

一般職職員 10.0人

11,614千円差▲引

0.0人 0.0人

0千円

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

現計予算額 75,257千円 75,315千円

執行率（％） 93%

支出済額 69,825千円 63,701千円

繰越額

平成25年度に策定した、市民の健康づくりの指針である「健康横浜２１」第２期計画（計画期間：令和４年度まで）を引き続き推進しまし
た。また、平成26年度から平成29年度まで取り組んだ「よこはま健康アクションステージ1」の成果を活用し、平成29年度の第２期健康横
浜２１中間評価を踏まえ新たな要素を加えた「よこはま健康アクションステージ２」をとりまとめ、推進しました。

令和元年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 室山　孝子 柏原　広樹　・　矢島　陽子 溝脇　啓子

課長 係長 健康づくり担当

総 事 業 費 157,675千円 151,551千円

増▲減 ▲ 6,124千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

健康福祉局保健事業課
市民の健康づくり推進事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

160



（様式２－２）

7 款 6 項 3 目 7 － 6 － 3

□ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

14,047千円 10,836千円

課長 係長 係

概算人件費 2,633千円 2,637千円 2,636千円 2,636千円

総 事 業 費 321,257千円 329,837千円 343,884千円 354,720千円

増▲減 ― 8,580千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 羽田　政直 菊池　潤 藤原　真以子

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

スポーツ医科学センターは、市内では唯一、かつ全国でも有数のスポーツ医科学の拠点である。超高齢社会に対応した「市民の健
康づくりの推進」の観点とオリンピック・パラリンピックを見据えた「競技選手の競技力向上」の面からも当施設の重要度は今後ますます
高まっていくものと考える。

事業目的に
対する
有効性

　施設の年間利用者数は延べ人数で40万人を超えており、特にスポーツ整形及びリハビリテーションにおいて高い評価を得ている。
その他クリニックの機能とプール・トレーニング室等の運動施設が連動した様々な事業が多くの市民に利用されている。

本事業の
効率性・
類似性

  市民からトップアスリートまで幅広く対象とし、スポーツ医科学に基づいた類似の事業を行っている施設は、全国的に見ても少ない。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

横浜市スポーツ医科学センター指定管理者選定評価委員会

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　当該施設の強みを活かしていくため、専門職員の人材育成・確保が必要である。そのため、、令和２年第１回市会定例会において、
公募によらない指定管理者の選定を可能とするよう、条例の一部を改正した。今後はより一層の安定的な管理運営体制を構築してい
く。また、将来に向けた施設の利用者増加策を検討していくとともに、持続可能な施設運営を目指していく。

差▲引 12,769千円 2,044千円 △ 3,601千円 △ 5,053千円

0.3人

0.0人 0.0人

執行率（％） 96% 99% 101% 101%

人
件
費

一般職職員 0.3人 0.3人 0.3人

0.0人 0.0人

486,453

485,379 474,415

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 331,393千円 329,248千円 337,647千円 347,031千円

支出済額 318,624千円 327,204千円 341,248千円 352,084千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

464,555

施設利用者数の増
加（人）

目標 356,330 356,254 357,170 307,960

実績 482,512 464,657

施設運営収益の増
加（千円）

目標 478,714 478,713 499,785 490,119

実績 475,965 492,617

事業の目的
(事業開始の

経緯）

スポーツ医科学に基づき、健康状態や体力に応じたスポーツプログラムを提供するとともに、スポーツを疾病の予防及び治療等に役
立てることにより、市民の健康づくりの推進、スポーツの振興及び競技選手の競技力の向上を図るための市内唯一の施設である横浜
市スポーツ医科学センターの管理運営を行う。

管理運営団体：公益財団法人横浜市スポーツ協会
開館時間　　：９時～21時(日曜日、祝日は９時～17時)　※休館日は年末年始及び原則第３火曜日
実施事業　　：スポーツプログラムサービス事業、スポーツ外来・リハビリテーション事業、調査研究及び情報サービスの提供等

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局保健事業課
令和２年度
事業評価書

番号スポーツ医科学センター運営事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市スポーツ医科学センター条例
横浜市スポーツ医科学センター施行規則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

2

法令等

その他
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款 6 項 3 目 7 － 6 － 3

■ □ □

■

■ 有 □ 無

3

健康づくりと健康危機管理などによる市民の安心確保

健康経営の取組支援

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

― ― ― ―

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

15

3

7

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

中期４か年計画の目標は平成30年度末時点で達成していますが、引き続き、関連団体や民間企業等と連携し、健康経営の普
及を通して働き世代の健康づくりを推進し、横浜健康経営認証制度の新規認証事業所数を増やしていきます。

関係団体や協定を締結した民間企業と連携し、研修会の効果的な開催や健康経営の効率的な普及を実施することができました。健
康経営へ取り組む企業及び横浜健康経営認証を取得する事業所数の増加、よこはま企業健康推進員の養成等、企業への健康づくり
支援や取組が進んできています。

8,785千円 8,785千円

71%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

働く世代は運動不足や朝食の欠食、喫煙率が高い等健康課題が多い現状があります。働く世代からの生活習慣の改善が、生活習慣
病の発症や重症化に大きく影響しますが、個人だけでは継続した取組が難しいため、職場等で健康づくりに取り組める環境の整備が
必要です。

健康づくりに取り組む企業を増やすことで、働く世代の健康管理を推進し、生活習慣病の発症や重症化予防等、健康寿命の延伸に
つなげることができます。

事業の推進にあたっては、企業向けの認定制度を所管する他局と連携しています。
また、全国健康保険協会神奈川支部や県地域産業保健総合支援センター等の関係団体と連携し、周知啓発等を行っています。

横浜健康経営認証の審査や制度設計にあたっては、本市附属機関の健康横浜２１推進会議の部会であり、外部の委員で構成する横
浜健康経営認証委員会に図っています。

1.0人

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

健康増進法、労働安全衛生法、第２期健康横浜２１

市内企業に対して、従業員一人ひとりの健康そのものが、会社の生産性を高めるという考えを取り入れた組織運営、経営を行う「健康
経営」の考え方の普及を強化するとともに、推進する仕組みを充実し、横浜市全体の健康づくりを推進していきます。特に、従業者の
健康管理や健康づくりに関するノウハウがなかったり、取組が進まない中小企業等については、業種・業態で異なる健康課題に即した
具体的な健康づくりの取組を提供することで「働く人」の健康づくりを推進します。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考 ※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はしません。

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

横浜健康経営認証制度　新規認証事業所数 54事業所/年（29年度）
130事業所

294事業所（2か年）
160事業所（4か年）

―

概算人件費

0千円

695千円

一般職職員 1.0人

2,063千円差▲引

0.0人 0.0人

0千円

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

現計予算額 5,542千円 7,007千円

執行率（％） 87%

支出済額 4,847千円 4,944千円

繰越額

１　協定締結企業と連携した健康経営セミナー等の開催により、健康経営の普及啓発を行いました。
２　横浜健康経営認証等の実施により、健康経営を推進しました。
３　よこはま企業健康推進員の登録の推進を行いました。

４　健康経営の取組に役立つサービス・製品を選ぶことができるよう、サービスパートナー
※

が提供するサービス・製品一覧を作成しまし
た。
５　横浜健康経営認証事業所の紹介動画を作成し、Facebookに掲載することで、健康経営の普及啓発を強化しました。
※ ウェルネスパートナーズ登録企業のうち、健康経営・健康関連のサービスを開発・提供する企業

令和元年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 室山　孝子 春日　潤子 金子　睦美

課長 係長 健康づくり担当

総 事 業 費 13,632千円 13,729千円

増▲減 97千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

健康福祉局保健事業課健康経営企業応援事業
  (よこはま健康アクション事業）

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

162
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□ □ □

■

■ 有 □ 無

令和元年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 阿部　響 村山　伸昭 前田　智裕

課長 係長 係

総 事 業 費 384,086千円 412,055千円

増▲減 27,969千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

健康福祉局保健事業課
よこはま健康スタイル推進事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

現計予算額 300,851千円 328,104千円

執行率（％） 113%

支出済額 340,161千円 368,130千円

繰越額

　18歳以上の市内在住・在勤・在学の方が対象で、歩数計（無料配布。送料参加者負担）もしくはスマートフォン用の歩数計アプリで参
加。歩数に応じてポイントが付与され、ポイントによる景品の抽選や寄付プログラムを実施（景品等のインセンティブは共同事業者また
は民間企業から提供）。また、地域の活性化につながる仕組みとして、市内商店街店舗等に歩数計の専用リーダー（歩数計読み取り
機）を設置。

―

概算人件費

0千円

△ 39,310千円

一般職職員 5.0人

△ 40,026千円差▲引

0.0人 0.0人

0千円

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

よこはまウォーキングポイント事業実施要綱・事業参加要
領（歩数計・スマートフォン歩数計アプリ）

　平成26年度から、中期４か年計画の横浜版成長戦略４「100万人の健康づくり戦略」を具体化する施策の1つとして、壮年期から高齢
期に至るまで市民一人ひとりが、日頃から健康づくりに関心を持ち、楽しみながら健康の維持・増進に取り組む習慣を身につけることを
目指し開始した。28年６月からは参加対象年齢を40歳以上から18歳以上に拡大し、幅広い世代に健康づくりに取り組むきっかけとなる
ことを目的としている。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考 政策28・主な施策６の達成にも関連

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

よこはまウォーキングポイント新規参加登録者数 300,306人（累計）(29年度） 15,467人 15,000人/年

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

　「日常生活の中で楽しみながら継続的に取り組める健康づくりのムーブメントを広げ、健康ライフスタイルの浸透を図る」という
政策の目標・方向性を掲げており、元年度のよこはまウォーキングポイントの新規参加登録者数は15,467人と想定事業量の
15,000人を上回った。
２年度は、元年度から実施している事業の効果検証の一環である医療費への影響分析について、適切な事業評価や今後の
事業運営に活かしていく。

　引き続き30万人を上回る規模で運営を進めていくとともに、参加者への継続支援及び運動習慣の定着化を目指した取組を行う。特
に、若い世代や働き世代が手軽に健康づくりができるよう、スマートフォン専用の歩数計アプリのPRに力を入れていく。さらに、事業の
効果検証として、今後の健康づくり施策に資する事業評価や医療費への影響分析などを進めていく。

43,925千円 43,925千円

112%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　本市の65歳以上の人口は2025年には約100万人に近づき、今後、扶助費のさらなる増加が見込まれる中、市民一人ひとりの健康づ
くりを推進し、健康寿命の延伸を図ることが求められている。本事業は幅広い世代に健康づくりのきっかけを提供し、運動習慣の向上
につなげることを目的としたものであり、増え続ける介護費や医療費等の抑制も期待できる事業である。

　令和元年度に実施した参加者アンケート調査（歩数計）では、参加者の57.8％が歩数計をほぼ毎日使っており、「参加前は運動して
いなかった」人も含め、52.8％の人の一日の歩数が増えている。また、33.7％の人がウォーキングをきっかけや話題として、周囲との会
話や挨拶の機会が増えるなど、地域のつながりにも良い変化が表れている。さらに、「参加前は健康ではなかった」と回答した人のう
ち、51.0％が、参加後は「健康である」と感じているほか、参加前の検診で「メタボリックシンドロームと診断された」人のうち13.0％が参
加後「メタボリックシンドロームでなくなった」と回答し、今後の健康寿命の延伸に期待ができる結果となっている。

　参加対象年齢を拡大したことにより、事業に参加する若い世代が増えてきているものの、高齢者世代に比べ参加人数はまだ少ない
ため、若い世代の運動習慣向上にさらにつながるよう改善が必要である。また、歩数計の故障・紛失等で利用率が少しずつ減少して
いることから、参加者への継続支援が必要である。各区局と密接な連携をとり、幅広い事業周知を行った結果、約３年半の短期間で中
期４か年計画2014～2017で目標値としていた参加登録者30万人を達成した。この規模で実施されている事業は他自治体でもなく、全
国的にも先進事例となる取組であり、注目を集めている。

　よこはまウォーキングポイントについては、附属機関を設置しており、外部委員により事業評価・検証を行っている。

5.0人

4

健康づくりと健康危機管理などによる市民の安心確保

継続的に取り組める健康づくりの推進

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

よこはまウォーキングポイント参加者アンケートで「あと1,000歩、歩く」ようになったと回答した割合 41％(29年度） 35％ 45％

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

15

2

7
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7 款 6 項 3 目 7 － 6 － 3

■ □ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

目標

実績

目標

実績

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

準義務的事業であり、周知啓発や市民・事業者のニーズに基づく対応自体が目的であるため、定量
的な目標設定が困難。

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

48,358千円

再任用職員

14,358千円

3.5人

0.0人

執行率（％） 55%

予算額・
執行額、
事業費の

推移

―

人
件
費

一般職職員

概算人件費

繰越額 0千円

本資料は、公正・適正に作成しました。 阿部　響 和泉　大 望月　ちひろ

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

健康増進法において、意識の啓発をはじめとした受動喫煙防止のための措置の推進が地方公共団体の責務として規定されているこ
とに加え、保健所設置市については、施設管理者等に対する指導、勧告、命令等の権限が与えられていることから、本市が主体的に
取組方針の検討や周知啓発、その他法に基づく事務について取り組む責任がある。

事業目的に
対する
有効性

有識者会議（受動喫煙防止対策検討会）の開催により、専門家や市民代表の知見を踏まえた本市受動喫煙防止対策の方向性を定
めることができた。また、チラシ等を用いて様々な施設や団体に広報を行ったほか、コールセンターによる対応を行うことで、能動的・受
動的に幅広い層へ周知啓発を行うことができた。そういった周知啓発の効果もあり、相当数の飲食店が法令を認識し、届出を提出して
きたと考えられる。

本事業の
効率性・
類似性

コールセンター業務については、法令に関する詳細なQAの作成と委託事業者との綿密な調整により、大部分の問合せを事業者内で
完結することが可能となったため、効率的に業務を実施することができた。また、作成したチラシについては、本市施設での配架に加
え、ダイレクトメールによる飲食店への送付や団体説明での説明資料等、様々な場面で効率的に活用することができた。なお、本事業
については法改正により新たに取組みが必要となったものであり、類似事業はない。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

健康横浜２１推進会議の部会である「受動喫煙防止対策検討会」において、本市の取組みを報告するとともに、委員の専門的見地に
基づく事業に関する意見を伺い、事業実施の方針に反映させている。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

令和２年度以降は飲食店を含む第二種施設の屋内禁煙等の罰則付き規制が施行されたため、職員による飲食店巡回等で法の順守
を促進していくほか、食品衛生部門と連携した新規飲食店への情報提供を実施していく。また、市民への周知啓発については、屋外
での受動喫煙など、法の配慮義務に当たる部分での市民意見が増加傾向にあるため、その部分について広報を実施していく。実施
に当たっては、ターゲットの限定（子どもに関係する領域など）や庁内外との連携など、コストや効率面を踏まえた手法を検討する。さら
に、違反施設に関する通報対応業務の恒常化が見込まれるため、令和２年度の対応実績を分析し、実情を踏まえた予算や人員の調
整を計画していく。

課長 係長 係

増▲減

30,748千円

総 事 業 費 48,358千円

差▲引

指標名（単位） 平成28年度 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

支出済額 17,610千円

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 31,968千円

事業の目的
(事業開始の

経緯）

平成30年度から順次施行され、令和２年４月1日に全面施行となる改正健康増進法に基づき、望まない受動喫煙が生じないよう、受動
喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するように努める。法に定められた事務を適切に執行するとともに、法の周知
啓発をはじめとした受動喫煙防止のための取組を推進する。

・庁内関係課長会議及び有識者会議を開催し、横浜市での受動喫煙防止対策の取組について検討した。
・市内店舗、市民等へ向けて、様々な広報媒体を用いて改正健康増進法の内容を周知するとともに、コールセンター設置による問合
せ対応を行った。
・法に定められている小規模飲食店の経過措置適用について、既存特定飲食提供施設からの届出受付事務を実施した。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局保健事業課
令和２年度
事業評価書

番号受動喫煙防止対策事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
健康増進法

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

5

法令等

その他
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様式１

7-6-4 1 総合保健医療センター運営事業

7-6-4 2 難病対策事業

7-6-4 3 療養援護対策事業

7-6-4 4 Ｃ型肝炎等対策事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]
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（様式２－２）

7 款 6 項 4 目 7 － 6 － 4

□ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

14,644千円 6,764千円

再任用職員

差▲引 0千円 △ 1,483千円 15千円 0千円

0.3人

0.0人 0.0人

執行率（％） 100% 100% 100% 100%

78,264

2,636千円 2,636千円

増▲減 ― 1,488千円

人
件
費

一般職職員 0.3人 0.3人 0.3人

0.0人 0.0人

2,637千円

総 事 業 費 727,812千円 729,299千円 743,944千円

2,633千円

本資料は、公正・適正に作成しました。 羽田　政直 菊池　潤 菊池　潤

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　我が国が既に超高齢社会となっている中で、認知症診断・治療や要介護高齢者支援を実施する本施設のニーズは益々高まってい
くものと考える。

事業目的に
対する
有効性

　精神障害者支援、要介護高齢者支援、地域医療機関支援の３つの事業が相互に連携し、サービスを提供している。例えば認知症
については、専門医による診断及び外来、介護老人保健施設認知症専門棟への入所など、複合施設としての特徴を生かした、専門
スタッフによる総合的な支援を行っている。

本事業の
効率性・
類似性

　精神障害者支援、要介護高齢者支援、地域医療機関支援の３事業が相互に連携し、サービスを提供できる施設は、他に類を見な
いものである。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　利用者及び家族に対する利用者満足度調査や、外部評価機関による福祉サービス第三者評価の受審を通して、外部の意見を施
設の運営見直しに生かしている。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　介護療養病床について、介護保険法改正に伴い令和５年度末をもって廃止されることとなったが、ますます高齢化が進展していく中
で、医療を必要とする要援護高齢者のニーズは、今後も継続していくことが見込まれるため、次期指定管理期間の始期である令和３年
４月から、介護療養病床を介護医療院へ転換する方向である。

課長 係長 係

750,708千円

76,036

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 725,179千円 725,179千円 741,323千円 748,072千円

支出済額 725,179千円 726,662千円 741,308千円 748,072千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

概算人件費

法令等

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

75,505

目標 4,510 4,510 4,580 4,770うち認知症診断・
外来者数（人） 4,782 4,593

施設利用者数の増加
(人)

目標 81,497 82,790 78,860 80,930

実績 71,762

その他

4,667 4,258実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　要介護高齢者、認知症の高齢者等の要援護高齢者及び精神障害者が住み慣れた地域社会で在宅生活を維持するための援助並
びに、これらの人々を支えている地域医療等への支援を行い、市民の保健、医療及び福祉の向上並びに健康の保持及び増進に寄
与することを目的とし、平成４年から横浜市総合保健医療センターの管理運営業務を開始した。

・要援護高齢者、精神障害者及びその家族に対する各種支援事業
・要援護高齢者及び精神障害者等の在宅支援に関する専門研修事業
・地域医療機関支援及び心身の生涯健康教育事業
・保健、医療及び福祉施設の管理運営事業

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局保健事業課
令和２年度
事業評価書

番号総合保健医療センター運営事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
・横浜市総合保健医療センター条例
・横浜市総合保健医療センター条例施行規則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1
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（様式２－２）

7 款 6 項 4 目 7 － 6 － 4

■ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

特定医療費（指定難
病）扶助費

目標 － － － －

実績 － － 3,339,245千円 4,306,353千円

－

24,145人

特定医療費（指定難
病）受給者数

目標

実績

－

－

－

－

－

23,748人

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

3,396,318千円 1,020,247千円

課長 係長 係

概算人件費 13,163千円 35,164千円 61,537千円 79,065千円

総 事 業 費 53,269千円 140,947千円 3,537,265千円 4,557,512千円

増▲減 ― 87,679千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 山田　洋 堀上　智貴 中村　風香

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　難病法等関係法令により、政令指定都市として、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の質
の向上を図ることが求められているため。

事業目的に
対する
有効性

　難病患者に対し医療費の助成を行うことで、QOLの向上を図る。また、在宅で療養する難病患者が増えている中で、医療依存度の
高い方について、移動手段の確保の困難さや、経済的・心理的な面において、患者本人及びその介護者に大きな負担がかかること
が課題となっている。それらの方への支援として、在宅重症患者外出支援事業及び一時入院事業を提供することにより、移動支援や
介護者の負担軽減の役割を果たしている。

本事業の
効率性・
類似性

９月末に受給者証を一斉に更新するため、一時期に事務量が増大することから、更新の申請に伴う書類の確認及びシステムへの入力
業務、コールセンター業務等を委託し効率化を図った。難病相談支援センターについては、県と県内３政令市による共同運営とし、効
率化を図った。また、難病法に基づき実施している事業は本事業のみである。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　難病患者の地域における課題解決のため、患者団体を含む関係者により構成される難病対策地域協議会の設置準備を進めた。
（開催は新型コロナウイルスの影響により中止）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　難病法関連事業、市単独事業、国庫補助事業を確実に実施していく。

差▲引 8,086千円 12,448千円 123,127千円 △ 859,123千円

9.0人

0.0人 0.0人

執行率（％） 83% 89% 97% 124%

人
件
費

一般職職員 1.5人 4.0人 7.0人

0.0人 0.0人

633

548 384

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 48,192千円 118,231千円 3,598,855千円 3,619,324千円

支出済額 40,106千円 105,783千円 3,475,728千円 4,478,447千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

581

在宅重症患者外出
支援（回数）

目標 610 580 521 521

実績 540 599

難病患者一時入院
（日数）

目標 1,036 970 730 732

実績 835 757

事業の目的
(事業開始の

経緯）

国の難病対策が昭和30年代以降提唱されてきた中で、治療法の研究という医学的観点から、県事業として昭和48年度に特定疾患医
療給付事業が開始された。一方で、患者の日常生活の質の向上を目指すという社会的観点から、国要綱の整備に伴い国庫補助事業
として本市で平成９年度から難病患者等居宅生活支援事業、難病患者地域支援対策推進事業を開始した。平成27年１月には難病の
患者に対する医療等に関する法律(難病法）が施行され、基本方針の策定、難病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度
（特定医療費（指定難病）助成制度）の確立、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置が講じられた。その後、
難病法の規定により、平成30年４月に難病対策事業（特定医療費（指定難病）助成制度、療養生活環境整備事業）が県から権限移譲
された。

・難病法関連事業（特定医療費（指定難病）の申請・支給認定・給付、指定医療機関の指定等）
・市単独事業（在宅重症患者外出支援事業、外出支援サービス、難病患者一時入院事業、難病広報相談事業補助金交付）
・国庫補助事業（難病相談事業、在宅療養支援計画策定・評価事業）

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局保健事業課
令和２年度
事業評価書

番号難病対策事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
難病の患者に対する医療等に関する法律、障害者総合支援
法、横浜市難病相談事業実施要綱等

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

2

法令等

その他

167



（様式２－２）

7 款 6 項 4 目 7 - 6 - 4

□ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

- - -

- - -

□ 有 ■ 無

事
業
実
績

達成指標

△ 44千円

0.6人

0.0人 0.0人

執行率（％） 92% 90% 108% 100%

人
件
費

一般職職員 0.6人 0.6人 0.6人

再任用職員

差▲引 3,691千円 4,698千円 △ 3,612千円

1,034人

被爆者援護費支給
対象者

被爆者援護費支給金
額

実績

実績

-

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

8,003千円 ▲ 3,865千円

課長 係長 係

概算人件費 5,265千円 5,275千円 5,271千円 5,271千円

総 事 業 費 49,438千円 48,441千円 56,444千円 52,579千円

増▲減 ― ▲ 997千円

0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 羽田　政直 宮下　公一 八木　一磨

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

原子爆弾により被害を受けた被爆者及び被爆者の子が、現在も疾病等で苦しんでいる状況に対して、本市として援護費や医療費等
を助成するなど、支援の必要がある。

事業目的に
対する
有効性

戦後も強く健康不安を抱えている被爆者及び被爆者の子に対して、医療費等の助成をすることにより、健康の保持を図るとともに、受
給者の不安を和らげる効果がある。

本事業の
効率性・
類似性

被爆者関係で行っている類似の事業はない。また、神奈川県全域で行っている事業であり、本市のみ制度を変更するようなことがある
と、不公平が生じる。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　現在、市民等外部意見を反映させる仕組みはない。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

被爆者の実子が対象となる「被爆者の子に対する医療費助成」は、受給者の高齢化や疾病の多様化が進むことから、１人あたりの支
給額が増加傾向にある。また、請求件数も増加していることから、迅速に医療費を助成するために、申請の受付を行う各区役所の窓口
でのチェック体制の強化をはじめ、申請に係る事務手続きの効率化を図る必要がある。今後は、各３事業（被爆者援護費支給事業、は
り・きゅう・マッサージ療養費助成事業、被爆者の子医療費助成事業）の要綱や様式の改正を視野に、引き続き事務手続きの効率化を
進めていく。

0.0人

9,620,000円

2,168,576円（752月） 1,914,850円（660月）

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 47,864千円 47,864千円 47,561千円 47,264千円

支出済額 44,173千円 43,166千円 51,173千円 47,308千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

9,370,000円

はり・きゅう・マッサー
ジ療養費

目標 - - - -

実績 2,458,051円（832月） 2,433,710円（826月）

目標 -

989人 962人 937人

目標

10,340,000円 9,890,000円

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　本市が実施している３事業については、被爆者団体からの要望により、神奈川県全域（政令市は本市、川崎市、平成22年度から相
模原市）で実施しています。特に被爆者の子医療費助成については、昭和42年に川崎市が始め、53年に横浜市、54年から神奈川県
全域で行われている。

１　援護費を申請した被爆者に対し、年額10,000円を支給。
２　被爆者のはり・きゅう・マッサージの療養に要した費用のうち、月額3,000円を限度に助成。
３　被爆者の子に対し、要綱第３条に規定する助成対象疾病で保険診療を受けた場合に、自己負担相当額の医療費を助成。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局保健事業課
令和２年度
事業評価書

番号療養援護対策事業

実施根拠

法律 条例 規則
具体的
名称

１　横浜市原子爆弾被爆者援護費支給要綱
２　横浜市原子爆弾被爆者に対するはり・きゅう・

マッサージ療養費助成要綱
３　横浜市被爆者の子に対する医療費助成要綱

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

3

法令等

その他

事
業
概
要
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（様式２－２）

７款 6項 4目 7 - 6 - 4

■ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

受診希望者の利便性に配慮した肝炎ウイルス検査を実施することで肝炎ウイルス陽性者を早期に発見するとともに、フォローアップ事
業を実施し、肝炎ウイルス陽性者を早期治療に繋げ、肝炎患者等の重症化予防を図ることを目的とする。

（1）肝炎ウイルス検査事業
（2）普及・啓発事業
（3）肝炎治療医療費助成事業（県事業受託事務）
（4）陽性者フォローアップ事業

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局保健事業課
令和２年度
事業評価書

番号C型肝炎等対策事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
肝炎対策基本法　特定感染症検査等事業実施要綱等

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

4

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

23,790人

目標

実績

受診者数
目標 25,000人 34,000人 28,000人 28,000人

実績 24,875人 22,937人 25,624人

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 137,252千円 167,849千円 137,603千円 140,594千円

支出済額 155,021千円 164,179千円 157,436千円 141,807千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 △ 17,769千円 3,670千円 △ 19,833千円 △ 1,213千円

0.8人

0.0人 0.0人

執行率（％） 113% 98% 114% 101%

人
件
費

一般職職員 0.8人 0.8人 0.8人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 羽田　政直 宮下　公一 八木　一磨

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

近年、C型肝炎については、治療薬の進歩が目覚ましく、新薬が続々と薬価収載されている。このため新薬による治療の医療費助成
等について、市民・医療機関共に関心が高く、問合せが増加しており、各福祉保健センター窓口での適切な情報提供が必要である。

事業目的に
対する
有効性

制度の情報、講演会等、事業の共催を含めた情報提供及び提案を行い、肝炎患者会、薬害肝炎弁護団、肝炎専門医のいる病院等と
の連携に努めている。これにより、肝炎ウイルス陽性者を早期に発見するとともに、肝炎ウイルス陽性者フォローアップが実施されてい
る。

本事業の
効率性・
類似性

肝炎ウイルス検査は国庫補助金を活用することで、限られた予算の中で効率的に運用している。検査陽性者への受診勧奨（フォロー
アップ事業）について、神奈川県等と協議を行い、県内統一の基準を作成するなど、効果的な事業を実施していく。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

 国及び県事業のため、実施していない。
（国：肝炎対策推進協議会、県：神奈川県肝炎対策協議会）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

肝炎ウイルス検査の実施により、肝炎の早期発見に繋がっているが、いまだ多くの潜在キャリアが存在していること、また診療が必要と
されたが医療機関へ受診せず重症化する人が多く存在することが課題となっている。県、医療機関等とさらなる連携を図り、陽性者の
フォローアップ事業の安定的な運営に向け、体制の充実が必要である。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 6,748千円 ▲ 15,629千円

課長 係長 係

概算人件費 7,020千円 7,033千円 7,028千円 7,028千円

総 事 業 費 162,041千円 171,212千円 164,464千円 148,835千円

増▲減 ― 9,171千円

再任用職員
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様式１

７－６－５ 1 公害健康被害補償事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]
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（様式２－２）

7 款 6 項 5 目 7 － 6 － 5

■ ■ □

□

■ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

▲ 15,954千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

25,994千円 31,332千円 43,301千円

4.0人

1.0人

執行率（％） 91% 95% 94% 92%

差▲引 53,502千円

0千円 0千円 0千円

人
件
費

一般職職員 4.0人

1.0人 1.0人

4.0人

再任用職員

4.0人

1.0人

概算人件費 39,669千円 39,946千円 39,934千円

565,449千円 549,495千円 571,116千円

本資料は、公正・適正に作成しました。 山田　洋 山脇　知恵 小酒井　学

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

法に基づき実施している事業のため、類似の事業はない。

法に基づき実施している事業のため、聴取する仕組みは想定していない。

更新手続きや住所変更手続きを行わない、主に若い認定患者への統一した横浜市の対応を決めていく必要がある。特に等級外の認
定患者は、治療を行わないと認定が取り消されるため、フォローを重点的に行う必要がある。高齢化に伴い、死亡が増えてくる中、死
因と認定疾病との関連性の判断が難しくなっている。検査受診勧奨を個別発送したり、更新や住所変更等の未手続き者に対して、変
更等手続き勧奨するなど、個別対応を継続していく。今後とも｢公害健康被害の補償等に関する法律」等に基づき、適正に執行してい
く必要がある。

係

事
業
実
績

達成指標

増▲減 ― 5,045千円 21,621千円

課長 係長

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 574,483千円

支出済額 531,182千円

574,237千円 551,497千円 540,893千円

520,735千円 525,503千円 509,561千円

繰越額 0千円

39,934千円

総 事 業 費 560,404千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

目標

実績

目標

実績

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他

事業の目的
(事業開始の

経緯）

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局保健事業課
令和２年度
事業評価書

番号公害健康被害補償事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称

事
業
概
要

昭和３０年代から４０年代前半にかけての高度経済成長のもとで、大気汚染による深刻な公害問題が発生し、地域住民の健康に被害
が生じるようになった。
昭和４６年には横浜市独自の「公害に係る健康被害の救済措置に関する規則」等が施行され、公害により健康を害した公害健康被害
者（以下「認定患者」という。）の救済措置が制度化され、本事業が開始された。

毎月２回の審査会を実施し、各種補償給付・支給等を実施した。

公害健康被害の補償等に関する法律・横浜市公害健康被害認定審
査会条例・横浜市公害健康被害診療報酬審査会条例
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様式１

７－７－１ 1 食品衛生監視等事業

７－７－１ 2 中央卸売市場本場食品衛生検査所費

７－７－１ 3 食の安全強化対策事業

７－７－１ 4 HACCP導入支援事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]

172



（様式２－２）

7 款 7 項 1 目 7 － 7 － 1

■ □ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　市民の食の安全安心を確保するため、食品衛生法等の規定に基づき、食品関係営業施設への監視指導や食品の抜き取り検査等
を実施する。

　食品関係営業の許認可等と施設への監視指導、食品等の抜取（収去）検査、違反食品等の発見・措置、食中毒の予防、カネミ油症
健康実態調査、食品衛生指導員による巡回指導の実施に伴う食品衛生協会への補助金交付、生活衛生業務システムの運用（保守
委託）、ノロウイルス食中毒対策周知・啓発事業に伴う巡回指導の委託

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局食品衛生課
令和２年度
事業評価書

番号食品衛生監視等事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
食品衛生法・カネミ油症患者に関する施策の推進に関する
基本的な指針  他

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

52,510

収去検査検体数（検
体）

目標 5,400 4,800 4,470 4,275

実績 4,113 4,497

監視指導件数（件）
目標 41,000 41,000 41,000 46,000

実績 46,347 50,715 51,086

4,331 4,133

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 37,862千円 28,308千円 47,017千円 46,751千円

支出済額 34,733千円 27,276千円 30,738千円 28,718千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 3,129千円 1,032千円 16,279千円 18,033千円

3.0人

1.0人 1.0人

執行率（％） 92% 96% 65% 61%

人
件
費

一般職職員 3.0人 3.0人 7.0人

1.0人 1.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 牛頭　文雄 佐藤　吏里 丸山　久美

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　食品関係営業施設に対する適切な許認可事務の執行及び監視指導により、無許可営業の排除及び食中毒等飲食に起因する健康
被害の発生防止並びに違反食品の排除が行われ、市民の食の安全・安心が確保される。

事業目的に
対する
有効性

　収去検査により違反品の発見・排除が出来ており、また、監視指導は食中毒等の発生防止に有効な事業である。

本事業の
効率性・
類似性

　食中毒予防の観点から営業内容や施設の特性に応じ、重点的に監視指導を行う施設の設定等、常に業務の効率化を念頭に事業
を計画する必要がある。なお、類似する事業はない。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　「食の安全に関するアンケート」の結果や外部委員で構成される附属機関「食の安全・安心推進横浜会議」での検討内容、シンポジ
ウム及び監視指導計画への市民意見等を施策に反映している。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

鶏肉や魚介類を原因とした食中毒の増加など、緊急に対応が必要な事案が発生しており、営業者及び消費者への啓発並びに営業
者への監視指導の強化が求められている。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

38,596千円 ▲ 37,160千円

課長 係長 食品衛生係

概算人件費 30,894千円 31,155千円 66,289千円 31,149千円

総 事 業 費 65,627千円 58,431千円 97,027千円 59,867千円

増▲減 ― ▲ 7,196千円

再任用職員

173



（様式２－２）

7 款 7 項 1 目 7 － 7 － 1

■ ■ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　昭和45年、市場内流通食品の衛生確保を図る目的で、本場食品衛生検査所を設置し事業を開始した。
　昭和48年、同目的で南部市場に南部市場食品衛生検査所を設置して事業を開始したが、平成26年度末の南部市場廃止とともに、
同検査所は閉所した。しかしながら、南部市場跡地では荷の物流が継続し、営業施設も存続していることから、平成27年度から本場食
品衛生検査所からの出張により、市場全体の食の安全確保を図る体制を整備し、事業を継続している。
　市場に入荷する食品の抜取検査を行い、違反不良食品の発見排除をするとともに、市場の食品関係事業者に対する監視指導及び
衛生教育等を実施し、食中毒等の食に起因する健康危害の未然防止を図った。また、市場開設者（経済局）と連携して、食品の検査
結果や衛生管理の重要性などを市場関係業者や消費者に対し情報提供を行った。
　平成27年度から、本場食品衛生検査所から出張して、抜取検査及び監視指導を実施し、市場全体の食の安全確保を図った。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局食品衛生課
令和２年度
事業評価書

番号中央卸売市場本場食品衛生検査所費

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
食品衛生法、神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例、魚介類行
商等に関する条例、食品安全基本法、食品表示法等

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

2

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

13,169

検査実施検体数
（件）

目標 2,800 2,800 2,800 2,350

実績 1,921 2,139

監視件数（件）
目標 12,200 13,500 13,500 13,500

実績 13,345 14,418 14,111

2,335 2,405

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 41,913千円 36,615千円 33,904千円 34,775千円

支出済額 37,748千円 30,807千円 30,687千円 28,997千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 4,165千円 5,808千円 3,217千円 5,778千円

13.0人

3.0人 3.0人

執行率（％） 90% 84% 91% 83%

人
件
費

一般職職員 14.0人 14.0人 13.0人

1.0人 2.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 鳥海　正次 太田　嘉 本田　勝久

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　農林水産省卸売市場整備基本指針に基づき、検査体制を整えて市場を流通する食品の検査を行うことは、食の安全安心を確保す
る上で必要である。
　荷の物流が継続し、営業施設も存続する南部市場跡地について、健康福祉局（本場食品衛生検査所）で、引き続き食品の検査、監
視指導を実施し一層の食の安全確保を図ることは、市場開設運営を担う経済局の意向でもある。

事業目的に
対する
有効性

　量販店や一般小売店等に流通する前の市場及び跡地に入荷する食品に対して監視指導、抜取検査を行うことは、食中毒等の食に
起因する健康危害の未然防止のために極めて意義がある。

本事業の
効率性・
類似性

　市場内に食品衛生検査所を設置し、早朝からの監視指導や抜取検査を行うことは市場流通食品の安全を確保する上で非常に効果
的である。なお、類似する事業はない。
　跡地の食の安全確保を図る本場食品衛生検査所の体制についても、効率的に実施できていると考えている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　「食の安全に関するアンケート」の結果や外部委員で構成される付属機関「食の安全・安心推進横浜会議」での検討内容やシンポジ
ウム及び監視指導計画への市民意見等を施策に反映している。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　水産及び青果を取り扱う横浜市唯一の中央卸売市場として、「食の安心安全は市場から」を合言葉に市場関係団体及び経済局と連
携して、食品取扱施設の衛生管理の徹底を図るとともに、市民にも食の安全性の確保に関する情報を提供していく。
　跡地は、今後も本場の市場外指定保管場所等として使用され、継続した食の安全確保事業が必要と考えている。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 4,171千円 ▲ 1,690千円

課長 係長 係

概算人件費 127,419千円 132,638千円 128,587千円 128,587千円

総 事 業 費 165,167千円 163,445千円 159,274千円 157,584千円

増▲減 ― ▲ 1,722千円

再任用職員
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（様式２－２）

7 款 7 項 1 目 7 － 7 － 1

■ □ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）
　食の安全対策を強化することを目的とし、平成20年度に検査に関係する事業を統合した。

カンピロバクター・O157等食中毒予防対策事業、残留農薬検査事業、動物用医薬品検査事業、ノロウイルス食中毒予防対策事業、
アレルギー原因物質・遺伝子組換え食品検査事業、魚介類の新たな寄生虫に対する検査事業、カビ毒検査事業

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局食品衛生課
令和２年度
事業評価書

番号食の安全強化対策事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
食品衛生法（同法施行令、施行規則）等

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

3

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

844検体

食の安全強化対策
事業施設監視数

目標 9,500施設 10,100施設 12,200施設 13,500施設

実績 11,548施設 14,020施設

食の安全強化対策
事業検査検体数

目標 843検体 883検体 853検体 853検体

実績 1,132検体 873検体 841検体

14,940施設 14,117施設

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 76,386千円 81,205千円 80,016千円 81,882千円

支出済額 69,921千円 76,040千円 73,949千円 74,708千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 6,465千円 5,165千円 6,067千円 7,174千円

5.0人

0.0人 0.0人

執行率（％） 92% 94% 92% 91%

人
件
費

一般職職員 5.0人 5.0人 5.0人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 牛頭　文雄 中条　圭伺 四反田　紗矢

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　市内に流通する食品を検査することで不良食品を排除することは、市民の健康を守り、食の安全安心を確保する上で必要である。

事業目的に
対する
有効性

　検査により不良食品を排除することで、市内に流通する食品の安全確保が図られている。

本事業の
効率性・
類似性

　本市で生産される農畜水産物や市内流通食品については、本市が主体的に検査することで、その後の指導や対応に迅速につなげ
ることができる。また、本市では他に類似する事業はない。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　「食の安全に関するアンケート」の結果、外部委員で構成される付属機関「食の安全・安心推進横浜会議」での検討内容、シンポジウ
ム及び監視指導計画への市民意見等を施策に反映している。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　食品に関する事故や違反は後を絶たず、毎年のように新しい課題が生じている。また、市民の食の安全安心に対する関心は高いた
め、常に新しい情報を収集して迅速に検査体制を整備し、対応していくことが必要である。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 2,121千円 759千円

課長 係長 係

概算人件費 43,875千円 43,955千円 43,925千円 43,925千円

総 事 業 費 113,796千円 119,995千円 117,874千円 118,633千円

増▲減 ― 6,199千円

再任用職員
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（様式２－１）

款 7 項 1 目 7 － 7 － 1

■ □ □

□

■ 有 □ 無

令和元年度
事業名

所管区局・課

本資料は、公正・適正に作成しました。 牛頭　文雄 瀬戸　理恵 内田　麻由子

課長 係長 食品衛生係

総 事 業 費 52,775千円

増▲減 52,775千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

健康福祉局食品衛生課
ＨＡＣＣＰ導入支援事業

事
業
実
績

事
業
概
要

中期４か年計
画の指標、想

定事業量

具体的な
事業内容

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　
中期計画
関連事業

平成30年度 令和元年度

人
件
費

現計予算額 11,031千円

執行率（％）

支出済額 8,850千円

繰越額

(1) HACCP制度化の周知・啓発
(2) HACCP導入確認
(3) HACCP導入に関する技術的支援

―

概算人件費

一般職職員

2,181千円差▲引

0.0人

0千円

令和２年度 令和３年度

実施根拠

具体的
名称

事業の目的

食品衛生法

　食品衛生法の改正により、令和３年までに飲食店を含む原則全ての食品等事業者が衛生管理の国際標準であるHACCPを行う必要
がある。市内約75,000件の食品等事業者に制度を周知するとともに、より安全な食品の調理・製造につながるようHACCP導入指導及
び技術的支援を実施することにより食中毒発生を防止する。

法律 条例 規則

中期計画
政策

施策（事業）

備考 ※本事業は、政策の目標・方向性に直接寄与するため、指標の記載はいたしません。

想定事業量 計画策定時 令和元年度 目標値

ＨＡＣＣＰ導入指導件数 606件/年（29年度） 18,361件 9,600件/年

中期４か年計画の
目標・方向性を踏まえた
具体的な成果や課題

中期４か年計画政策15の主な施策「食の安全・安心の推進」想定事業量であるHACCP導入指導に関しては、令和元年度に予
定していた9,600件を超える18,361件について実施することができた。
引き続き、HACCP制度化に係る経過措置期間が終了する令和３年までに制度化の対象となる全ての市内食品事業者が確実
にHACCPを導入できるよう、効率的に指導を進めていく。

講習会の実施等、引き続き効率的にHACCP導入指導及び確認を推進していく。また、HACCPに関するチラシ類の多言語化等、より
多くの事業者への導入を目指す。

43,925千円

80%

再任用職員

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する有効

性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

市内の食品等事業者が改正食品衛生法で定められたHACCPによる衛生管理を確実に導入できるよう支援することで、市民の食の安
全・安心が確保される。

HACCP制度化の周知及び導入指導、導入確認を行うことで、HACCPによる衛生管理を実施する食品事業者が増加しているため、有
効な事業である。

多くの施設にHACCPを導入するために、効率的に事業を計画する必要がある。なお、類似する事業はない。

外部委員で構成される附属機関「食の安全・安心推進横浜会議」や食品関係団体から意見を聴取し、施策に反映している。また、監
視指導計画への市民意見等を施策に反映している。

5.0人

4

健康づくりと健康危機管理などによる市民の安心確保

食の安全・安心の推進

指　標 計画策定時 令和元年度 目標値

- - - -

令和２年度
事業評価書番号

法令等

その他

政策番号

主な施策（事業）番号

15

4

7
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様式１

7－7－2 1 管理費

7－7－2 2 試験検査費

7－7－2 3 衛生研究所試験検査機器維持整備事業費

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]

177



（様式２－２）

7 款 7 項 2 目 7 － 7 － 2

□ ■ ■

■

□ 法令に基づく義務的経費 ■ 内部事務経費のみ

□ 有 □ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

5,774千円 1,894千円

課長 係長 係

概算人件費 44,040千円 43,875千円 43,955千円 43,955千円

総 事 業 費 146,361千円 148,156千円 153,930千円 155,824千円

増▲減 ― 1,795千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 岩澤　健司 野崎　博幸 木田　美都

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

本事業の
効率性・
類似性

衛生研究所の試験検査機能を発揮するために必要な管理・運営については、一定の成果を得ているものと考える。全体の事業が必
要な固定経費であるため、削減できる部分は実行済みである。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

平成26年度に現在の施設（金沢区富岡東）へ移転し、、点検費及び点検数が増加している。今後、長期的に安定した施設経営を行っ
ていく上で、管理保守委託を要する機器のリストアップや点検頻度の検討等を更に継続して実施し、庁舎維持管理費を精査していく。

差▲引 19,892千円 10,393千円 368千円 △ 976千円

5.0人

0.0人 0.0人

執行率（％） 84% 91% 100% 101%

人
件
費

一般職職員 5.0人 5.0人 5.0人

0.0人 0.0人

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 122,213千円 114,674千円 110,343千円 110,893千円

支出済額 102,321千円 104,281千円 109,975千円 111,869千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

目標

実績

目標

実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）

昭和31年地方自治法の改正による県から市への食品衛生検査業務移譲に伴い、神奈川県衛生研究所の一部を借用して検査業務を
開始。昭和34年３月、広く公衆衛生上の諸問題に対応するため、旧南保健所庁舎（南区中村町）を改修して移転し、横浜市衛生研究
所へ改称。

衛生研究所の運営、建物設備管理等:
嘱託員雇用、事務消耗品購入、光熱水費、通信運搬、庁舎管理関係委託、各種協議会会費・負担金等の衛生研究所の管理・運営
にかかる経費。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

衛生研究所管理課

令和２年度
事業評価書

番号管理費

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市衛生研究所条例、横浜市衛生研究所条例施行規則、
地方衛生研究所設置要綱

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他
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（様式２－２）

7 款 7 項 2 目 7 － 7 － 2

■ □ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

市民の安全、安心を確保する本市の公衆衛生行政を科学的・技術的に支援するため、保健所・区福祉保健センターから持ち込まれる
検体の試験検査を実施し、その科学的データを通して保健所・区福祉保健センターが実施する指導助言の根拠を提供することを目
的とした事業である。

①食品等の行政検査及び企業や市民からの依頼検査
②新興・再興感染症や大規模食中毒等の健康危機管理対策及び感染症法に基づく適正な管理に適合するための設備メンテナンス
の実施
③厚生労働省受託事業（食品の長期保管事業）
特定の有害物質の汚染が明らかになった場合に、保管しておいた食品等の検査を実施して、過去の暴露状況を把握する。当所で
は、そのためのサンプル採取、冷凍施設へ送付を行う。

なお、本事業と次の事業中の検査は衛生研究所が行う検査として密接不可分なため、これら検査実績をまとめて本事業「事業実績」
に掲載します。
○771-01食品衛生監視等事業　○771-03食品の放射性物質検査事業　○771-08食の安全強化対策事業　○774-01環境衛生監視指導事業　○774-02居住衛生対策事業
○774-05建築物衛生対策事業　○761-02結核医療・健康管理事業 ○761-03感染症発生動向調査事業　○761-04感染症・食中毒対策事業
○761-05エイズ・性感染症予防対策事業　○761-20医薬品等の安全性確保対策事業

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局　衛生研究所

微生物検査研究課
理化学検査研究課

令和２年度
事業評価書

番号試験検査費

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
食品衛生法、水道法、感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律等

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

2

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

95,728

健康危機検査数
(件）

目標 4,780 4,780 4,780 4,780

実績 6,591 3,414

検査項目(件）
目標 102,454 102,454 102,454 102,454

実績 109,841 88,571 95,524

3,283 2,955

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 27,054千円 31,194千円 30,300千円 30,597千円

支出済額 25,377千円 32,202千円 30,669千円 28,269千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 1,677千円 △ 1,008千円 △ 369千円 2,328千円

40.0人

3.0人 2.0人

執行率（％） 94% 103% 101% 92%

人
件
費

一般職職員 41.0人 41.0人 38.0人

1.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。
田中　伸子
河野　誠

宇宿　秀三 佐藤　弘樹

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

市民の安全、安心を守るための行政検査や感染症、食中毒等健康危機発生時の原因究明は行政が迅速かつ正確に行うことが求め
られている。また、そのためには精度管理や設備のメンテナンスは必須となっている。なお、企業や市民からの依頼検査は、民間検査
機関で実施していない場合などに限って実施している。

事業目的に
対する
有効性

行政ニーズに対応した試験検査を通じて、行政機関に科学的データを提供するとともに、健康危機管理発生時には緊急検査を実施
し、迅速かつ正確に原因を究明し、保健所が行う行政処分等の科学的根拠とする役割を果たしている。

本事業の
効率性・
類似性

新興・再興感染症の出現、市民の健康や安全に関わるニーズの高度化、多様化に伴い、試験検査内容もこれらに対応していく必要
があるが、検査機器の共有化など検査機器購入費やメンテナンス費用を抑える検討が必要となっている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

直接的に市民等の意見を反映する仕組みはないが、保健所が市民等の意見を反映させた監視指導計画に基づく検査や法に規定す
る感染症や食中毒の原因究明のため、検査を実施している。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

健康危機など市民の安全、安心を確保するため、行政検査や緊急検査を引き続き行っていく。また、検査の信頼性を維持、向上する
ため、機器、設備のメンテナンスは必須であるが、可能な限り検査機器の共有化を実施し、保有機器を抑制していく。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 13,752千円 10,376千円

課長 係長 係

概算人件費 364,344千円 360,431千円 348,212千円 360,988千円

総 事 業 費 389,721千円 392,633千円 378,881千円 389,257千円

増▲減 ― 2,912千円

再任用職員
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（様式２－２）

7 款 7 項 2 目 7 － 7 － 2

■ ■ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

市民の安全、安心を守るための行政検査や感染症、食中毒等健康危機発生時の原因究明は行政が迅速かつ正確に行うことが求め
られているため、試験検査機器の整備・更新は必須である。

試験検査機器の整備・更新を計画的に行うことで、機器の老朽化に伴う故障や不安定化を未然に防ぎ、試験検査業務の迅速性及び
信頼性を確保している。

試験検査機器の共有化などにより、機器購入費等を抑制できるか検討する必要がある。

差▲引 4,071千円 249千円 1,677千円 3,390千円

47.0人

執行率（％） 94% 100% 97% 95%

人
件
費

一般職職員 44.0人

0.0人

直接的に市民等の意見を反映する仕組みはないが、保健所が市民等の意見を反映させた監視指導計画に基づく検査や法に規定す
る感染症や食中毒の原因究明のため検査を行うにあたり機器整備を実施している。

岩澤　健司 野崎　博幸 木田　美都本資料は、公正・適正に作成しました。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

事業目的に
対する
有効性

本事業の
効率性・
類似性

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

機器整備状況の見直しを継続的に行い、事業内容の検討と合わせて機器整備導入を計画的に進めていく。

16件

69,668千円 66,953千円 62,539千円

65,597千円 66,704千円 60,862千円

0千円 0千円 0千円

26件

17件

継続 45件
新規・更新 5件

継続 40件
新規・更新 2件

継続 32件
新規・更新 2件

継続 44件
新規・更新 5件

継続 39件
新規・更新 2件

25件 30件

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 18,097千円 20,093千円

課長 係長 係

概算人件費 416,994千円 413,177千円 400,922千円 422,483千円

総 事 業 費 482,591千円 479,881千円 461,784千円 481,877千円

増▲減 ― ▲ 2,710千円

再任用職員

条例 規則

3.0人

47.0人 47.0人

1.0人 2.0人

現計予算額 62,784千円

支出済額 59,394千円

繰越額 0千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

備品購入件数

機器リース件数
継続 40件

新規・更新 2件

16件

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

法令等

その他

市民の健康安全確保・健康危機管理において、保健所の収去品の検査をはじめとした、各種試験検査に不可欠な機器の整備・更新
を実施し、検査の迅速性及び信頼性確保を図る。

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

継続 26件
新規・更新 4件

目標 25件

実績

目標
継続 26件

新規・更新 4件

実績

14件

衛生研究所試験検査機器維持整備事業費

法律

事業の目的
(事業開始の

経緯）

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
令和２年度
事業評価書

番号

実施根拠
具体的
名称

健康福祉局
衛生研究所管理課 3

横浜市衛生研究所条例、食品衛生法

昭和43年に、現施設を整備。以降40年以上にわたり、食品衛生をはじめとした健康安全確保・健康危機管理に係る試験検査・調査研
究等の業務を実施。
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様式１

７－７－３ 1 食肉衛生検査事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]
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（様式２－２）

7 款 7 項 3 目 7 － 7 － 3

■ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

493千円 5,376千円

課長 係長 係

概算人件費 151,568千円 152,070千円 151,983千円 151,983千円

総 事 業 費 212,695千円 207,163千円 207,656千円 213,032千円

増▲減 ― ▲ 5,533千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 松野　桂 成田　俊之 鈴木　孝史

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

と畜場法に基づき、食肉動物の全頭と畜検査が義務付けられている。そのため本事業を終了した場合、市民に対し、安全な食肉の供
給・流通ができなくなる。

事業目的に
対する
有効性

食肉市場に搬入される食肉動物のと畜検査を適確に行うことにより、食肉衛生上の危害発生が防止でき、安全な食肉の供給・流通が
実現できる。

本事業の
効率性・
類似性

当検査所は、市内に１箇所しかなく類似する事業は他にない。今後も食肉動物の新たな感染症が発生する可能性もあり、検査業務が
高度化、複雑化することは避けられず、より分析機能の高い機器を導入することにより、業務の効率を図りたい。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

①本市ホームページ「食の安全ヨコハマWeb」に次年度の食品衛生監視指導計画案を掲載し、市民からの意見募集を行っている（パ
ブリックコメント）。
②「食の安全を考えるシンポジウム」を開催し、出席者との意見交換を行っている（リスクコミュニケーション）。
③外部有識者で構成される「食の安全・安心推進横浜会議」を設置し、専門的かつ客観的な立場から意見を収集し、施策に反映して
いる。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

国が定める検査方法（公定法）に対応するため、必要な検査機器を配備し、検査精度の信頼性確保に努めていく必要がある。

差▲引 2,275千円 2,347千円 1,935千円 2,602千円

16.7人

1.1人 1.1人

執行率（％） 96% 96% 97% 96%

人
件
費

一般職職員 16.7人 16.7人 16.7人

1.1人 1.1人

152,404

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 63,402千円 57,440千円 57,608千円 63,651千円

支出済額 61,127千円 55,093千円 55,673千円 61,049千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

158,875

目標

実績

と畜検査頭数（頭）
目標 143,777 145,466 145,798 146,080

実績 144,935 144,903

事業の目的
(事業開始の

経緯）

と畜場法に基づき食肉市場に搬入される食肉動物のと畜検査を行うほか、食品衛生法や食鳥検査法による衛生指導、収去検査等を
実施する。

①と畜検査及び微生物・病理組織・理化学検査の実施、②検査結果に基づく、と畜解体禁止、隔離、廃棄、消毒及び関係違反者の
行政処分、③横浜市中央と畜場及び横浜市食肉市場の衛生管理指導、④食肉動物及び食肉類の衛生に関する検査、試験、研究の
実施、⑤食鳥処理場の監視指導及び食鳥肉の収去検査、⑥輸出食肉に関する監視、証明書発行、⑦ＨＡＣＣＰの導入促進

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

食肉衛生検査所

令和２年度
事業評価書

番号食肉衛生検査事業

実施根拠
法律 条例 規則

具体的
名称

と畜場法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法
律、食品衛生法、横浜市食肉衛生検査所条例、横浜市食肉
衛生検査所長委任規則、横浜市食肉衛生検査所処務規定

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他
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様式１

７－７－４ 1 公衆浴場確保対策事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉 局]

183



（様式２－２）

7 款 7 項 4 目 7 - 7 - 4

■ □ □

■

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

池田　進 私市　正利 龍田　季代子

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 2,158千円 1,415千円

57,036千円 54,878千円 56,293千円

93% 100%

人
件
費

一般職職員 1.0人 1.0人 1.0人

50,006千円 48,245千円

差▲引

執行率（％）

159千円 1,903千円 3,379千円 1千円

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律に沿った事業であるため。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

本事業は市民生活の衛生確保には欠かせない事業であり、横浜市浴場協同組合とも密に連携し、今後も引き続き実施する方針。

増▲減 ― ▲ 1,745千円

本市が行う
必要性

公衆浴場は、市民生活の衛生確保という面で重要な施設である。特に自宅にお風呂を持たない人の日常生活においては欠くことの
できない施設であり、また最近では近隣住民にとってのコミュニケーションの場としての役割もある。しかしながら公衆浴場の経営は厳
しく、施設の減少に歯止めをかけるためには本事業が必要となっている。

事業目的に
対する
有効性

設備改善補助費により、内外装の設備改善が実施しやすくなり、また衛生向上対策費により、安全な水質の確保が出来る等、衛生面
の向上にも有効。公衆浴場の経営は年々厳しくなっており、数種類の補助金を活用することで、経営を様々な角度から支援できる。

100% 96%

総 事 業 費

本事業の
効率性・
類似性

一定条件の公衆浴場に対して一律的に助成されるものと、設備改善等を行った公衆浴場に対して個々に助成されるもの等があり、効
率的な事業を行っている。また本事業については他事業と重複する内容はなく独自性が高い。

1.0人

0.0人 0.0人再任用職員 0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

課長 係長 係

概算人件費 8,775千円 8,791千円 8,791千円 8,791千円

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度

支出済額

58,781千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

平成30年度

現計予算額

平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

59

予算作成時 予算作成時 予算作成時

46,087千円 47,502千円

50,165千円 50,148千円 49,466千円 47,503千円

73 67 66

令和元年度

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課 健康福祉局　生活衛生課
令和２年度
事業評価書

番号公衆浴場確保対策事業 1

70 67

浴場施設数（参考）

事業の目的
(事業開始の

経緯）

公衆浴場は、市民生活の衛生確保、特に自宅にお風呂を持たない人の日常生活においては欠くことのできない施設である。公衆浴場の地域での
役割や必要性、また生活水準の向上に伴う利用者の減少等を考慮し、昭和48年度から助成を行っている。「公衆浴場の確保のための特別措置に
関する法律」が昭和56年に制定され、「横浜市公衆浴場補助金交付要綱」を平成９年に施行したことにより、公衆浴場側が必要とする具体的な助
成が行えるようになった。

・内外装、給水湯の設備改善費に対する補助　・市内公衆浴場の活性化援助として、５月の菖蒲湯経費補助
・公衆浴場設備の改善資金に係る利子の１／２以内を補助　・市内公衆浴場に対して、消毒薬等購入費及び水質検査費補助
・半径500m以内に他の浴場が無く、１日に平均利用者数が120人以下の浴場に対する補助
・浴場協同組合が行うPR等利用促進事業に対し経費の一部を補助

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

指標名（単位）

予算作成時

81 78

補助金対象時点 補助金対象時点 補助金対象時点 補助金対象時点

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律（昭和56年6月9日法律第
68号）、横浜市公衆浴場補助金交付要綱（平成9年10月1日施行）

法令等

その他

184



様式１

７－７－５ 1 墓地・霊堂事業

７－７－５ 2 久保山斎場運営事業

７－７－５ 3 南部斎場運営事業

７－７－５ 4 北部斎場運営事業

７－７－５ 5 戸塚斎場運営事業

７－７－５ 6 市営斎場利用環境向上等事業

７－７－５ 7 大規模施設跡地墓地整備事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]
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（様式２－２）

7 款 7 項 5 目 7 － 7 － 5

■ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

　明治７年の久保山墓地開設に伴い、墓地の管理運営を開始し、その後、根岸外国人墓地(明治35年開設)、三ツ沢墓地(明治41年開
設)及び日野公園墓地(昭和８年開設）の管理運営を実施している。
　さらに、久保山霊堂(昭和32年開設)の管理運営も実施している。

・墓地・霊堂の管理運営及び埋葬等が、市民の宗教的な感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の見地から永続的かつ安定的に
行われるよう、墓地及び霊堂施設の維持・運営管理等を行う。
・墓地・埋葬等に関する法律に基づき、申請受付、台帳管理を行うとともに、使用者の実態を調査した上で使用者から墓地使用料及
び墓地管理料を徴収し、墓地管理に係る負担の適正化を図る。
・老朽化している墓参環境や墓参道の安全性確保や墓地使用者の利便性向上のため、墓地の維持補修等のインフラ整備等を行う。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
環境施設課

令和２年度
事業評価書

番号墓地・霊堂事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
墓地、埋葬等に関する法律、同施行規則、横浜市墓地及び納骨堂
に関する条例、同施行規則、横浜市斎場条例、同施行規則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

86.7%

霊堂使用料
（徴収率、％）

目標 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

実績 100.0% 99.8%

墓地管理料
（徴収率、％）

目標 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%

実績 88.1% 87.5% 86.9%

99.5% 100.0%

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 343,243千円 358,016千円 314,237千円 310,482千円

支出済額 296,580千円 337,691千円 294,317千円 312,547千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 46,663千円 20,325千円 19,920千円 △ 2,065千円

5.0人

2.0人 3.0人

執行率（％） 86% 94% 94% 101%

人
件
費

一般職職員 5.5人 2.5人 4.5人

4.5人 2.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 半田　恒太郎 芝　幸助 太田　涼輔

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

・墓地等の公共性、公益性を理由に「墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則」（厚生省通知　平成12年12月６日生衛発
第1764号「墓地経営・管理の指針等について」）とされており、市営墓地・霊堂の管理運営及び埋葬等は、本市が永続的かつ安定的
に実施していく必要がある。

事業目的に
対する
有効性

・墓地管理に係る負担の適正化を図るため、平成20年度から墓地管理料の徴収を開始し、平成27年度からは管理料未納者に対する
督促を開始している。
・高齢化の進展に伴う死亡者数の増加等により年々増加傾向である墓地需要に対し、継続的な供給ができている。

本事業の
効率性・
類似性

　毎年限られた予算で周辺住民や利用者からの要望等も踏まえながら優先順位をつけ整備工事や伐採、清掃等を行っているが、広
範囲に及ぶ墓地の植栽管理や墓石倒壊等への対応は職員が手作業で行っており、維持整備に係る職員の負担が大きい。
　また、墓地使用者の利便性向上及び墓地管理料の徴収率向上のため、平成30年度分以降の管理料について口座振替による納入
を導入した。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

・窓口等でいただいた様々な御意見や地元要望を事業に反映している。また、５年に一度、横浜市墓地に関する市民アンケート調査
を実施し、墓地行政に係る市民の考えやニーズを把握し、将来の墓地需要数や供給方策の検討を行っている。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

・管理料徴収率向上に向け、平成30年度分以降の墓地管理料について口座振替による納入を導入したが、電話納付案内の活用等、
徴収方法の更なる効率化等を検討していく必要がある。
・墓地の法面や霊堂設備は著しく老朽化しており、災害発生や設備故障の危険性がますます増加している。インフラ整備や設備修繕
等は進めているものの、限られた予算の中で広範囲な墓地のインフラ整備や大規模施設修繕等を行っていくための方策を検討してい
く必要がある。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 25,795千円 27,417千円

課長 係長 施設係

概算人件費 68,823千円 31,542千円 49,121千円 58,307千円

総 事 業 費 365,403千円 369,233千円 343,438千円 370,854千円

増▲減 ― 3,830千円

再任用職員
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（様式２－２）

7 款 7 項 5 目 7 － 7 － 5

■ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 34,628千円 17,067千円

課長 係長 施設係

概算人件費 17,550千円 17,582千円 17,570千円 17,570千円

総 事 業 費 440,925千円 441,633千円 407,005千円 424,072千円

増▲減 ― 708千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 半田　恒太郎 田島　彰 奥村　洋一

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　旧厚生省通知において「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可は、原則として市町村等の地方公共団体に与えるものとし、これに
よりがたい場合であっても宗教法人、公益法人に限る」とされており、地方公共団体として市内の火葬需要に継続的に対応する責務が
あり、かつ公衆衛生の見地からも火葬行政を継続する必要がある。

事業目的に
対する
有効性

　市営斎場の運営を通じ、高齢化の進展に伴う死亡者数の増加等により年々増加傾向である火葬需要に継続的かつ有効に対応でき
ている。
　なお、事業目標は最新の市内死亡者数推移(政策局統計情報課「人口動態」)を踏まえ、毎年設定している。

本事業の
効率性・
類似性

　今後ますます増え続けていく火葬需要に対応するため、月単位の火葬需要予測を基にした火葬受付枠の設定や、斎場の修繕期間
時には他斎場の火葬受付枠を増減するなど、斎場運営方法の見直し・効率化等を行っている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　特別な仕組みはないが、窓口等でいただいた様々な御意見を斎場運営に反映するよう努めている。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　増加する火葬需要に対応するため、令和元年度は繁忙期における15：30からの火葬枠を新たに設定した。引き続き、運営方法の更
なる見直しを検討していくことで、今後も安定した火葬行政を確保する必要がある。
　またハード面についても、斎場設備の早急な小破修繕を講じて施設設備の老朽化対応や予防保全等を積極的に行っていく必要が
あるほか、限られた予算の中で他の斎場施設設備と比較を行いながら、課全体で優先順位を付けて大規模な予防保全・長寿命化対
策等も検討していく必要がある。

差▲引 21,445千円 6,812千円 67,625千円 47,639千円

2.0人

0.0人 0.0人

執行率（％） 95% 98% 85% 90%

人
件
費

一般職職員 2.0人 2.0人 2.0人

0.0人 0.0人

9,314体

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 444,820千円 430,863千円 457,060千円 454,141千円

支出済額 423,375千円 424,051千円 389,435千円 406,502千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

9,798体

目標

実績

火葬件数
目標 9,460体 9,656体 9,964体 10,110体

実績 8,985体 9,183体

事業の目的
(事業開始の

経緯）
　横浜市の中央地域における人口増加や高齢者数の増加に伴い、火葬需要に対応するために開設された。

　市民の宗教的な感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、斎場の管理運営及び火葬業務を支障なく行う。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
環境施設課

令和２年度
事業評価書

番号久保山斎場運営事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
墓地、埋葬等に関する法律、同施行規則、横浜市斎場条
例、同施行規則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

2

法令等

その他
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（様式２－２）

7 款 7 項 5 目 7 － 7 － 5

■ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）
　横浜市南部地域における人口増加や高齢者数の増加に伴い、主に横浜市南部方面の火葬需要に対応するために開設された。

　市民の宗教的な感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、斎場の管理運営及び火葬業務を支障なく行う。
　また、敷地内に併設された葬祭ホールの提供により、市民サービスの向上を図る。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
環境施設課

令和２年度
事業評価書

番号南部斎場運営事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
墓地、埋葬等に関する法律、同施行規則、横浜市斎場条
例、同施行規則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

3

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

6,300体

葬祭ホール件数
（件）

目標 638件 688件 636件 645件

実績 625件 608件

火葬件数
目標 6,627体 6,957体 6,949体 7,050体

実績 6,296体 6,493体 6,597体

612件 541件

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 336,628千円 485,682千円 381,717千円 365,378千円

支出済額 354,642千円 425,192千円 367,106千円 338,203千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 △ 18,014千円 60,490千円 14,611千円 27,175千円

2.0人

0.0人 0.0人

執行率（％） 105% 88% 96% 93%

人
件
費

一般職職員 2.0人 2.0人 2.0人

0.0人 0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 半田　恒太郎 田島　彰 奥村　洋一

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　旧厚生省通知において「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可は、原則として市町村等の地方公共団体に与えるものとし、これに
よりがたい場合であっても宗教法人、公益法人に限る」とされており、地方公共団体として市内の火葬需要に継続的に対応する責務が
あり、かつ公衆衛生の見地からも火葬行政を継続する必要がある。

事業目的に
対する
有効性

　市営斎場の運営を通じ、高齢化の進展に伴う死亡者数の増加等により年々増加傾向である火葬需要に継続的かつ有効に対応でき
ている。
　また、敷地内に併設された葬祭ホールを提供することで、使用者の利便性向上に資することが出来ている。
　なお、事業目標は最新の市内死亡者数推移(政策局統計情報課「人口動態」)を踏まえ、毎年設定している。

本事業の
効率性・
類似性

　今後ますます増え続けていく火葬需要に対応するため、月単位の火葬需要予測を基にした火葬受付枠の設定や、斎場の修繕期間
時には他斎場の火葬受付枠を増減するなど、斎場運営方法の見直し・効率化等を行っている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　年に数回、地元自治会との協議の場として、連絡協議会を開催し、南部斎場の事業実績等を報告して、要望等があれば改善してい
る。また、窓口等でいただいた会葬者や葬祭業者からのご意見を斎場運営に反映するよう努めている。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　増加する火葬需要に対応するため、令和元年７月以降、特別枠（休憩室を使用しない火葬枠）の運用を通じて火葬枠の拡大を図っ
た。引き続き、運営方法の更なる見直しを検討していくことで、今後も安定した火葬行政を確保する必要がある。
　またハード面については、令和元年度に内装改修及びトイレ洋式化工事を実施し、利用環境の向上を図った。引き続き、斎場設備
の早急な小破修繕を講じて施設設備の老朽化対応や予防保全等を積極的に行っていく必要があるほか、限られた予算の中で他の
斎場施設設備と比較を行いながら、課全体で優先順位を付けて大規模な予防保全・長寿命化対策等も検討していく必要がある。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 58,098千円 ▲ 28,903千円

課長 係長 施設係

概算人件費 17,550千円 17,582千円 17,570千円 17,570千円

総 事 業 費 372,192千円 442,774千円 384,676千円 355,773千円

増▲減 ― 70,582千円

再任用職員

188



（様式２－２）

7 款 7 項 5 目 7 － 7 － 5

■ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）
　横浜市北部地域における人口増加や高齢者数の増加に伴い、主に横浜市北部方面の火葬需要に対応するために開設された。

　市民の宗教的な感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、斎場の管理運営及び火葬業務を支障なく行う。
　また、敷地内に併設された葬祭ホールの提供により、市民サービスの向上を図る。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
環境施設課

令和２年度
事業評価書

番号北部斎場運営事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
墓地、埋葬等に関する法律、同施行規則、横浜市斎場条
例、同施行規則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

4

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

10,408体

葬祭ホール件数
（件）

目標 1,237件 1,402件 1,278件 1,296件

実績 1,260件 1,238件

火葬件数
目標 9,856体 10,370体 10,787体 10,945体

実績 9,395体 9,677体 10,198体

1,261件 1,218件

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 572,794千円 619,166千円 615,869千円 604,954千円

支出済額 566,176千円 626,629千円 616,158千円 552,678千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 6,618千円 △ 7,463千円 △ 289千円 338,203千円

2.0人

1.0人 1.0人

執行率（％） 99% 101% 100% 91%

人
件
費

一般職職員 2.0人 2.0人 2.0人

1.0人 1.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 半田　恒太郎 田島　彰 奥村　洋一

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　旧厚生省通知において「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可は、原則として市町村等の地方公共団体に与えるものとし、これに
よりがたい場合であっても宗教法人、公益法人に限る」とされており、地方公共団体として市内の火葬需要に継続的に対応する責務が
あり、かつ公衆衛生の見地からも火葬行政を継続する必要がある。

事業目的に
対する
有効性

　市営斎場の運営を通じ、高齢化の進展に伴う死亡者数の増加等により年々増加傾向である火葬需要に継続的かつ有効に対応でき
ている。
　また、敷地内に併設された葬祭ホールを提供することで、使用者の利便性向上に資することが出来ている。
　なお、事業目標は最新の市内死亡者数推移(政策局統計情報課「人口動態」)を踏まえ、毎年設定している。

本事業の
効率性・
類似性

　今後ますます増え続けていく火葬需要に対応するため、月単位の火葬需要予測を基にした火葬受付枠の設定や、斎場の修繕期間
時には他斎場の火葬受付枠を増減するなど、斎場運営方法の見直し・効率化等を行っている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　年に１度、地元自治会との協議の場として、連絡協議会を開催し、北部斎場の事業実績等を報告して、要望等があれば改善してい
る。また、窓口等でいただいた会葬者や葬祭業者からのご意見を斎場運営に反映するよう努めている。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　増加する火葬需要に対応するため、火葬受付時間帯の延長や開場日数の増加等のソフト面による運営方法の更なる見直しを検討
していくことで、今後も安定した火葬行政を確保する必要がある。
　またハード面についても、斎場設備の早急な小破修繕を講じて施設設備の老朽化対応や予防保全等を積極的に行っていく必要が
あるほか、限られた予算の中で他の斎場施設設備と比較を行いながら、課全体で優先順位を付けて大規模な予防保全・長寿命化対
策等も検討していく必要がある。更に北部斎場は施設規模が大きく、消費エネルギーが膨大であるため、更なる省エネ化の推進も必
要である。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 10,471千円 ▲ 63,480千円

課長 係長 施設係

概算人件費 22,119千円 22,364千円 22,364千円 22,364千円

総 事 業 費 588,295千円 648,993千円 638,522千円 575,042千円

増▲減 ― 60,698千円

再任用職員

189



（様式２－２）

7 款 7 項 5 目 7 － 7 － 5

■ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

60,938千円 ▲ 34,276千円

課長 係長 施設係

概算人件費 8,775千円 8,791千円 8,785千円 8,785千円

総 事 業 費 275,065千円 286,027千円 346,965千円 312,689千円

増▲減 ― 10,962千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 半田　恒太郎 田島　彰 奥村　洋一

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

　旧厚生省通知において「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可は、原則として市町村等の地方公共団体に与えるものとし、これに
よりがたい場合であっても宗教法人、公益法人に限る」とされており、地方公共団体として市内の火葬需要に継続的に対応する責務が
あり、かつ公衆衛生の見地からも火葬行政を継続する必要がある。

事業目的に
対する
有効性

　市営斎場の運営を通じ、高齢化の進展に伴う死亡者数の増加等により年々増加傾向である火葬需要に継続的かつ有効に対応でき
ている。
　また、敷地内に併設された葬祭ホールを提供することで、使用者の利便性向上に資することが出来ている。
　なお、事業目標は最新の市内死亡者数推移(政策局統計情報課「人口動態」)を踏まえ、毎年設定している。

本事業の
効率性・
類似性

　今後ますます増え続けていく火葬需要に対応するため、月単位の火葬需要予測を基にした火葬受付枠の設定や、斎場の修繕期間
時には他斎場の火葬受付枠を増減するなど、斎場運営方法の見直し・効率化等を行っている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

　年に１度、地元自治会との協議の場として、連絡協議会を開催し、戸塚斎場の事業実績等を報告して、要望等があれば改善してい
る。また、窓口等でいただいた会葬者や葬祭業者からのご意見を斎場運営に反映するよう努めている。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

　増加する火葬需要に対応するため、火葬受付時間帯の延長や開場日数の増加等のソフト面による運営方法の更なる見直しを検討
していくことで、今後も安定した火葬行政を確保する必要がある。
　またハード面についても、斎場設備の早急な小破修繕を講じて施設設備の老朽化対応や予防保全等を積極的に行っていく必要が
あるほか、限られた予算の中で他の斎場施設設備と比較を行いながら、課全体で優先順位を付けて大規模な予防保全・長寿命化対
策等も検討していく必要がある。更に、火葬に使用する白灯油の値段が上昇傾向であり、更なる省エネ化の推進が必要である。

差▲引 24,073千円 △ 14,908千円 △ 4,655千円 338,203千円

1.0人

0.0人 0.0人

執行率（％） 92% 106% 101% 84%

人
件
費

一般職職員 1.0人 1.0人 1.0人

0.0人 0.0人

4,697体

589件 607件

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 290,363千円 262,328千円 333,525千円 361,286千円

支出済額 266,290千円 277,236千円 338,180千円 303,904千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

4,965体

葬祭ホール件数
（件）

目標 638件 699件 636件 645件

実績 630件 629件

火葬件数
目標 5,196体 5,231体 5,296体 5,369体

実績 4,723体 4,905体

事業の目的
(事業開始の

経緯）
　横浜市西部地域における人口増加や高齢者数の増加に伴い、主に横浜市西部方面の火葬需要に対応するために開設された。

　市民の宗教的な感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、斎場の管理運営及び火葬業務を支障なく行う。
　また、敷地内に併設された葬祭ホールの提供により、市民サービスの向上を図る。
　更に、公衆衛生その他公共の福祉の見地から小動物の火葬業務を行う。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
環境施設課

令和２年度
事業評価書

番号戸塚斎場運営事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
墓地、埋葬等に関する法律、同施行規則、横浜市斎場条
例、同施行規則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

5

法令等

その他
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（様式２－２）

7 款 7 項 5 目 7 － 7 － 5

□ ■ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

□ 有 ■ 無

事業の目的
(事業開始の

経緯）

各市営斎場の資源物等（残骨灰）については、従来は処理業務委託を実施していたが、資源物等に含まれる有価金属の取扱等にかかる透
明性・公平性を確保するため、他都市の動向も参考に契約方法の見直しを検討した結果、平成29年６月から売払契約に変更した。
資源物等の売払により得られる収入を、斎場利用者が直接利用するものや供養の意を表すものに限定して使用することで、斎場の利用環
境向上等を図る。

・資源物等の売払にあたっては、遺族感情等に配慮し、資源物等に含まれる「残骨」は墓地等に適正に埋葬及び供養すること等を契約条件とした
上で、残骨、有価金属、及び廃棄物等の各分別量や最終処分先等を記載した報告書の提出を求めるとともに、分別処理先や埋葬先の現地確認
等を適時行う。
・資源物等の売払により得られた収入については、斎場利用者が直接利用するものや供養の意を表すものに限定して使用することで、斎場の利用
環境向上等を図る。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
環境施設課

令和２年度
事業評価書

番号市営斎場利用環境向上等事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
横浜市斎場条例

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

6

法令等

その他

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

54,585 kg

目標

実績

残骨灰搬出量
（市営４斎場分）

目標 45,785 kg 54,417 kg 57,530 kg

実績 45,829 kg 55,848 kg

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 78,000千円 105,000千円 144,000千円

支出済額 78,104千円 117,926千円 136,573千円

繰越額 0千円 0千円 0千円

差▲引 △ 104千円 △ 12,926千円 7,427千円

0.3人

0.0人 0.0人

執行率（％） 100% 112% 95%

人
件
費

一般職職員 0.3人 0.3人

0.0人

本資料は、公正・適正に作成しました。 半田　恒太郎 田島　彰 太田　涼輔

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

各市営斎場での火葬に伴い排出される資源物等（残骨灰）の処理については、本市の責任において適正に行う必要があり、資源物
等の売払にあたっては、遺族感情等に配慮するとともに、契約の透明性・公平性を確保する必要がある。
また、資源物等の売払により得られた収入については、これまで一般財源で対応できなかったもののうち、斎場利用者が直接利用す
るものや供養の意を表すものに限定して使用し、斎場の利用環境向上等を図る。

事業目的に
対する
有効性

・斎場資源物等の処理にあたって、従来の処理業務委託から売払契約に変更したことは、入札の公平性・透明性を確保する上で有効
である。
・資源物等の売払により得られた収入を、これまで一般財源では対応しきれなかった、各斎場の利用環境向上等に活用することは、利
用者サービス向上の観点から有効である。

本事業の
効率性・
類似性

各斎場事業においては、斎場利用者からの斎場使用料や一般財源等を、主として火葬や葬祭ホールの運営において必要な年間のランニ
ングコストに充てている。
本事業においては、斎場資源物等の売払により得られた収入を、各斎場の経年劣化した什器や壁紙の更新、トイレの洋式化等、これまで各
斎場事業では対応しきれなかった部分に活用することにより、斎場の利用環境向上という形で利用者への還元を行うことが出来る。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

斎場資源物等の処理について、従来の処理業務委託から売払契約に変更し、売払により得られる収入をこれまで一般財源で対応し
きれなかった、各斎場の利用環境向上等に活用することで、斎場利用者に対するサービス向上につながっていると考えられる。
しかし、斎場資源物等に含まれる有価金属は、歯の治療で使用される金歯や銀歯等を主としており、これらは市場の動向によって価
格が大きく変動するとともに、今後、減少していくことが見込まれることから、資源物等の売払を継続的に実施できるかは不確実な面も
ある。今後も、利用者等からいただいた意見等も参考にしつつ、現在の契約方式を継続していく予定であるが、執行状況によっては基
金の設置や契約方式の見直し等、必要に応じて検討を行う。

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

39,820千円 18,647千円

課長 係長 施設係

概算人件費 2,637千円 2,636千円 2,636千円

総 事 業 費 80,741千円 120,562千円 139,209千円

増▲減 ― ―

再任用職員

191



（様式２－２）

7 款 7 項 5 目 7 － 7 － 5

■ □ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

大規模施設跡地における墓地整備計画を進めるにあたり、必要な検討・手続を行うことが当面の目標
であるため、定量的な設定が困難である。

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

16,269千円 14,878千円

課長 係長 施設係

概算人件費 8,785千円 8,785千円

総 事 業 費 16,269千円 31,147千円

増▲減 ―

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 山根　好行 吉田　剛 小泉　麻里

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

墓地等の公共性、公益性を理由に「墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則」（厚生省通知　平成12年12月６日生衛発第
1764号「墓地経営・管理の指針等について」）とされており、増加する墓地の需要に本市が応えていく必要がある。

事業目的に
対する
有効性

大規模施設跡地における墓地整備に向けて、環境影響評価配慮書作成等を実施した。
新たな墓地の整備により、増加する墓地の需要に応えていくことができる。

本事業の
効率性・
類似性

関係区局と連携しながら、大規模施設跡地での墓地整備計画等について検討を進めた。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

今後実施する、環境影響評価の説明会、公共事業評価、都市計画の素案説明会、縦覧及び横浜市墓地等の経営の許可等に関する
条例に基づく計画説明会で、周辺住民等の意見をいただく。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

旧深谷通信所については、平成29年度に策定した「深谷通信所跡地利用基本計画」も踏まえ、関係区局と連携しながら、公園型墓園
の整備を進めていく。
旧上瀬谷通信施設については、跡地全体での土地利用計画の検討にあわせて、関係区局と連携しながら、公園型墓園の整備の可
能性について検討を進めていく。

差▲引 2,516千円 21,738千円

1.0人

0.0人 0.0人

執行率（％） 75% 51%

人
件
費

一般職職員 1.0人

基本計画策定

整備構想作成 整備構想作成

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 10,000千円 44,100千円

支出済額 7,484千円 22,362千円

繰越額 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

環境影響評価配慮書作成等

旧上瀬谷通信施設
目標 整備検討 基本計画策定

実績

旧深谷通信所
目標 基本計画検討 環境影響評価配慮書作成等

実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）

平成29年度に実施した市民アンケート調査等により、令和18年までの墓地の整備必要数を公民あわせて約10万区画と推計している。
増加する墓地の需要に対応するため、大規模施設跡地において、新たな墓地整備計画を検討する。

・旧深谷通信所では、環境影響評価配慮書の作成等を行った。
・旧上瀬谷通信施設では、墓地整備構想を作成した。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
環境施設課

令和２年度
事業評価書

番号大規模施設跡地墓地整備事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年５月31日法律第48号）

同施行規則（昭和23年７月13日厚生省令第24号）

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

7

法令等

その他
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様式１

７－７－６ 1 動物愛護センター運営事業

７－７－６ 2 動物愛護普及啓発事業

７－７－６ 3 動物保護管理事業

７－７－６ 4 狂犬病予防事業

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]
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（様式２－２）

7 款 7 項 6 目 7 - 7 - 6

■ ■ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 2,123千円 ▲ 1,422千円

課長 係長 運営企画係

概算人件費 39,669千円 39,946千円 39,934千円 39,934千円

総 事 業 費 69,797千円 72,943千円 70,820千円 69,398千円

増▲減 ― 3,146千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。 及川　知子 相澤　隆 篠崎　由佳

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

動物の愛護及び管理に関する法律及び狂犬病予防法に基づく業務を行うとともに、市民交流の場としての機能を維持し、施設の運営
管理を行う必要がある。

事業目的に
対する
有効性

動物の保護収容施設及び市民利用施設として、適切に使用されている。施設は市民交流の場として活発に利用されており、動物愛
護活動者や学校関係者による施設見学や他都市からの視察等も恒常的にある。昨年度と比較すると、新型コロナウイルス感染症の影
響もあり、施設見学等の事業を一部中止したため、市民利用施設の利用者数は若干減少となった。

本事業の
効率性・
類似性

施設の維持管理に最低限必要な経費のみとし、空調の温度管理や節電や光熱費の削減にも取り組んでいる。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

附属機関及び関係団体などから意見を収集している。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

施設・設備の不具合等の早期発見に努め、市民利用施設として安全に利用できる環境を維持するとともに、市民利用施設の貸出
ルールの明確化、利便性の向上に繋がる取組、明るく親しみやすい施設への工夫等を検討し、多くの方に興味を持っていただくこと
で、利用者数の増加を図る。また、今後は発災時の施設機能維持のため、ライフラインの確保や災害用備品の備蓄等を進めていく必
要がある。

差▲引 4,143千円 752千円 1,733千円 3,324千円

4.0人

1.0人 1.0人

執行率（％） 88% 98% 95% 90%

人
件
費

一般職職員 4.0人 4.0人 4.0人

1.0人 1.0人

5,628

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 34,271千円 33,749千円 32,619千円 32,788千円

支出済額 30,128千円 32,997千円 30,886千円 29,464千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

4,965

目標

実績

動物愛護センター
来場者数（人）

目標 9,000 9,000 9,000 8,000

実績 7,901 6,664

事業の目的
(事業開始の

経緯）

昭和25年の狂犬病予防法の施行に伴い、南犬抑留所・磯子犬抑留所として昭和27年に業務を開始したのち、昭和44年に中区かもめ
町に、犬の収容・保管・返還・譲渡・処分施設として畜犬センターを設置し業務継続。畜犬センター老朽化に伴い、平成23年に動物愛
護行政の拠点として、動物愛護センター設立。

動物愛護行政の拠点及び市民交流の場として施設の管理運営を行った。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

動物愛護センター

令和２年度
事業評価書

番号動物愛護センター運営事業

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
動物の愛護及び管理に関する法律、狂犬病予防法、
横浜市動物愛護センター条例

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他
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（様式２－２）

7 款 7 項 6 目 7 - 7 - 6

■ ■ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

本資料は、公正・適正に作成しました。 及川　知子 荒木　こだち 篠崎　由佳

本事業の
効率性・
類似性

普及啓発については、セミナーや講習会等への市民参加を促進するため土・日・祝日開催を増やしている。また、動物愛護フェスタを
大規模会場で実施しており、認知度や集客力を高めるように努めている。猫の不妊去勢手術・マイクロチップ装着推進事業について
は、ホームページをわかり易くすることや申請様式等の見直し、事務処理の効率化に向けて、申請者及び職員の負担軽減を検討す
る。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

附属機関及び関係団体などから意見を収集している。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

普及啓発については、より多くの方にセミナーや講習会及びイベント等に参加していただけるよう、開催頻度や場所等だけでなく、興
味を持っていただけるような内容や題材を工夫していく必要がある。猫の不妊去勢推進事業については、活用しやすい制度改正や申
請受付・事務処理の効率化に向けた改善の検討を行い、飼い主のいない猫の減少を図るための対策を効果的に進める必要がある。
マイクロチップ装着推進事業については、引き続きセミナーや講習会及びイベント時等に装着を勧奨していくと同時に法改正に伴う動
きに注視していく。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

飼い主のマナーや適正飼育、飼い主の責務への理解不足に起因する相談等が多く寄せられていることから、人と動物が快適に暮ら
せる環境づくりを推進するべく、行政として普及啓発する必要がある。また、市民の生活環境を維持・向上させるために、飼い主のいな
い猫の繁殖防止、飼育動物の所有者明示をすることによる離散防止も必要である。

事業目的に
対する
有効性

普及啓発については、飼い主をはじめ、児童、地域住民等様々な対象者にむけたセミナーや講習会・イベント等を年間を通じて設け
ている。猫の不妊去勢手術推進事業については、飼い主のいない猫の減少に繋げる取組として実施している。マイクロチップ装着に
ついては、所有者明示の推進の効果が見込めるため啓発事業として取り組んでいる。さらに、ペットの同行避難に対する理解を進める
ため、啓発活動に取り組んでいる。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 運営企画係

総 事 業 費 103,222千円 79,428千円 88,664千円 88,545千円

増▲減 ― ▲ 23,794千円 9,236千円 ▲ 119千円

7.0人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 109% 70% 73% 75%

人
件
費

一般職職員 7.0人 6.0人 7.0人

概算人件費 61,425千円 52,746千円 61,495千円 61,495千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 △ 3,535千円 11,172千円 9,996千円 8,997千円

37,165千円 36,047千円

支出済額 41,797千円 26,682千円 27,169千円 27,050千円

3,884頭／537頭

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 38,262千円 37,854千円

猫の不妊去勢手術補助頭数
（頭）／マイクロチップ装着補

助頭数（頭）

目標 6,300頭／500頭 5,700頭／500頭 5,700頭／500頭 5,700頭／500頭

実績 7,816頭／362頭 4,098頭／401頭 3,922頭／532頭

令和元年度実績

啓発件数（回／人）
目標 105回／16,500人 105回／16,500人 105回／16,500人 105回／16,500人

実績 163回／4,906人 123回／15,604人

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

87回／25,078人 118回／1,405人

事業の目的
(事業開始の

経緯）

動物の愛護及び管理に関する法律（事業開始当時:動物の保護及び管理に関する法律）の施行により、動物の適正飼育や動物に起
因する危害の発生防止及び動物愛護思想の普及・啓発を図るため事業を開始した。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

・飼い主のマナーや責務の意識向上及び動物愛護啓発のために普及啓発事業を実施した。
・飼い主のいない猫の不妊去勢手術推進事業を実施した。
・災害時のペット対策の推進のため、ガイドラインの改正を行った。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

動物愛護センター

令和２年度
事業評価書

番号動物愛護普及啓発事業 2

具体的
名称

動物の愛護及び管理に関する法律、横浜市動物愛護セン
ター条例その他

195



（様式２－２）

7 款 7 項 6 目 7 - 7 - 6

■ ■ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

本資料は、公正・適正に作成しました。 及川　知子 荒木　こだち 篠崎　由佳

本事業の
効率性・
類似性

収容動物の飼養管理については、一部業務を民間委託することによって、経費の節減や執行体制の見直しを行ってきた。譲渡対象
動物を増やすべく、病気や怪我の治療と合わせて幼齢個体の飼養管理を行う中でワクチン接種を進める等、センター内での感染症
防止対策の取組を進めている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

附属機関及び関係団体などから意見を収集している。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

感染症に対する防止対策（エリアごとの履物の履き替え徹底、ワクチン接種等）は効果を上げており、継続した取組が必要である。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

動物の保護収容を行うとともに、保護収容した動物の飼養管理及び病気や怪我の治療等を適切に行い、譲渡対象となる動物を増や
すことによって、出来る限り新しい飼い主へ譲渡を促進することは、行政として必要な事業である。

事業目的に
対する
有効性

日々保護収容される動物の適切な飼養管理を行い、必要な処置と個体の健康状態を維持し、譲渡の促進に繋がっている。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 運営企画係

総 事 業 費 151,078千円 149,465千円 144,278千円 143,420千円

増▲減 ― ▲ 1,613千円 ▲ 5,187千円 ▲ 858千円

10.0人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 92% 90% 85% 82%

人
件
費

一般職職員 10.0人 10.0人 10.0人

概算人件費 87,750千円 87,910千円 87,850千円 87,850千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 5,224千円 7,156千円 10,257千円 12,345千円

66,685千円 67,915千円

支出済額 63,328千円 61,555千円 56,428千円 55,570千円

150頭／916頭

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 68,552千円 68,711千円

犬／猫等の収容頭
数（頭）

目標 335頭／1,300頭 335頭／1,360頭 335頭／1,310頭 305頭／1,300頭

実績 271頭／1,314頭 294頭／1,188頭 227頭／972頭

令和元年度実績

犬／猫／その他の
譲渡数（頭）

目標 120頭／380頭／5頭 120頭／450頭／5頭 100頭／500頭／5頭 105頭／470頭／5頭

実績 76頭／521頭／4頭 101頭／483頭／2頭

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

88頭／378頭／14頭 54頭／417頭／5頭

事業の目的
(事業開始の

経緯）

昭和25年に狂犬病予防法が施行され、犬の保護収容業務等を開始。昭和49年には、動物の愛護及び管理に関する法律（施行当時：
動物の保護及び管理に関する法律）が施行され、動物の適正な取扱いや動物に起因する危害の発生防止といった観点からも事業を
行っている。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

・法に基づく、動物の保護収容
・保護収容動物の飼養管理
・保護収容動物の返還、譲渡
・診療及び治療、不妊去勢手術の実施

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

動物愛護センター

令和２年度
事業評価書

番号動物保護管理事業 3

具体的
名称

動物の愛護及び管理に関する法律、狂犬病予防法、
横浜市動物愛護センター条例その他

196



（様式２－２）

7 款 7 項 6 目 7 - 7 - 6

■ □ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

本資料は、公正・適正に作成しました。 及川　知子 相澤　隆 篠崎　由佳

本事業の
効率性・
類似性

市内の動物病院等でも犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付と手数料収納の手続きができるようにし、市民の利便性の向上を図
ることで、飼い主が犬の登録と狂犬病予防注射接種をしやすい環境を作っている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

附属機関及び関係団体などから意見を収集している。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

市民の利便性を向上させるため、市内の動物病院等で犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票の交付と手数料収納の手続きができるよう
になった。狂犬病予防注射接種の必要性を機会を捉えて飼い主だけでなく市民に対して理解してもらうための普及啓発を行い、狂犬
病発生を未然に防ぐための環境作りと更なる接種率の向上が必要である。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

犬の登録と狂犬病予防注射接種を勧奨し接種することにより、未然に狂犬病の発生を防ぐとともに狂犬病発生時の感染拡大を防ぐこ
とは、狂犬病予防法の中で行政として必要な事業となっている。あわせて、犬の鑑札や狂犬病予防注射済票の装着を勧奨すること
で、保護収容犬の飼い主への返還を間違いなく円滑に行うことができる。

事業目的に
対する
有効性

昭和32年を最後に現在まで、市内での狂犬病の発生は確認されていない。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 運営企画係

総 事 業 費 75,355千円 85,956千円 85,325千円 87,057千円

増▲減 ― 10,601千円 ▲ 631千円 1,732千円

3.0人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 104% 98% 92% 97%

人
件
費

一般職職員 2.0人 3.0人 3.0人

概算人件費 17,550千円 26,373千円 26,355千円 26,355千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 △ 2,374千円 1,148千円 4,836千円 2,019千円

63,806千円 62,721千円

支出済額 57,805千円 59,583千円 58,970千円 60,702千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 55,431千円 60,731千円

目標

実績

令和元年度実績

狂犬病予防接種頭
数（頭）

目標 136,000頭 138,000頭 134,000頭 134,000頭

実績 133,583頭 133,472頭

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

130,264頭 127,905頭

事業の目的
(事業開始の

経緯）

昭和25年、狂犬病予防法の制定により事業を開始。犬の登録・狂犬病予防注射の接種を推進し、狂犬病の発生を未然に防止するこ
とを目的とする。

事
業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

・狂犬病予防事業
・鑑札、注射済票交付
・狂犬病予防注射の啓発、注射勧奨

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

動物愛護センター

令和２年度
事業評価書

番号狂犬病予防事業 4

具体的
名称

狂犬病予防法
その他
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様式１

１７－１－２ 1 介護保険事業費会計繰出金

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

[健康福祉局]

款項目 評価書番号 事　　業　　名

200



（様式２－２）

17 款 1 項 2 目 17 - 1 - 2

■ □ □

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

本資料は、公正・適正に作成しました。 壺井　達幸 丸山　直樹 阿部　直利

本事業の
効率性・
類似性

法定業務のため、改善・見直しはなし。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

介護保険の重要事項を審議するため、市民代表等有識者で構成される「横浜市介護保険運営協議会」を設置し、本事業に関しての
意見・提言を受けている。（年４回程度）

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

高齢化の進展により、市費負担分は増加することが見込まれる。そのため、給付費適正化等の取組を強化する必要がある。

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

法定業務である。

事業目的に
対する
有効性

介護保険制度を適切に運営している。

予算額・
執行額、
事業費の

推移

事
業
実
績

達成指標

課長 係長 経理担当

総 事 業 費 39,229,737千円 38,431,312千円 38,122,418千円 43,088,834千円

増▲減 ― ▲ 798,425千円 ▲ 308,894千円 4,966,416千円

2.0人

再任用職員 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人

執行率（％） 100% 100% 98% 99%

人
件
費

一般職職員 2.0人 2.0人 2.0人

概算人件費 17,550千円 17,582千円 17,570千円 17,570千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

差▲引 45,483千円 5,320千円 850,487千円 509,072千円

38,955,335千円 43,580,336千円

支出済額 39,212,187千円 38,413,730千円 38,104,848千円 43,071,264千円

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 39,257,670千円 38,419,050千円

目標

実績

令和元年度実績

目標

実績

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）
介護保険制度が創設されたことに伴い、平成12年度から事業を開始。市費負担分。事

業
概
要

実施根拠
法令等 法律 条例 規則

具体的な
事業内容

３年ごとに、介護保険事業計画策定を行うとともに保険料を改定している。
介護保険制度実施のため、介護保険事業費会計へ繰出金を支出。

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局
介護保険課

令和２年度
事業評価書

番号介護保険事業費会計繰出金 1

具体的
名称

介護保険法 等
その他
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様式１

17-1-18 1 自動車事業会計繰出金

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]

209



（様式２－２）

17 款 1 項 18 目 17 － 1 － 18

□ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

高齢者及び障害者の「社会参加」と「福祉の増進」の程度を定量的に測ることは困難であり、また本事
業とそれらの相関関係を測るのが困難なため。

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

190,284千円 335,388千円

課長 係長
生きがい係
移動支援係

概算人件費 3,510千円 3,516千円 3,514千円 3,514千円

総 事 業 費 4,659,236千円 4,659,242千円 4,849,526千円 5,184,914千円

増▲減 ― 6千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。
瀬谷　直幹
渡辺　文夫

野澤　正美
福井　寛

小山田　哲朗
佐藤　史彬

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

【敬老特別乗車証】
　令和元年度には対象者が74万人を超え、平成30年度と比較して約２万人増加している。急激な高齢化が進展する中で、高齢者の「社
会参加の支援」と「福祉の増進」のため、事業の必要性はますます高まる一方、持続可能な制度運営が必要である。
【福祉特別乗車券】
　本事業が廃止になった場合、対象者の支出のうち、交通費の占める割合が増え、外出を控えるようになる可能性がある。

事業目的に
対する
有効性

【敬老特別乗車証】
　令和元年度の交付者数は41万人を超える事業となっており、利用実態調査（バス利用者）では、一日あたり延べ32万人（平日）の方に
ご利用いただいていることから、高齢者の外出機会の維持・増加が図られている。
【福祉特別乗車券】
　福祉特別乗車券の活用による障害者の外出機会の維持・増加が図られている。

本事業の
効率性・
類似性

乗車券の交付事務を効率化するため、事務の一部を郵便局へ委託しており、市内最寄りの郵便局で利用者負担金の納入及び、乗車
券の受取り手続きが一連で可能となっている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

【敬老特別乗車証】
今後の事業の見直しに向けて、対象者の要件や利用者負担のあり方などについて意見を収集するため、令和元年度に市民3万人を対
象としたアンケートを実施した（回答数10,381）。また、平成29年度から、利用実態を把握するために利用者アンケートを実施している。
【福祉特別乗車券】
平成29年度に第３期障害者プラン中間見直しに係る市民意見募集を実施した。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

【敬老特別乗車証】
　持続可能な制度となるよう見直すため、制度の対象者、費用負担、受益者負担及び対象交通機関等、制度のあり方について、令和元
年度に横浜市社会福祉審議会に諮問したところ、「横浜市敬老特別乗車証制度のあり方に関する検討専門分科会」が設置された。分
科会の答申を踏まえ、利用実績を正確に把握するため、IC化等の技術的な課題の整理や実現可能性について検討する。また、交通事
業者の負担軽減についても並行して検討する。
【福祉特別乗車券】
　対象者の増加傾向（特に精神障害者手帳取得者）に伴い、特別乗車券全体の事業費の増加が見込まれることから、平成25年度から
利用者負担金を導入し真に必要とする方にだけ福祉パスを交付するよう制度改正を行った。今後も、引き続き適正な交付と利用に注力
していく。

差▲引 0千円 0千円 0千円 0千円

0.4人

0.0人 0.0人

執行率（％） 100% 100% 100% 100%

人
件
費

一般職職員 0.4人 0.4人 0.4人

0.0人 0.0人

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 4,655,726千円 4,655,726千円 4,846,012千円 5,181,400千円

支出済額 4,655,726千円 4,655,726千円 4,846,012千円 5,181,400千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

目標

実績

目標

実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）

【敬老特別乗車証】
　高齢者が豊かで充実した生きがいのある生活を送ること（高齢者の「社会参加の支援」と「福祉の増進」）を目的として事業を開始した。
【福祉特別乗車券】
　市内に居住する障害者及び被爆・戦傷者の行動範囲の拡大を図るため、事業を開始した。

福祉対象者の「社会参加の支援」及び「福祉の増進」のため、市営交通機関及び民営バスの両方に乗車できる福祉特別乗車券及び敬
老特別乗車証を交付した。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢健康福祉課、
障害自立支援課

令和２年度
事業評価書

番号自動車事業会計繰出金

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
敬老特別乗車証条例、福祉特別乗車券条例、敬老特別乗車
証条例施行規則、福祉特別乗車券条例施行規則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他
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様式１

17-1-19 1 高速鉄道事業会計繰出金

事　業　評　価　書　目　次　（令和２年度）

款項目 評価書番号 事　　業　　名

[健康福祉局]
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（様式２－２）

17 款 1 項 19 目 17 － 1 － 19

□ ■ ■

□

□ 法令に基づく義務的経費 □ 内部事務経費のみ

■ 有 □ 無

上記の指標で定量的な設定が
困難な理由

高齢者及び障害者の「社会参加」と「福祉の増進」の程度を定量的に測ることは困難であり、また本事
業とそれらの相関関係を測るのが困難なため。

事
業
実
績

達成指標

事
業
概
要

▲ 175,433千円 ▲ 206,736千円

課長 係長
生きがい係
移動支援係

概算人件費 3,510千円 3,516千円 3,514千円 3,514千円

総 事 業 費 2,079,998千円 2,085,528千円 1,910,095千円 1,703,359千円

増▲減 ― 5,530千円

再任用職員

本資料は、公正・適正に作成しました。
瀬谷　直幹
渡辺　文夫

野澤　正美
福井　寛

小山田　哲朗
佐藤　史彬

事
業
評
価
の
視
点
に
よ
る
点
検
・
検
証
・
評
価

本市が行う
必要性

【敬老特別乗車証】
　令和元年度には対象者が74万人を超え、平成30年度と比較して約２万人増加している。急激な高齢化が進展する中で、高齢者の
「社会参加の支援」と「福祉の増進」のため、事業の必要性はますます高まる一方、持続可能な制度運営が必要である。
【福祉特別乗車券】
　本事業が廃止になった場合、対象者の支出のうち、交通費の占める割合が増え、外出を控えるようになる可能性がある。

事業目的に
対する
有効性

【敬老特別乗車証】
　令和元年度の交付者数は41万人を超える事業となっており、同年度に実施した利用者アンケートでは、60％以上の方が月に１回以
上ご利用いただいていることから、高齢者の外出機会の維持・増加が図られている。
【福祉特別乗車券】
　福祉特別乗車券の活用による障害者の外出機会の維持・増加が図られている。

本事業の
効率性・
類似性

乗車券の交付事務を効率化するため、事務の一部を郵便局へ委託しており、市内最寄りの郵便局で利用者負担金の納入及び、乗車
券の受取り手続きが一連で可能となっている。

市民等外部
意見を聴取

する仕組みと
反映状況

【敬老特別乗車証】
今後の事業の見直しに向けて、対象者の要件や利用者負担のあり方などについて意見を収集するため、令和元年度に市民3万人を
対象としたアンケートを実施した（回答数10,381）。また、平成29年度から、利用実態を把握するために利用者アンケートを実施してい
る。
【福祉特別乗車券】
平成29年度に第３期障害者プラン中間見直しに係る市民意見募集を実施した。

自己評価や
外部意見を
踏まえた

事業見直し
の方向性

【敬老特別乗車証】
　持続可能な制度となるよう見直すため、制度の対象者、費用負担、受益者負担及び対象交通機関等、制度のあり方について、令和
元年度に横浜市社会福祉審議会に諮問したところ、「横浜市敬老特別乗車証制度のあり方に関する検討専門分科会」が設置された。
分科会の答申を踏まえ、利用実績を正確に把握するため、IC化等の技術的な課題の整理や実現可能性について検討する。また、交
通事業者の負担軽減についても並行して検討する。
【福祉特別乗車券】
　対象者の増加傾向（特に精神障害者手帳取得者）に伴い、特別乗車券全体の事業費の増加が見込まれることから、平成25年度から
利用者負担金を導入し真に必要とする方にだけ福祉パスを交付するよう制度改正を行った。今後も、引き続き適正な交付と利用に注
力していく。

差▲引 0千円 0千円 0千円 0千円

0.4人

0.0人 0.0人

執行率（％） 100% 100% 100% 100%

人
件
費

一般職職員 0.4人 0.4人 0.4人

0.0人 0.0人

予算額・
執行額、
事業費の

推移

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

現計予算額 2,076,488千円 2,082,012千円 1,906,581千円 1,699,845千円

支出済額 2,076,488千円 2,082,012千円 1,906,581千円 1,699,845千円

繰越額 0千円 0千円 0千円 0千円

指標名（単位） 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度実績 令和元年度実績

目標

実績

目標

実績

事業の目的
(事業開始の

経緯）

【敬老特別乗車証】
　高齢者が豊かで充実した生きがいのある生活を送ること（高齢者の「社会参加の支援」と「福祉の増進」）を目的として事業を開始し
た。
【福祉特別乗車券】
　市内に居住する障害者及び被爆・戦傷者の行動範囲の拡大を図るため、事業を開始した。

福祉対象者の「社会参加の支援」及び「福祉の増進」のため、市営交通機関及び民営バスの両方に乗車できる福祉特別乗車券及び
敬老特別乗車証を交付した。

令　和　２　年　度　事　業　評　価　書　

令和元年度
事業名

所管区局・課
健康福祉局

高齢健康福祉課、
障害自立支援課

令和２年度
事業評価書

番号高速鉄道事業会計繰出金

実施根拠
法律 条例 規則 具体的

名称
敬老特別乗車証条例、福祉特別乗車券条例、敬老特別乗車
証条例施行規則、福祉特別乗車券条例施行規則

具体的な
事業内容

本事業は右記に該当するため、以降の記載を一部省略します。

1

法令等

その他
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